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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４号）第

３条に基づき平成２６年９月１２日に告示された「地域における医療及び介護を総合的に確保

するための基本的な方針」に則り、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体

制を構築することを目指し、県内関係団体及び有識者等からの意見を踏まえて本計画を策定す

る。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

宮崎県における医療介護総合確保区域については、延岡西臼杵（延岡市、高千穂町、日之影

町、五ヶ瀬町）、日向入郷（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）、宮崎東諸県（宮崎市、

国富町、綾町）、西都児湯（西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町）、

日南串間（日南市、串間市）、都城北諸県（都城市、三股町）、西諸（小林市、えびの市、高原

町）の地域とする。 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：老人福祉圏域では延岡市と西臼杵郡が区分されているが、医療・介護サービス

の一体的な確保を図っていく観点から、二次救急医療などの医療提供体制の構築を図る２次医

療圏域を前提とする必要があるため。） 
 

(3) 計画の目標の設定等 

■宮崎県全体 
 
１．目標 
団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会に必要な医

療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課題である。そのため、

各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医療・介護の連携など一連のサービ

ス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく提供される

ことが重要である。 
  そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り組む。 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象として整

備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体制の構築を 

図る。 

 



 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

合   計 11,037床 

*端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 
・訪問看護事業所数の増加 

178事業所(2023年)→190事業所(2024年) 

・訪問看護人材育成研修への参加実績がある事業所の割合増加 

65.4％(2023年)→70％以上(2024年) 

・在宅での死亡割合 28.4%(令和４年)→33%(令和６年) 

・在宅歯科医療連携室数 ４ヶ所（R5年度）→４ヶ所を維持（R6年度） 

・在宅歯科診療を行っている歯科医療機関の割合 

29.3％(R5年度)→30.9％(R6年度) 
・総合周産期母子医療センター小児科の平均在院日数 

18.6日(2020年)→18.5日以下(2024年) ※現況値は新型コロナ影響前の数値を採用 

・看取りに関する取組を実施する市町村数 

 R2 ５市町(19％)→R6 13市町村(50％) 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

   地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービス提供体制の

整備促進を図る。 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、看護

師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の高い医療従

事者の養成・確保を図る。 
・休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 

22,501人(H30)→16,000人以下（R6）※現況値は新型コロナ影響前の数値を採用 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成された総合診療医 

３人(2023年)→５人(2024年) 

・県内医師数に占める女性医師の割合   19.5％(2020年)→21.3％(2024年) 

・雇用継続や復職につながった女性医師数 ８人(2024年) 

・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

 77人(2022年)→85人以上(2024年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 



 

 16人(2022年)→16人以上(2024年) 

・産科・産婦人科医師数 106人(2020年)→106人以上(2024年) 

・県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2024年) 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア形成プログラム参加率 

100％（2024年） 

・就業医師数（標準化医師数）2,727人(2023年)→2,744人(2026年) 

・県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2024年) 

・看護師等養成所運営支援事業対象養成所の国家試験合格率 

97.6%（2023年3月卒）→100%（2025年3月卒） 

・看護師等養成所運営支援事業対象養成所卒業生の県内就職率 

 71.8%（2023年3月卒）→74%（2025年3月卒） 

・特定行為研修修了者人数  

23名（2022年）→46名（2024年） 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 44.2% (2022年)→54.0%(2024年)  

・救急科専門医 42人(2023年)→44人(2024年)  

・薬剤師奨学金返済支援制度の利用希望者数 10 名 

・心不全療養指導士・心臓リハビリテーション指導士が勤務する医療機関・事業所数 

27ヶ所(R5)→31ヶ所以上(R6) 

 

⑤ 介護従事者確保に関する目標 

宮崎県の介護職員数は、令和５年度においては２１，５１５人であるが、令和８年度ま 
でに２４，３０８人確保することを目標とする。 
これにあたっては、「参入促進」、「労働環境・処遇の改善」及び「資質の向上」の３つの 

視点から、総合的な対策を講じ、質の高い介護人材の確保に努める。 
 

 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ8  
 介護従事者数 21,447 

（実績） 
22,060 
（実績） 

21,730 
（実績） 

22,101 
（実績） 

21,515 
（実績） 

24,308 
（目標） 

 

⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

   2024年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環境となってい

る医師の労働時間短縮を進める必要があることから、勤務医の働き方改革推進の取組を進

める。 

・医師労働短縮計画における時間外・休日労働時間が減少した対象医師の割合の増加 

２医療機関（2024年） 

 

２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 
■宮崎東諸県 

１．目標 



 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 
地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

  ○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   558床 

急 性 期 1,602床 

回 復 期 1,324床  

慢 性 期   962床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 
■日南串間 
１．目標 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  37床 

急 性 期 165床 

回 復 期 270床 

慢 性 期 407床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

■西都児湯 

１．目標 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  18床 

急 性 期 152床 

回 復 期 416床 

慢 性 期 324床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

■都城北諸県 
１．目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 
地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 



 

高度急性期 218床 

急 性 期 676床 

回 復 期 740床 

慢 性 期 279床 
    
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

■西諸 

１．目標 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  27床 

急 性 期 164床 

回 復 期 399床 

慢 性 期 206床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

■延岡西臼杵 

１．目標 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期 108床 

急 性 期 418床 

回 復 期 522床 

慢 性 期 309床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

■日向入郷 

１．目標 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  36床 

急 性 期 181床 

回 復 期 349床 



 

慢 性 期 181床 
 
２．計画期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月31日 

 

(4) 目標の達成状況及び各事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり。   



 

２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

・令和５年７月27日 令和６年度事業（医療分）提案募集開始 
           （締切後、関係団体等からヒアリング等実施） 
・令和６年５月27日 県医療介護推進協議会及び県医療審議会において、県計画について

報告、意見聴取 
 

 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、地域医療構想及び医療計画のＰＤＣＡ指標並びに介護保 
険事業支援計画の達成状況等との整合性を図ることを念頭に、宮崎県医療審議会及び宮崎

県医療介護推進協議会の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行う。 
 
 



別添１ 

３．計画に基づき実施する事業 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

         設備の整備に関する事業 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設

備の整備に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 
がん医療機能高度化推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

165,580 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

宮崎東諸県医療圏、日南串間医療圏 

事業の実施主体 県、県立宮崎病院 

事業の期間 令和６年４月１日～令和８年３月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想の達成のためには病床機能の分化・連携に資す

る重点化、明確化を促進する必要があるが、高度な技術を要

するがん医療については各医療圏での完結が難しいことか

ら、医療圏を超えて拠点となる病院の重点化、明確化に取り

組む必要がある。 

 アウトカム指標 ○地域医療構想に沿った病床の機能転換 

構想区域内の病床数の必要量(※１)     整備後の県立病院の病床数(※２) 

 2022 

(病床機能

報告値) 

2025 

(必要量) 

 2022 

(病床機能

報告値) 

整備

後 

増減 

高度急性期  711 595    

急性期 2,998 1,767 685 635 ▲50 

回復期  943 1,594    

慢性期 1,532 1,369    

合計 6,391 5,322    

※１：宮崎東諸県医療圏及び日南串間医療圏 

※２：県立宮崎病院及び県立日南病院 

 

○がん 75歳未満年齢調整死亡率 

74.6(R4)(全国値 67.4)→全国平均以下（R8） 

○悪性新生物平均在院日数（厚生労働省「患者調査」） 

19.6 日(R2)⇒19.6 日未満(R8)※全国値 

事業の内容 県立宮崎病院における高度ながん医療の提供を可能とするが

んセンター設置の取組（設備整備等）を支援する。 

アウトプット指標 県立宮崎病院がんセンターの設置 １箇所 



 
 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

地域がん診療連携拠点病院である県立宮崎病院のがん医療機

能を高度化し、急性期機能を集約することで、県立病院間で

の役割分担を明確化し、急性期病床数の削減を図る。また、

高度ながん医療の提供体制を強化することにより、患者の身

体的負担を軽減し、急性期病床からの早期の退院と回復期や

在宅への円滑な移行を促進し、がんによる死亡率低下を図る。 

地域医療構想の関係性及

びスケジュール（注１） 

－ 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

165,580 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

55,193 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

27,597 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

82,790 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

82,790 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

55,193 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考 R6：39,278 千円 R7：43,512 千円 

※がん医療機能の高度化に向け、各医療機器のトレーニング

や調整が必要であり、機器を効率的に運用するため、複数年

度に分けて計画的に整備する必要がある。  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の

場合のみ記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は当該受託額等を「民」に計上するとともに「うち受託事業等」に再掲すること。 



 
 

事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

 

事業の区分 １－２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の

変更に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 
病床機能再編支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

239,400 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新

型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の

課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医

療提供体制を構築するため、病床の機能分化・連携を促進する

必要がある。 

 アウトカム指標  令和６年度基金を活用して再編を行う医療機関の病床機能毎

の病床数 

  高度急性期２８床→０床 

急性期病床７２床→０床 

事業の内容 ・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即

した病床機能再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付

金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構

想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参

加する医療機関に対し、減少する病床数に応じた給付金を支給

する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構

想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によ

って廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する

医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る

利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給する。 
アウトプット指標 対象となる医療機関数 ３医療機関／年 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

 地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、病床数の減少を伴

う統合をした関係医療機関に対し財政支援することにより、地

域医療構想の実現に向けた取組の促進を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

239,400 

  



 
 

基 

金 

国（Ａ）  

(千円) 

239,400 

うち過年度残額 

(千円) 

120,156 

その他（Ｂ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）にお

ける公民の

別（注） 

公  

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

民  

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

備考  

（注）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
  



 
 

 事業区分２  ：居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 
訪問看護推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,000 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 今後、増加が見込まれる在宅療養者等に対して、質の高い看

護サービスの提供と、訪問看護組織全体の質的向上の推進を図

るための人材育成及び医療と介護の連携を担う人材育成の拠

点が必要。 

 アウトカム指

標 

研修への参加実績がある事業所の割合増加 

  現状(2023 年)：65.4％ → 2024 年：70％以上 

事業の内容 ○訪問看護推進協議会 
○人材育成事業  
① 訪問看護未経験者のための訪問看護教育支援 
② 訪問看護師養成基礎研修、訪問看護スキルアップ研修 
③ 実践力、高度医療対応力のある訪問看護師の育成 
④ 新卒訪問看護師育成研修 

○訪問看護相談支援事業 
 訪問看護ステーションの情報提供に係る窓口運営、出張相
談、交流会の開催を通じ、保健師、助産師、看護師及び准看
護師で未就業の者に対し就業を支援。 

○医療介護連携人財育成事業 
 地域包括ケアの要となり、高度医療に対応できる実践力のあ
る訪問看護師の養成や関係機関との連携のため、地域で活動
する専門職との研修及びOJT開発・検証等を支援。 

○看護人材連携支援事業 
 ① 認定看護師等派遣支援 
 ② 管理者交流会 

③ 医療機関と訪問看護事業所の交流研修 

アウトプット指標 ○訪問看護推進協議会 年１回 
○人材育成事業 
 ① 訪問看護未経験者のための訪問看護教育支援 

１回／年 
 ② 訪問看護師養成基礎研修 １回／年  
③ 訪問看護スキルアップ研修 １回／年 
④ 新卒訪問看護師育成研修 新卒採用をした事業所 

１事業所以上／年  
○訪問看護相談支援事業 相談件数50件／年 
○医療介護連携人財育成事業 
 医療介護連携のための人材育成研修 研修参加者20名 



 
 

○看護人材連携支援事業 
 ① 派遣件数23件 
 ② 交流会開催３回／年 

 ③ 交流研修３回／年 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護未経験者から管理者までの各段階に応じた研修を

行い、事業所間の交流や医療と介護の交流を図ることにより、

県全体における質の高い訪問看護の提供、訪問看護の機能拡大

を図ることができる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,000 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

9,333 

うち過年度残額 

(千円) 

2,939 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

4,667 

うち過年度残額 

(千円) 

1,469 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

14,000 

うち過年度残額 

(千円) 

4,409 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

9,333 

うち過年度残額 

(千円) 

2,939 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

9,333 

うち過年度残額 

(千円) 

2,939 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

  



 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 
訪問看護ステーション等設置促進強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

48,000 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

宮崎県内全域（一部事業は宮崎市内を除く） 

事業の実施主体 設置事業者 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 医療と介護をつなぐ役割を担う訪問看護ステーション等に

ついて、在宅医療・介護の連携促進、地域包括ケアシステムを

構築するための社会資源の基盤として県内全域で訪問看護を

利用できる体制整備が必要である。 

 アウトカム指

標 

訪問看護事業所数の増加 

 現状値：178 事業所(2023 年)→目標値：190 事業所(2024 年) 

事業の内容 ・訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問

看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費

用を補助する。 

・オンコール対応や災害時の業務継続の体制整備等、安定的な

サービスの提供を目的に行う人材確保等の規模拡大や、事業所

間連携に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標 ・中山間地域等における訪問看護ステーション等の開設補助 

３件 
・訪問看護ステーション等が行う人材確保や事業所間連携強化

等にかかる経費補助 ３件 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

県内全域で訪問看護が利用できる環境を整備することによ

り、高齢者が、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを

受けつつ、安心して在宅生活を送ることができる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

48,000 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

16,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

8,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

24,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 

24,000 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

16,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

 

  



 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 
医療･介護連携推進事業(在宅医療推進事

業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,000 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県医師会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 今後増加が見込まれる在宅患者等に対して適切な医療・介護

サービスが提供できるよう、在宅医療に係る提供体制の強化が

必要。 

 アウトカム指

標 

在宅での死亡割合 28.4%(令和４年)→33%(令和６年) 

事業の内容  在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施するほか、在宅

療養を支える多職種連携のための研修を実施する。 

アウトプット指標  在宅療養を支える多職種連携のための研修 

37 回（令和６年度） 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修等を通じて医療と介護の一体となったサービスを提供

できるようにすることで、在宅での死亡割合が増加する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,000 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,333 

うち過年度残額 

(千円) 

8,300 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,667 

うち過年度残額 

(千円) 

4,150 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

17,000 

うち過年度残額 

(千円) 

12,450 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

11,333 

うち過年度残額 

(千円) 

8,300 



 
 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

  



 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 
在宅歯科医療推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,500 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体  

事業の実施主体 宮崎県、宮崎県歯科医師会、各歯科医療機関 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

脳卒中などの急性期患者やがん手術を受けた患者などは退

院後も口腔ケアや歯科治療のニーズが高いことが見込まれ、

地域の実情に応じたより質の高い在宅歯科医療が求められて

いる。また、高齢化の進展等に伴い、在宅医療のニーズがより

一層増加していることから、在宅歯科診療に必要な機器を整

備し、切れ目なく患者の状態に応じた医療を提供するととも

に、病床の機能分化・連携を推進する仕組みづくりを行うこと

が急務となっている。 

また、在宅歯科医療を行う歯科医療機関が未だ不足している

ことから、在宅歯科医療に従事できる人材を確保・育成すると

ともに、多職種連携との連携体制を整備することが必要であ

る。 

 アウトカム指

標 

在宅歯科医療連携室数 

４ヶ所（R5年度）→４ヶ所を維持（R6年度） 

在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の育

成 683人(R2年度) →800人(R6年度)  

在宅歯科診療を行っている歯科医療機関の割合 

29.3％(R5 年度)→30.9％(R6 年度) 

事業の内容 ①歯科医療機関設備整備の補助 

②在宅歯科ネットワークの構築 

 ・医療と介護における連携体制強化のための連絡調整会議の

実施 

 ・歯科専門職の地域ケア会議への参画 

 ・在宅療養者のアセスメントを実施する体制づくり 

③歯科衛生士の復職支援事業 

・スキルアップ研修会の実施 

④在宅歯科医療人材育成等事業 

・歯科専門職向け研修会の実施 

・多職種連携強化のための介護・医療従事者向け研修会の実

施 

⑤県民向けの周知啓発 

アウトプット指標 ・機器整備を行う歯科医療機関 ９か所 

・連絡調整会議の開催 ３回 

・研修会の開催 ４回 
アウトカムとアウトプ 事業の実施により歯科医療機関の設備整備や、在宅歯科医療



 
 

ットの関連 に従事できる人材の確保・育成、地域における医療と介護の連

携体制が整備されることにより、在宅歯科医療の推進や体制の

充実につながるとともに、在宅患者の誤嚥性肺炎の予防等が図

られる。  
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

21,500 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,333 

うち過年度残額 

(千円) 

6,127 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,667 

うち過年度残額 

(千円) 

3,064 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

17,000 

うち過年度残額 

(千円) 

9,191 

その他（Ｃ） (千円) 

4,500 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

11,333 

うち過年度残額 

(千円) 

6,127 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

5,333 

うち過年度残額 

(千円) 

2,883 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

  



 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
重症心身障がい児(者)医療体制構築事業 

（在宅生活支援拠点整備） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

68,550 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 各医療機関、障害福祉サービス事業所等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児(者)を受け入

れる医療機関や事業所が不足している状況にあるため、身近な

地域で在宅サービスが利用できる体制の充実を図る必要があ

る。 

 アウトカム指

標 

総合周産期母子医療センター(宮崎大学医学部附属病院)小

児科の平均在院日数 

 現況値（2020 年）：18.6 日→目標値（2024 年）：18.5 日以下 

  ※現況値について、2021 年～2023 年の値が、新型コロナ感

染拡大防止の観点から、総合周産期母子医療センター（宮崎大

学医学部附属病院）において、入院受入期間を短縮していたこ

とから、その影響が加わる前の値を採用している。 

事業の内容 重症心身障がい児(者)を介護する保護者の負担を軽減するた

め、日中一時支援等を新たに実施する医療機関や障害福祉サー

ビス事業所の施設・設備整備や短期入所受入れ等を支援し、より

身近な地域で在宅サービスが受けられる体制構築を目指す。ま

た、重症心身障がい児(者)の受入を行う医療機関における医

師・看護師等の資質向上に係る研修等を実施する。 

アウトプット指標 施設・設備整備医療機関等 ８施設 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

当該事業の実施により、医療的ケアが必要な重症心身障がい

児(者)の地域における在宅サービスの受入体制が構築され、総

合周産期母子医療センターなどの高次の医療機関から身近な

地域の医療機関や事業所へ、重症心身障がい児(者)のスムーズ

な移行が図られる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

68,550 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

44,433 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

22,217 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



 
 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

66,650 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

1,900 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

34,512 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

9,921 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

3,255 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

  



 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 
アドバンス・ケア・プランニング普及啓発

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,400 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

・現在は、約７割の人が医療機関で、約１割の人が自宅で亡く

なっているが、「高齢者の健康に関する意識調査（内閣府）」に

よると国民の約６割が「最期を迎えたい場所」について、「自

宅」を希望しており、今後、看取りの場所として「在宅」も可

能とする体制を確保することが求められている。 

・本人は自宅で最期を迎えたいと考えていても、いざ、急変と

なると本人が意思表示できないことが多く、家族が救急車を呼

び、最期を病院で看取るケースがあるが、自らが望む医療やケ

アについて前もって考え、家族等の信頼できる人や医療・ケア

チームと繰り返し話し合い、共有していれば、本人が意思表示

できなくても、本人が望む対応が可能となる。 

・最期まで自分らしい生活を送るためには、在宅で医療の提

供を受けながら最期を在宅で迎える選択肢もあることから、県

民が看取りの段階まで含めた在宅医療について理解を深める

必要がある。 

 アウトカム指

標 

看取りに関する取組を実施する市町村数 

 R2 ５市町（19％）⇒ R6 １３市町村（50％） 

事業の内容 人生の最終段階を本人の希望どおりに過ごすためには医療・

ケアに関して本人の意思が尊重されることが重要であること

から、アドバンス･ケア･プランニングに関する人材の育成及び

普及媒体の作成等を行い、普及啓発を図る。 

アウトプット指標 推進委員会の開催   ５回 
実践報告会の開催   ２回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

当該事業の実施により、アドバンス・ケア・プランニング推

進委員会を設置し、人材育成や普及啓発に係る方策を検討し、

医療や介護の専門職等を対象とした実践報告会の開催、普及啓

発媒体を作成することにより、専門職等や媒体を活用し看取り

に関する取組を行う市町村の増加につながる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,400 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

4,933 4,150 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,467 

うち過年度残額 

(千円) 

2,075 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

7,400 

うち過年度残額 

(千円) 

6,225 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

1,120 

うち過年度残額 

(千円) 

938 

民  

(千円) 

3,813 

うち過年度残額 

(千円) 

3,212 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

3,813 

うち過年度残額 

(千円) 

3,212 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 

  



 
 

事業区分Ⅲ：介護施設等の整備に関する事業 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
宮崎県介護施設等整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

1,048,906 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和８年３月３１日 
背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

 アウトカム指標 地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増により、介護サービ

ス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容  
 

① 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

・ 認知症高齢者グループホーム １カ所 

 

② 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

・ 特別養護老人ホーム  １カ所 

・ 軽費老人ホーム    １カ所 

・ 介護付きホーム    １カ所 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １カ所 

 

③ 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を

行う。 

・ 看取り環境の整備            ２カ所 

 

④ 介護職員の宿舎施設整備に対して支援を行う。 

・ ３カ所 

 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第９期介護保険事業支援計画等

において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

〇計画策定時→６年度末（予定） 

・認知症高齢者グループホーム 2,563 床→2,581 床 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、地域密着型サービ

ス施設等の定員総数を増とする。 

 

 



 
 

事 業 に

要 す る

費 用 の

額 

事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県
（Ｂ） 

①地域密着型サービス施設

等の整備 

(千円) 

70,247 

(千円) 

50,970 

(千円) 

19,277 

(千円) 

0 

②施設等の開設・設置に必

要な準備経費 

(千円) 

459,038 

(千円) 

289,443 

(千円) 

169,595 

(千円) 

0 

③介護保険施設等の整備に

必要な定期借地権設定のた

めの一時金 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

④介護サービスの改善を図

るための既存施設等の改修 

(千円) 

 

389,189 

(千円) 

 

271,902 

(千円) 

 

117,287 

(千円) 

 

0 

⑤民有地マッチング事業 (千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

⑥介護施設等における新

型コロナウイルス感染拡

大防止対策支援事業 

(千円) 

 

93,275 

(千円) 

 

62,182 

(千円) 

 

31,093 

(千円) 

 

0 

⑦介護職員の宿舎施設整備 (千円) 

37,157 

(千円) 

24,771 

(千円) 

12,386 

 

(千円) 

0 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,048,906 

 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

699,268   

うち過年度残額 

(千円) 

674,558 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

349,638 

うち過年度残額 

(千円) 

 337,282 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

1,048,906 

うち過年度残額 

(千円) 

1,011,840 

その他（Ｃ） 
(千円) 

0 
 

金充当額（国

費）における

公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

民 

うち受託事業等 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

備考  

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 



 
 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。 
 

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

事業区分４  ：医療従事者の確保に関する事業 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.9（医療分）】 
小児救急医療電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,852 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県（民間事業者（コールセンター）） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

不要不急の時間外受診を減らし、小児科医の負担を軽減する

ため、かかりつけ医が診療を行っていない時間帯（夜間）にお

ける小児の急な病気や怪我に対し、保護者が相談できる体制づ

くりが必要。 

 アウトカム指標 小児救急医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科医の負

担軽減を図る。 

 休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 

 現況値(H30)：22,501人 → 目標値（R6）：16,000人以下 

※現況値について、R 元～４の値が新型コロナ感染拡大の影響

を受けていることから、その影響が加わる前の値を採用してい

る。 

事業の内容 小児救急患者の保護者等からの電話相談に対応し、事前に医

療機関受診の有無を判断・伝達することにより、保護者の不安

軽減と、小児救急医療機関への不要不急の受診の抑制による小

児科救急医の負担軽減を図る。 

アウトプット指標 相談受付日数 365 日、相談件数約 9,000 件 
アウトカムとアウトプット

の関連 

年間を通して夜間の電話相談を受け付けることにより、不用

不急の受診を抑制し、小児科医の負担軽減を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,852 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

7,901 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

3,951 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

11,852 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

7,901 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

7,901 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  
 

  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.10（医療分）】 
｢地域医療･総合診療医学講座｣運営支援事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

35,512 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全体  

事業の実施主体 宮崎大学 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 本県における医師の地域間偏在を解消するためには本県の地

域医療を担う医師の育成・確保が急務であり、そのためには医学

生に対し恒常的に地域医療マインドの醸成を促す環境整備が必

要。また、医師不足地域での地域医療を守る体制を構築する必要

がある。 

 アウトカム指標 ｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成され

た総合診療医 ３人(2023 年)→５人(2024 年)  

事業の内容  宮崎大学医学部「地域医療・総合診療医学講座」の運営を支援

する。 

（講座の具体的内容） 

・地域医療マインドの醸成 

大学でのカリキュラムに加え、様々な機会で医学生に対する地

域医療教育の充実を図る。 

・地域医療の教育拠点である地域総合医育成サテライトセンター

の運営を通して、総合的な診療能力を有する専門医の育成を図

る。 

・多職種連携を円滑に進めるため、コーディネーターを養成する。 

アウトプット指標 ・「地域医療・総合診療医学講座」の支援 １か所 

・地域医療実習を行う学生数 101人 

・コーディネーターの養成数 養成目標数 30 人  
アウトカムとアウトプット

の関連 

医学生の段階から地域医療に係る実習機会を多く設け、地域医

療を支える総合診療医の意義や重要性に対する認識を深めると

ともに、総合診療医を核とした、医療・介護、福祉等の多職種連

携の強化に取り組み、本県の地域医療を担う高度な人材の育成、

確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

35,512 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

23,675 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県  うち過年度残額 



 
 

（Ｂ） (千円) 

11,837 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

35,512 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

23,675 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  
  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.11（医療分）】 
女性医師等就労支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,157 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全体  

事業の実施主体 宮崎県医師会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の女性医師の実数及び構成比が年々増加してきていること

から、女性医師が安心して働き続けることができるよう、出産・

育児・介護といったライフステージに応じた支援体制の充実を

図る必要がある。 

 アウトカム指標 ・県内医師数に占める女性医師の割合 

19.5％(2020年)→21.3％(2024年) 

・雇用継続や復職につながった女性医師数 

 ８人（2024 年） 

事業の内容 ワークライフ・バランスに対する意識の啓発から、情報提供・相

談、就労継続支援、復職・キャリアアップ支援をワンストップで

対応できる体制を構築し、女性医師等が働き続けられる環境を整

備する。 

アウトプット指標 ・日当直や時間外勤務免除等の支援数 10人 

・子どもの一時預かりや送迎等の支援数 40 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

当該事業の実施により、県内の医療機関に勤務する女性医師等

の勤務環境改善、仕事と家庭の両立が図られ、勤務継続や復職す

る女性医師等の増加につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,157 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

10,846 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,423 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

16,269 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

12,888 

 



 
 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

10,846 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

2,254 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  

  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.12（医療分）】 
産科医等確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,966 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 産科医療機関、宮崎大学 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産科をはじめとした特定診療科では医師不足が深刻な状況

にあるため、医師不足が深刻な特定診療科に勤務する医師の

育成・確保を図る必要がある。 

 アウトカム指標 ・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

 現状値：77人(2022年)→目標値： 85人以上(2024年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

 現状値：16人(2022年)→目標値：16人以上(2024年) 

・産科・産婦人科医師数 

 現状値：106 人(2020 年)→目標値：106 人以上(2024 年) 

事業の内容 ・医師及び助産師に対し分娩手当を支給している分娩施設に

対し、手当支給額の一部を補助する。 

・中高生や医学生等を対象に産科医の魅力を発信する取組を支

援する。 

アウトプット指標 ・手当支給者数  142人 

・手当支給施設数 19施設 

・産科医の魅力を発信する取組の支援 １ 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

当該事業の支援により、産科医等の処遇改善や産科医選択の

意欲醸成が図られ、全国的に減少傾向にある産科医等の確保に

つながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,966 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,311 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,655 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

16,966 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

    



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.13（医療分）】 
地域医療支援機構運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

107,688 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県、宮崎県医師会、宮崎大学等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県は、医師少数県であり、７つの２次医療圏のうち５医療

圏が医師少数区域となるなど、医師不足及び医師の地域偏在が

顕著であるため、医師の安定的な確保・育成が急務。 

 アウトカム指標 ・県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2024年) 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア

形成プログラム参加率→ 100％（2024年） 

・就業医師数（標準化医師数）2,727人(2023年)→2,744人(2026

年) 

事業の内容 宮崎県と宮崎大学、宮崎県医師会、市町村等が密接に連携し、

医師の育成・確保対策のために以下の事業を実施する。 

・機構医師等配置事業（機構医師等による医学生向けキャリア

支援、地域枠等情報管理システムの保守･管理 等） 

・医師養成・確保支援事業（研修会、説明会開催等） 
・地域医療情報発信事業（ウェブサイト運営、広報誌作成、新

聞広告） 
・医師スキルアップ支援事業（専門医等の資格取得、更新への

支援等） 

アウトプット指標 ・キャリア形成プログラムにかかるセミナー等の開催 年２回 

・臨床研修病院説明会出展回数 ５回 

・医師あっせん数 ５名 

・専門医等の資格取得等に対する支援数 130 人 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

キャリア形成プログラムの充実と適用者の確保、臨床研修医

確保のための病院説明会及び専門医等に対する資格取得等の

スキルアップ支援などを通じて、医師不足及び地域偏在等の重

要課題解消を目指す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

107,688 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

71,792 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

35,896 0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

107,688 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

44,981 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

26,811 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

21,550 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  

  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.14（医療分）】 
医師修学資金貸与事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

236,332 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師の地域的偏在や小児科等特定診療科の医師不足等から、

地域医療の現場を支える医師の安定的な確保が必要。 

 アウトカム指標 県内での臨床研修開始者数 64 人(2021 年)→80 人(2024 年) 

事業の内容 将来、地域医療の現場を支える医師として県内への定着が期待

できる医学生に対し、修学資金を貸与する。 

アウトプット指標 医師修学資金新規貸与者数 46 人 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

当該事業の実施により、貸与者へのキャリア形成プログラム

の適用、医師少数区域等での従事義務の履行を通じ、地域医療

を支える医師の確保につなげる 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

236,332 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

157,363 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

78,681 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

236,044 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

288 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

157,363 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

0 0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

 
 
  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.15（医療分）】 
看護師等養成所運営支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,444,751 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 各法人及び各郡市医師会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等

により看護職者の需要は今後増大する見込みであり、看護職者

の安定的な養成・確保を図っていくことが求められている。 

 アウトカム指標 ・対象養成所の国家試験合格率 

97.6%（2023年3月卒）→100%（2025年3月卒） 

・対象養成所卒業生の県内就職率 

 71.8%（2023 年 3 月卒）→74%（2025 年 3 月卒） 

事業の内容 看護師等養成所の運営に必要な経費についての補助を行い、看

護師等養成所の強化及び看護師等教育の充実を図る。 

アウトプット指標 対象施設数 14 校  
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

看護師等養成所の運営に必要な経費を補助し、看護師等教育

を充実させることで、看護職員の安定的な養成と確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,444,751 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

163,167 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

81,584 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

244,751 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

1,200,000 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

13,628 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

149,539 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  

  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.16（医療分）】 
特定行為に係る看護師の研修制度推進事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

34,952 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県、各医療機関等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化や人口減少が進む中、医療の質や安全の確保のため

に、急性期から在宅医療等まで幅広く支える高度な専門知識と

技術も持った特定行為研修修了者の養成が必要である。このた

め、県内での研修受講環境を確保するために特定行為研修指定

研修機関等の整備を促進する必要がある。 

 アウトカム指標 特定行為研修修了者人数  

23 名（2022 年）→46 名（2024 年） 

事業の内容 特定行為研修制度への理解を深めるための研修会や推進に

関する検討会を開催する。また、特定行為研修に派遣する医

療機関等に対して経費の一部を補助すると共に、特定行為研

修指定研修機関や協力機関としての準備および運営を行う医

療機関等に対して経費の一部を補助する。 
〔補助対象経費〕 
・研修派遣にかかる費用（入学料、授業料、旅費、住居費、

需要費など） 
・初度整備にかかる費用や運営にかかる費用（賃金、旅費、需

用費、役務費、備品購入費など） 

アウトプット指標 ・研修会開催回数 １回 
・検討会開催回数 １回 
・特定行為研修に派遣する医療機関等への支援：１０施設 
・特定行為研修指定研修機関への支援 準備：２施設、運営：

２施設 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

特定行為研修制度の周知を行うことによる、特定行為の必要

性の理解が進み、修了者の活躍につながる。また、県内におけ

る研修受講環境が整うことにより、特定行為研修修了者の増加

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

34,952 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

18,795 0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

9,397 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

28,192 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

6,760 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

18,795 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

    



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.17（医療分）】 
医師不足地域支援事業 

（中山間地域の持続可能な医療体制構築

支援事業(医療人材確保)） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

45,006 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体（中山間地域） 

事業の実施主体 県、市町村、宮崎大学等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

｢本県の医療体制に対する満足度｣について、中山間地域は都

市部と比較して低い。また、自治医科大学医師等が中山間地域

で勤務する場合も、人的物的医療資源が乏しいことから、様々

な面での支援が必要。 

 アウトカム指標 ・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

44.2%(2022年)→54.0%(2024年)  

・救急科専門医 42 人(2023 年)→44 人(2024 年)  

事業の内容 中山間地域で県民が安心して生活するには、限られた医療資

源を活用し、効率的・効果的な医療体制を構築することが必要

であり、そのために必要な支援を行う。 

アウトプット指標 ・効率的な医療提供方法の検討及び計画の作成支援 ２ 

・ＩＣＴ等を活用した勤務環境改善・診療支援 ３ 

・救急医養成講座の支援 １ 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

様々な支援を実施することにより、効率的・効果的な医療体

制の構築や中山間地域勤務医の支援体制が充実し、中山間地域

で生活する県民の安心が確保され、満足度も高くなる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

45,006 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

22,466 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

11,234 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

33,700 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

11,306 

 



 
 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

22,466 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  
 
  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.18（医療分）】 
病院薬剤師確保対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,800 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和８年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

薬剤師の従事先には地域偏在や業態偏在があり、特に病院薬

剤師の確保が喫緊の課題となっている。地域の実情に応じた実

効的な薬剤師確保対策を講じることが必要。 

 アウトカム指標 （Ｒ６）薬剤師奨学金返済支援制度の利用希望者数 10 名 

（Ｒ７）県内の医療機関に従事する薬剤師数 

519 名（令和２年度）→ 529 名（令和７年度） 

事業の内容 県内の病院薬剤師が不足しているため、県内の病院に新たに勤

務する薬剤師に対し、プログラムの受講及び一定期間（支援を

受けた期間の 1.5 倍の期間）勤務することを条件として奨学金

返済を支援する。 

アウトプット指標 （Ｒ６）・薬系大学訪問・周知件数  ９件 

    ・病院等訪問・周知件数   15 件 

（Ｒ７）薬剤師奨学金返済支援制度利用者数 10 名 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

令和６年度は事業の周知と利用希望者の募集を行うことと

しており、薬学生と就職先の両方にアプローチすることで目標

数の確保を図る。令和７年度は実際に奨学金の返済を支援する

ことにより、県内の病院に勤務する薬剤師の数を増やし、薬剤

師偏在解消につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,800 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

5,200 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,600 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

7,800 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 
 



 
 

0 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

民  

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

備考 R6：900 千円 R7：6,900 千円 

※初年度に事業広報、希望者募集を行った上で翌年度から支援を実施しな

ければ事業が実施できないため複数年度で設定（R6 は支援実施のための広

報・募集費用）。 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  
  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.19（医療分）】 
心不全ケア人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の増加に伴い、心不全患者が急増している状況を踏ま

え、急性期から回復期、維持期において再発・再入院・重症化

防止のため、多職種のチーム医療による心不全ケアに関する支

援体制の構築が必要である。 

 アウトカム指標 心不全療養指導士・心臓リハビリテーション指導士が勤務する

医療機関・事業所数 27 ヶ所(R5)→31 ヶ所以上(R6) 

事業の内容 本県に不足している心不全療養指導士・心臓リハビリテーショ

ン指導士の資格取得を支援する。受験の際には、講習受講や症

例報告書提出等が必要になるため、心不全の発症・重症化予防

のための療養指導等に従事する医療専門職に必要な基本的知

識および技能を身につけた者を支援対象とする。 

アウトプット指標 心不全療養指導士受験支援者数 20 人／年 

心臓リハビリテーション指導士受験支援者数 ５人／年 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

資格取得を支援することにより、心不全療養指導士・心臓リ

ハビリテーション指導士の養成につなげる。心不全療養指導

士・心臓リハビリテーション指導士が増えることで、心不全ケ

アに関する支援体制が強化され、県民の心不全による再発・再

入院・重症化予防、生活の質（QOL）の改善を図ることができ

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,000 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

167 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 

500 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

備考  

 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などに

より実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」

に再掲すること。 
  



 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.20（医療分）】 
食事療養提供体制確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

65,578 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和６年５月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

食材料費の高騰に伴い、食事療養を提供する人員体制を圧迫

していることを鑑み、食材料費の高騰による負担を軽減し、管

理栄養士等の専門人材とのチーム医療により、適切な助言・管

理の下での食事療養の提供が必要。 

 アウトカム指標 支援対象病院・有床診療所に勤務（※）する栄養士・管理栄 

養士の数の維持 ※派遣職員、委託人数含む。 

559 人（令和５年度）→維持（令和６年度） 

事業の内容 食材料費の高騰による負担を軽減し、チーム医療を推進する

病院及び有床診療所を支援する。 

※病院及び有床診療所の許可病床数 19,975 床×1,600 円×２

ヶ月＝63,920 千円 

アウトプット指標 食事療養提供体制の確保を行う病院・有床診療所への支援数 

150 件 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

食事療養提供体制の確保を行う病院及び有床診療所を支援

することにより、県内（病院及び有床診療所勤務）の栄養士数

の低下を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

65,578 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

43,718 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

21,860 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

65,578 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額 公  うち過年度残額 



 
 

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

(千円) (千円) 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）におけ

る公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実

質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲

すること。 
 

  
 

  

  



 
 

事業区分５  ：介護従事者の確保に関する事業 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.1】 

介護人材確保連携強化事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,188 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため

には、介護施設・事業所の介護従事者を増やす必要があり、そのため

には、関係団体や行政の連携の場を構築することにより、課題を共通

して認識し、取組の促進を行う必要がある。 

 アウトカム指標 介護職員数の増加 

事業の内容 行政や職能団体、事業者団体などで構成する「介護人材確保推進協

議会」の開催と、各種施策、事業等の情報発信や普及啓発を行うポー

タルサイトの運営。 

アウトプット指標 介護人材確保推進協議会の実施回数 

アウトカムとアウト

プットの関連 

協議会において介護人材確保の現状や実態を把握し、具体的施策を

検討するとともに、その内容を効果的に発信することで、介護人材の

確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,188 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

792 

うち過年度残額 

(千円) 

 

県（Ｂ）  

(千円) 

396 

うち過年度残額 

(千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

1,188 

うち過年度残額 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額

（国費）にお

ける公民の別 

公  

(千円) 

290 

うち過年度残額 

(千円) 

 



 
 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合

は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。   

（注１） 民  

(千円) 

502 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 

502 

 

うち過年度残額 

(千円) 

 

備考  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.2】 

「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

23,662 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

全国的に高齢者人口がピークを迎える 2040 年を見通すと、後期高齢 

者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれており、

今後増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確

保が重要課題の一つとなっている。 

本業務は、将来の担い手となる若者（小中学生・高校生・大学生・ 

就活中の者等）をはじめ、県民に幅広く介護の魅力を発信することに

より、介護に対するイメージアップを図り、介護従事者の確保・定着

につなげることを目的としている。 

 アウトカム指標 介護職員数の増加 

事業の内容 ①テレビやＳＮＳ等を活用した介護の魅力発信 

各種メディアを活用して介護の魅力を発信する。 

②普及啓発資料（パンフレット・動画等）の制作・周知 

介護の魅力、介護の仕事等を紹介する資料を作成し、中学校、介護

事業所等に周知する。 

③普及啓発イベントの開催 

介護への興味・関心を高め、介護をより身近に感じてもらうイベン

トを開催する。 

④職場体験会の開催支援 

山間へき地等の小中学生が介護施設等を訪問して行う体験学習の取

組を支援する。 

⑤福祉系高校と連携した小中学校への介護の魅力発信 

 福祉系高校生が小中学生に対し、高校生による介護の魅力発信と、

介護の魅力体験活動（介護ロボット体験、高校生による介護技術レク

チャーなど）を実施する。 

アウトプット指標 ④参加者１００人 

⑤中学生等へのアンケート結果で「介護に関する興味、関心を持った」



 
 

割合、「介護の仕事をやってみたいと感じた」割合が体験後 20％アッ

プ。 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護の仕事や魅力について広く知ってもらうことで、介護に対する

マイナスイメージの払拭が図られ、介護人材の確保・定着につながる。 

事業に要する費用の
額 

金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
23,662 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
15,775 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
7,887 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
23,662 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

104 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
15,671 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
15,671 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講等支

援事業 イ 

事業名 【No.3】 
介護に関する入門的研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,055 千円 

対象となる医療介護総
合確保区域 

県全域 
 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護
ニーズ 

介護従事者について、稼働年齢層のみだけではなく、就活中の若者、
地域の潜在労働力である主婦層、定年を控えた中高年齢層等など多様
な人材層からも確保し、すそ野の拡大を行う必要がある。 

 アウトカム指標 参加者の福祉人材センターへの登録者数 

事業の内容 介護未経験者に対して、介護に関する基本的な知識や介護の業務に
携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができる「入門的
研修」を実施するとともに、福祉人材センターによる就職ガイダンス
を実施する。 

アウトプット指標 研修参加者数 140 名（20 名×7回） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

多様な人材層に対し、介護に関する講座を開催することで、参加者

の介護職への参入意欲を高め、介護人材の増を図る。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
6,055 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
4,037 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
2,018 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
6,055 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
民  

(千円) 
4,037 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
4,037 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者･女性･高齢者）の参入促進事業 イ 

事業名 【No.4】 

福祉人材センター運営事業（福祉人材確保重点事

業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,770 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉ニーズの増大・多様化に伴い、質の高い福祉従事者を安定的に

確保する必要があるため、求職者と求人事業者のマッチング支援を

行い、福祉・介護職場への就業促進を図る。 

 アウトカム指標 福祉人材センターにおける就職率：33．3％、介護サービス従事者数

の増加 

事業の内容 ① 福祉の仕事就職促進イベント 

新規学校卒業予定者、一般求職者に対し、県内の求人事業所（社

会福祉施設、介護保険施設等）が仕事内容や待遇、採用選考情報

を直接説明し、質問を受ける就職促進イベントについて、年１回

の大規模なイベントのほか、地区別・分野別のイベントを開催す

る。宮崎労働局、宮崎公共職業安定所との共催。 

② 無料職業紹介事業開設日拡充 

仕事などの都合により平日に来所することができない方を対象

に、福祉人材センター無料職業紹介窓口を土曜日も開所する。 

・主たる対象：求職者、求人事業所 

・実施体制：非常勤職員 ２名 

・実施期間：毎週土曜日（祝日、年末年始除く）の午前９時から

午後４時 

アウトプット指標 ① 福祉の仕事就職促進イベント 

大規模なイベント（年１回）：参加者 100 名、参加法人：60 法人 

地区別・分野別イベント：参加者 100 名、参加法人：60 法人 

② 無料職業紹介事業開設日拡充 

土曜来所者数：20 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

福祉の仕事就職面接・相談会等への参加者のうち、継続的に就労支

援を希望する求職者に対して、福祉人材センターが相談支援等を実

施し、就業促進を図る。 

 



 
 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,770 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
2,513 

うち過年度残額 

(千円)  

県（Ｂ）  
(千円) 
1,257 

うち過年度残額 

(千円)  

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
3,770 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)  
 

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
2,513 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
2,513 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士等の再就業促進事業 

事業名 【No.5】 

福祉人材センター運営事業（離職介護福祉士等届

出事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

   1,999 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

平成29年４月からスタートした離職した介護福祉士等の届出制度

の更なる周知を図り、円滑な届出の実施と届出登録者の再就業を促

進する必要がある。 

 アウトカム指標 届出登録者のうち、再就業に至った方の人数 50 名、介護サービス

従事者数の増加 

事業の内容 ① 届出システムの円滑な運用 

② 普及啓発活動 

有資格者（離職者、就業者）をはじめ、広く県民に対し届出制度

の周知を図る。 

③ 登録相談 

届出制度に関する相談の受付、インターネットによる届出が困難

な方のための代行入力、登録者への相談対応等を行う。 

④ 研修情報等の収集・作成・提供 

復職に向けた研修や求人に関する情報を収集し、登録者へ情報提

供を行う。 

⑤ 関係団体（ハローワーク、介護福祉士会等）との連携 

アウトプット指標 届出登録者数：130 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

離職した介護福祉士等の情報を把握し、求人や研修の情報提供な

ど効果的な復職支援を行い、介護福祉士等の再就業を促進する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,999 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,333 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

666 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
1,999 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,333 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,333 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 イ 

事業名 【No.6】 

社会福祉研修センター運営事業（キャリアパス支

援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,434 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が

将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・

資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であり、こう

したキャリアパスに関する仕組みを、介護の職場に導入・普及してい

く必要がある。 

 アウトカム指標 介護サービス従事者の離職率の低下 

事業の内容 介護職員等を対象に、自らのキャリアパスを描き、それぞれのキ

ャリアパスの段階に応じた共通に求められる能力を段階的・体系的

に習得させるために、以下の研修を行う。 

・キャリアデザインとセルフマネジメント 

・福祉サービスの基本理念と倫理 

・メンバーシップ・リーダーシップ 

・能力開発 

・行動指針の作成 

・キャリアデザインとアクションプランの策定 他 

アウトプット指標 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 

①初任者コース：240 人 

②中堅職員コース：240 人 

③チームリーダーコース：200 人 

④管理職員コース：40 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

受講者が研修修了後にキャリアデザインを作成することで、将来

の展望を持って働くことができるため、福祉介護職への定着につな

がる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
4,434 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

2,956  

県（Ｂ）  
(千円) 
1,478 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
4,434 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
2,956 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
2,956 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人介護職員に対するｴﾙﾀﾞｰ､ﾒﾝﾀｰ制度等導入支援事業 

事業名 【No.7】 

社会福祉研修センター運営事業（OJT スキル研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

834 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護人材の離職防止・定着促進の観点から、職場内での研修の充実

が求められている。OJT は業務スキルの習得を現場でより実践的に行

うとともに、身近な先輩職員による職場生活上の不安や悩み等のメ

ンタルケアも期待されるため、介護の職場に導入・普及していく必要

がある。 

 アウトカム指標 介護サービス従事者の離職率の低下 

事業の内容 介護事業所等の中堅職員やチームリーダーに対し、OJT スキルを学

びマネジメント能力やコーチングスキルを身につけるための研修を

行い、新人職員の指導体制を整え、早期離職防止と定着促進を図る。 

① OJT スキルの基礎研修 

・OJT の目的と役割 

・OJT を効果的に行うためのポイント 

・具体的な指示の仕方、ほめ方、指摘の仕方 他 

② OJT スキル実践研修 

・OJT の目的と役割 

・OJT を効果的に行うための体制づくり 

・OJT 担当職員の指導方法 

アウトプット指標 ① OJT スキル基礎研修：50 名 

② OJT スキル実践研修：30 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

受講者が研修修了後にキャリアデザインを作成することで、将来

の展望を持って働くことができるため、新人職員の福祉・介護職への

定着につながる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
834 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

556 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  うち過年度残額 



 
 

(千円) 
278 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

834 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

556 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
556 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 イ 

事業名 【No.8】 

介護職員スキルアップ支援事業 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,722 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展に伴い要介護者が増加する中、介護現場のニーズも

多様化している。介護技術は、介護職員の身体的負担を軽減する方法

等の新たな技術が確立されているものもあるが、これまでのやり方

に固執する事業所もあり、介護職員の意識改革が必要である。 

また、高齢者の個別ニーズに応じた介護サービスが提供されるよ

う、自立支援に資する質の高い介護が求められている。 

 アウトカム指標 ①基礎的技術の向上が図られ、自信を持って業務に取り組むことの

できる介護職員の増加 

②専門性の高い介護技術を習得した介護職員の増加 

事業の内容 ○介護技術基礎研修（出前講座、ブロック別研修） 

○医療的ケア等に関する研修 

○高齢者の自立支援に関する研修 

アウトプット指標 ①出前講座 20 回 

②出前講座以外の各研修の参加率 80％ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

介護職員に対して効果的な研修を実施することにより、基礎技術

の向上及び専門性の高い介護技術の習得が図られ、質の高いケアを

介護現場で提供することができるとともに、現場ニーズに応えられ

る介護職員の増加に繋がることが期待される。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
7,722 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
5,148 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
2,574 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
7,722 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
5,148 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
5,148 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 イ 

事業名 【No.9】 

喀痰吸引等指導者養成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,277 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療的ケアに関する介護需要への適切な対応が求められている。 

 アウトカム指標 喀痰吸引等を実施できる介護職員の増加 

事業の内容 喀痰吸引等に係る実地研修の指導者を養成するための講習を実施

（指導する看護師等の養成） 

アウトプット指標 指導者講習受講者 60 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修を実施することにより、適切に喀痰吸引等を実施することが

できる介護職員数が増加し、喀痰吸引等を必要とする高齢者等の介

護需要に応えることができる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,277 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

678 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

339 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
1,017 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
260 

 

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
民  

(千円) 
678 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
678 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 ハ 

事業名 【No.10】 

要介護者ケアプラン適正化支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,338 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県介護支援専門員協会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後、在宅において医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加

が見込まれる中、自然災害の発災時や新興感染症の蔓延時において

は、高齢者の自立支援・重度化防止に密接に関わる介護支援専門員が

医療と介護のみでなく、多部門多職種との連携協働が必要不可欠で

あることから、疾患や医療サービスの知識・技術の修得に加え、さら

に多職種連携協働の知識技術を習得する機会が必要である。 

 アウトカム指標 研修後の自己評価において、「医療職をはじめとする多職種との連

携方法への応用を実践できる」の項目について、「全くできない」・「ほ

とんどできない」と回答した者の割合の低下（R5:9.6％）、ケアプラ

ンに医療サービスを適切に位置付けられる介護支援専門員の増加、

多職種多職種との連携の必要性を理解し多職種連携ができる介護支

援専門員の増加 

事業の内容 疾患や医療系サービスについての知識を習得する講義及び在宅医

療に関わる多職種との連携協働を深めるための実践的研修・グルー

プワーク（事例検討等）を開催する。 

アウトプット指標 研修受講者数 400 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

介護支援専門員が研修を通して医療知識や多職種連携協働の知

識･技術を身につけ、医療･介護連携のコーディネーターとして自立

支援に資するケアマネジメントを実践することができる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,338 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,495 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

748 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  うち過年度残額 



 
 

(千円) 
2,243 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
1,095 

 

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,495 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,495 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 ハ 

事業名 【No.11】 

介護支援専門員スキルアップ事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,865 千円 

対象となる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県介護支援専門員協会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護支援専門員については資質に差があり、研修水準の平準化が全

国的な課題となっているため、研修向上委員会を設置して研修のあり

方について検討・改善が必要である。また５年に一度の法定研修のみ

で資質向上を図ることは難しく、実践現場での指導の充実が必要であ

る。 

 アウトカム指標 法定研修受講者の研修受講後課目毎の自己評価「できる」「概ねでき

る」の合計 80％以上が全課目の 80％以上。 

事業の内容 介護支援専門員の基礎能力向上を図るために法定研修の評価方法

の検討及び評価を基にした実施方策の検討とともに、新任介護支援

専門員の実践現場における資質向上を推進するための研修等を検討

し実施する。 

アウトプット指標 研修向上委員会開催回数 ２回、作業部会開催回数 ５回 

新人介護支援専門員研修開催回数 ２回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

研修向上委員会の意見を基に、作業部会で研修内容等の見直し・改

善を行うことで受講生の理解度が上がる。 

事業に要する費用の
額 

金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,865 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
2,577 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,288 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
3,865 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に

公  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

おける公民
の別 
（注１） 

  

民  
(千円) 
2,577 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
2,577 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等 イ 

事業名 【No.12】 

認知症介護研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,348 千円 

対象となる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県介護福祉士会等に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るた

め、介護事業者の資質向上のための研修を行う必要がある。 

 アウトカム指標 認知症患者の医療・介護連携ケースの増加 

事業の内容 以下、①から⑤の研修を実施する。 

① 認知症対応型事業開設者研修 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

⑤ 認知症介護基礎研修 

アウトプット指標 ① 認知症対応型事業開設者研修 40 名 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 80 名 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 40 名 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 ３名 

⑤ 認知症介護基礎研修 130 名 

アウトカムとアウト

プットの関連 

研修を通して認知症高齢者に対する介護技術の向上と適切なサー

ビスの充実を図るとともに、医療・介護の連携の重要性を学ぶことに

より、医療・介護連携ケースが増加する。 

事業に要する費用の
額 

金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
13,348 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,535 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

767 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
2,302 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
11,046 

 



 
 

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,535 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,535 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等 イ 

事業名 【No.13】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症支援体制研修事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,785 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県医師会等に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るた

め、医療従事者向けの認知症の対応力向上研修や市町村において認

知症施策担う認知症地域支援推進員等に対する資質向上のための研

修を行う必要がある。 

 アウトカム指標 認知症患者の医療・介護連携ケースの増加、チームオレンジ整備市町

村数の増加 

事業の内容 以下、①から⑧の研修、事業を実施する。 

① かかりつけ医認知症対応力向上研修 

② 医療従事者向け認知症対応力向上研修 

③ 認知症サポート医フォローアップ研修 

④ 歯科医師認知症対応力向上研修 

⑤ 薬剤師認知症対応力向上研修 

⑥ 看護師認知症対応力向上研修 

⑦ みやざきオレンジドクター普及啓発事業（認知症サポート医、か

かりつけ医を登録し、受診者向けに認知症の早期発見・早期治療

の重要性や正しい知識等の普及・啓発を行う） 

⑧ 認知症支援体制整備事業（認知症地域支援推進員、認知症初期集

中チーム等のネットワーク強化や活動の推進を目的とした研修） 

アウトプット指標 ①かかりつけ医認知症対応力向上研修 200 名 

②医療従事者向け認知症対応力向上研修 200 名 

③認知症サポート医フォローアップ研修 400 名 

④歯科医師認知症対応力向上研修 80 名 

⑤薬剤師認知症対応力向上研修 100 名 

⑥看護師認知症対応力向上研修 40 名 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業 50 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修を通して認知症高齢者に対する技術・知識の向上と適切なサ

ービスの充実を図るとともに、医療・介護連携が強化され、医療・介



 
 

護の連携ケースが増加する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
6,785 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
4,523 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
2,262 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
6,785 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

139 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
4,384 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
4,384 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支

援事業 

事業名 【No.14】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症施策推進支援アドバイザー派遣事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,658 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るた

め、認知症施策推進大綱に関連する施策を推進する必要がある。 

 アウトカム指標 全市町村において認知症ケアパスの作成及び認知症カフェ等を設置 

14 市町村においてチームオレンジを整備 

事業の内容 認知症ケアパスの作成・見直しや、認知症カフェ等の新規設置、チ

ームオレンジの整備等を検討している市町村に対し、認知症の医療・

介護等に関する専門職を派遣して課題を解決し、施策推進を支援す

る。 

アウトプット指標 市町村への派遣回数延べ３０回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

認知症医療・介護の専門職を市町村に派遣することで、市町村が認

知症施策を実施する上での課題を解消し、施策を推進する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,658 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,105 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

553 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
1,658 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 
1,105 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 イ 

事業名 【No.15】 

成年後見制度利用促進事業 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,644 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県（一部県社協に委託）、市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症高齢者等の増加に伴い、成年後見の需要が高まっている。 

 アウトカム指標 市町村社会福祉協議会等による法人後見実施市町村数、法人後見受

任件数の増加  

事業の内容 ① 市町村社会福祉協議会等による法人後見受任体制整備 

市民後見人養成研修を実施し、法人後見支援員の育成を図るとと

もに、市町村社会福祉協議会における法人後見専門員の育成のた

めの研修会などを実施する。 

② 広域的な法人後見受任体制整備等 

単独市町村での体制整備等が困難な市町村における次の取組に

対して支援 

・権利擁護支援のための広域的な地域連携ネットワークの構築 

・後見人の確保に向けた広域的な法人後見受任体制整備 

・成年後見制度に関心のある地域住民を対象としたセミナー等の

開催 

アウトプット指標 ①法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者数 20 名 

②法人後見支援員（市民後見人）フォローアップ研修受講者数 80 名 

③法人後見専門員育成研修受講者数 80 名 

④意思決定支援研修受講者数 50 名 

⑤広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、普及啓発等の実施

地区 ５地区 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

市民後見人養成研修修了者を法人後見支援員として育成するとと

もに、実務を行う法人後見専門員の育成、資質向上を図り、市町村社

会福祉協議会等による法人後見受任の体制を整備し、法人後見を実

施する市町村数が増加する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
9,644 

 



 
 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
6,429 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
3,215 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
9,644 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 
1,693 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
4,736 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
4,736 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.16】 

みやざきの福祉を支える、ひなたの人材確保推進

事業（福祉の仕事キャリア教育連携事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,200 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展等により、介護需要の増加が見込まれる中で、将来の

福祉分野を担う人材の確保が大変重要であり、若年層等に対して、福

祉の仕事の理解を深め、福祉分野への進路選択や就業を促進する必

要がある。 

 アウトカム指標 「福祉の仕事」出前講座のアンケート調査において、「福祉の仕事に

興味を持った」と回答した学生の割合 80％、介護サービス従事者数

の増加 

事業の内容 「福祉の仕事」出前講座等 

教育関係者や市町村社会福祉協議会、社会福祉施設等の関係機関と

連携し、小学生から高校生まで各世代に応じた出前講座や事業所見学

会等を実施し、福祉の仕事の重要性ややりがい等を伝える。 

アウトプット指標 「福祉の仕事」出前講座等実施回数：30 回、受講生徒数：2,400 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

「福祉の仕事」出前講座等を通じて、多くの児童・生徒に福祉の仕

事に興味を持ってもらい、福祉分野への進学や就職に繋げる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
8,200 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
5,467 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
2,733 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
8,200 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  うち過年度残額 



 
 

（注１） (千円) 
5,467 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
5,467 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）外国人留学生及び１号特定技能外国人の受入環境整備事

業 ロ 

事業名 【No.17】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業

（ＰＲ支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

999 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設運営法人 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に

努めているところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、

外国に人材を求める動きが出ている。 

 アウトカム指標 翌年度の留学生入学者数  

事業の内容 介護福祉士養成施設が外国人留学生を確保するために行うＰＲ活

動に係る費用の一部を助成する。 

アウトプット指標 補助事業者数：３事業者 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

ＰＲ事業や奨学金等の支援を行うことで介護福祉士をめざす外国

人留学生が増え、介護福祉士の資格取得後には本県の介護人材の確

保が図られる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
999 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

666 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

999 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

666 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
うち過年度残額 

(千円) 



 
 

  

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）外国人留学生及び１号特定技能外国人の受入環境整備事

業 イ 

事業名 【No.18】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業

（奨学金等支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

19,160 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 介護サービス事業者 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に

努めているところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、

外国に人材を求める動きが出ている。 

 アウトカム指標 介護福祉士養成施設の外国人留学生数 

事業の内容 介護施設等が外国人留学生に対して支援する奨学金等に係る費用

の一部を助成する。 

アウトプット指標 対象留学生数：50 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

ＰＲ事業や奨学金等の支援を行うことで介護福祉士をめざす外国

人留学生が増え、介護福祉士の資格取得後には本県の介護人材の確

保が図られる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
19,160 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
12,773 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
6,387 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
19,160 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
12,773 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
うち過年度残額 

(千円) 



 
 

  

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護

の職場体験等事業 

事業名 【No.19】 

元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業

（介護の担い手体験事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,419 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県社会福祉協議会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

元気な高齢者の介護分野での就労促進 

 アウトカム指標 就労体験後の高齢者の介護サービス事業所への就職者数 

事業の内容 元気な高齢者に対し、介護の担い手として活躍してもらうため、介

護施設における就労体験を実施し、就労意欲のある高齢者に福祉人

材センター等に登録してもらい、その後の就労の有無を確認する。 

アウトプット指標 就労体験参加者数 50 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

就労体験を通じて、介護の魅力を理解してもらうことにより、高齢

者の就労につながり、介護従事者数の増加が図られる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
2,419 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,612 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県 
（Ｂ） 

 
(千円) 

807 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
2,419 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)  

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 

民  
(千円) 
1,612 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）外国人介護人材受入れ環境整備 

（小項目）外国人介護人材受入施設等環境整備事業 

事業名 【No.20】 

外国人介護人材確保対策事業 

（外国人介護人材受入施設等環境整備事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,600 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 介護サービス事業者 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介

護従事者の確保は喫緊の課題。 

外国人材の円滑な定着のため、外国人材を受け入れる事業所の受

け入れ環境整備（多言語翻訳機の購入や外国人材の学習支援等）の需

要が高まっている。 

 アウトカム指標 県内外国人介護人材数の増 

事業の内容 外国人材を受け入れる介護事業所に必要な機材の購入や研修の実

施に要する経費等への補助を行う。 

アウトプット指標 補助事業者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

外国人材を受け入れる環境整備を実施することで、外国人材や日

本人職員が働きやすい環境を整え、介護人材の定着を図る。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
4,600 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
3,067 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,533 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
4,600 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
3,067 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
うち過年度残額 

(千円) 



 
 

  

備考    



 
 

 
事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修等支援事業 

事業名 【No.21】 

介護福祉士養成施設学生支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,220 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護人材を安定して確保していくために、将来の介護現場を担う

若い介護職員を育成・確保することが必要であるが、介護福祉士養成

施設の入学定員充足率が低い状況となっている。 

 介護福祉士養成施設からは、実習費など学生の負担に対する補助

があれば、高校生への進路説明会やハローワークでの求職者説明会

の際に養成施設への入学をさらに積極的にＰＲすることができ、入

学者増への期待が高いとの声が寄せられている。 

 アウトカム指標 養成施設への入学者の増加 

事業の内容 介護福祉士養成施設学生の実習等に係る経費を助成 

アウトプット指標 補助対象者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

介護福祉士養成施設で介護を学ぶ学生の支援を行うことで県内就

職率が極めて高い養成施設の入学定員充足率を向上させ、県内の介

護人材の確保に繋げる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
14,220 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
9,480 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
4,740 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
14,220 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

（注１） 民  
(千円) 
9,480 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 イ 

事業名 【No.22】介護の職場環境改善促進・職

場リーダー育成事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

4,509 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 本県における介護職員の１年間の離職率は 12.8％と、全国平均の

14.3％より低いものの依然として高い水準にある。また、介護職員の

離職理由に｢人間関係｣や｢法人等の運営等に対する不満｣、｢他に良い

仕事・職場があったため｣が上位を占める一方、事業者が取り組む離

職防止や定着促進の方策については、｢管理者・リーダー層の育成等｣

は２割に満たない状況にある。 

こうした状況から、管理者等に対する雇用管理の理解促進、職場環境

改善を担う人材育成を通して、介護人材確保を図る必要がある。 

 アウトカム指標 本県における１年間の介護職員の離職率低下、同採用率の上昇 

事業の内容 ①経営者・管理者等を対象に、雇用管理の理解を促進するための講 

 演会を開催 

②管理者・リーダー層を対象に、職場環境改善を推進する人材育成 

 を目的とした研修を実施 

アウトプット指標 ①の講演会参加者数、②の人材育成数 540 名(3 年間合計) 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 雇用管理の理解促進、職場環境改善の推進が図られることにより、

県内の介護職員の離職率低下、同採用率の上昇に繋がることが期待

される。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
4,509 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
3,006 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,503 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
4,509 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額 公  うち過年度残額 



 
 

（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

(千円) 
 

(千円) 
 

民  
(千円) 
3,006 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
3,006 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業 

事業名 【No.23】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

462 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 市町村が行う介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を推

進するため、関係機関・団体との連携を図り、施策の検討、推進及

び評価等を行うための協議会の設置等のための経費に対して、その

費用の一部を助成する。 

アウトプット指標 協議会等開催数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 協議会において介護人材確保の現状や実態を把握し、具体的施策

を検討するとともに、その内容を効果的に発信することで、介護人材

の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
462 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

308 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

154 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

462 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

308 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.24】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（地域における介護のしごと魅力発信事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

195 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 「介護の３つの魅力（「楽しさ」、「広さ」、「深さ」）」について、介護業

界や地域住民・地域のコミュニティからの情報を、市町村が支援・コーデ

ィネ－トし、学生の将来の職業選択に大きな影響を及ぼす進路指導担当者

や保護者も含めた、多様な年齢層に向け発信するための図書やパンフレッ

ト等の情報発信ツールの購入・配布等にかかる経費や地域の教育資源等を

活用した地域住民に対する基礎的な介護技術の講習会等の実施のための経

費に対し助成する。 

アウトプット指標 参加者数・啓発対象者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 介護の仕事や魅力について広く知ってもらうことで、介護に対す

るマイナスイメージの払拭を図り、人材の参入促進につなげる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
195 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

130 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

65 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

195 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 

公  
(千円) 

130 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

（注１） 民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業 

ハ 

事業名 【No.25】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護人材確保のためのボランティアポイント活

用推進事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,075 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 若者層、中年齢層、子育てを終えた層、高齢者層など各層の者が、介護

分野への研修参加及び介護の周辺業務等へのボランティア活動を行うこと

に対して、市町村がポイントを付与することにより介護分野での社会参

加・就労的活動を推進するための経費に対して助成する。 

アウトプット指標 ポイント付与対象者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 地域住民が介護に関わるきっかけを作り、人材の参入促進につな

げる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,075 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
2,050 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,025 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
3,075 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 
2,050 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修等支援事業 

事業名 【No.26】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護未経験者に対する研修支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,708 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 介護業界への参入を希望する多様な人材や初任段階における介護職員

が、チームケアの一員として質の高い介護サービス提供の担い手たり得る

よう、介護職員初任者研修等の基本的な知識・技術を習得するための研修

や介護福祉士養成施設における介護福祉士資格取得を目指すための学習、

介護福祉士資格取得に係る実務者研修等に要する経費への助成（他制度に

おいて支援を受けている者は除く。) を実施する市町村への補助を行う。 

アウトプット指標 補助対象者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 介護未経験者が研修等を受講することで介護に携わるにあたって

の不安解消を図ることで、人材の参入促進につなげる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
5,708 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
3,805 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,903 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
5,708 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 
3,805 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



 
 

  

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護

の職場体験等事業 

事業名 【No.27】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護事業所でのインターンシップ・職場体験の

導入促進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

52 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 市町村が行う、高校生や大学生等の介護事業所へのインターンシップの

実施に係る経費や小中学生等の夏休み等を活用した職場体験の実施に係る

経費に対し助成する。 

アウトプット指標 インターンシップ等参加者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 地域住民が介護に関わるきっかけを作り、人材の参入促進につな

げる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
52 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

35 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

17 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

52 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

35 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）離島・中山間地域等支援 

（中項目）離島・中山間地域等介護人材確保 

（小項目）離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業 

事業名 【No.28】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（離島・中山間地域等における介護人材確保支援事

業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

300 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容 市町村が人口減少や高齢化が 急速に進んでいる離島や中山間地域等に

おける介護人材の確保に向けた取組を支援するため、①地域外からの就職

の促進（赴任旅費、引越等に係る費用の助成）、地域外での採用活動の支

援や先進自治体等からのアドバイザーの招へい、②介護従事者の資質向上

の推進、③高齢者の移動を支援する担い手の確保を行うために必要な経費

に対して助成する。 

アウトプット指標 地域外からの就職者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 地域外からの就職者数増加を図り、介護サービス従事者を確保す

る。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
300 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

200 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

100 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

300 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 

公  
(千円) 

200 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

（注１） 民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

 
  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援

事業 

事業名 【No.29】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護支援専門員法定研修支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,468 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確

保・育成を進めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村

が行う介護人材確保・育成に係る取組を支援する。 

 アウトカム指標 介護支援専門員数の増 

事業の内容 自立支援に資するサービス提供を行うためのケアプランを作成業務を担

う介護支援専門員を対象とした法定研修に要する経費に対し市町村が助成

（他制度において支援を受けている者は除く。) することを支援する。 

アウトプット指標 補助対象者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 介護支援専門員等が研修を積極的に受講できるようになること

で、介護支援専門員の質の向上と人材確保につなげる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,468 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
2,312 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,156 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
3,468 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 
2,312 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
うち過年度残額 

(千円) 



 
 

  

備考    



 
 

 
事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士等の再就業促進事業 

事業名 【No. 30】 

離職介護福祉士等再就業促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,208 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

宮崎県福祉人材センターでは、 離職中の介護福祉士等への再就業

支援を行っているが、離職介護福祉士等に対する介護の専門的な知

識や技術を再習得できる研修は実施できていない。そのため、県にお

いて、スムーズな職場復帰に資する研修を実施する必要がある。 

 アウトカム指標 介護職員数の増加 

事業の内容 離職中の介護福祉士等に対し介護に関する知識や技術を再習得で

きる研修を実施することにより、離職中の介護福祉士等の再就業を

促進する。 

アウトプット指標 離職介護福祉士等の再就業者 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

離職介護福祉士等の再就業促進や資質向上が図られ、介護福祉士

等の介護職員の増加につながることが期待される。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
2,208 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,472 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

736 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
2,208 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,472 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,472 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等 イ 

事業名 【No. 31】 

認知症疾患医療センター体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

19,951 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症の早期発見・診断につなげ、容態に応じた適切な医療・介護

サービスの提供を促進するため、地域において認知症医療に関する

知識の普及啓発を行う必要がある。 

 アウトカム指標 認知症専門医療機関への医療相談件数の増加 

事業の内容 認知症疾患医療センター運営事業 

 二次医療圏に対応するセンターを設置し、認知症に関する専門医

療提供や、医療・介護関係者との連携等の取組を実施する。 

②認知症医療に関する研修等の実施 

 認知症の早期発見・診断につなげるため、認知症医療に関する研修

等を実施する。 

③認知症普及啓発事業 

 認知症医療に関する正しい知識の普及啓発を行うため、広報物（パ

ネル、ポスター、リーフレット等）を作成する。 

アウトプット指標 全 26 市町村において、リーフレットの配布及びポスターの掲示 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

啓発資料の作成・配布等により、認知症に関する知識を普及・啓発

し、医療・介護従事者や地域住民の認知症に関する関心を高めること

で、認知症の早期発見・早期対応につなげる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
19,951 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,009 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

505 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
1,514 

うち過年度残額 

(千円) 
 

基金を活用する事業

は②・③のみ 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 
18,437  

 

基金充当額
（国費）に
おける公民
の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,009 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,009 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資

質向上事業 

事業名 【No. 32】 

介護予防・生活支援体制整備市町村支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,544 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（その他分は委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

市町村が行う介護予防、生活支援、相談対応等の取組を広域的に支

援することで、地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材の育成

を図る。 

 アウトカム指標 要介護認定率（年齢調整済み）の低減 

事業の内容 ① 地域包括支援センターの機能強化支援 

② 介護予防に関するデータ分析支援：市町村の介護予防や生活支援 

の取組を支援するため、自立支援型ケアマネジメント及び介護予

防の取組に係る効果や介護事業所利用者の心身の状況等を分析

し、その特徴や課題を明らかにするとともに、分析結果を基に市

町村の取組に対する助言・指導を行う。 

③ 介護予防・生活支援の取組強化支援 

④ 介護事業所等への専門職の派遣 

⑤ 地域ケア会議等への専門職の派遣調整 

アウトプット指標 ① 管内の通所型サービスＣ事業所利用者の心身の状況等のデータ

収集・分析支援を受ける市町村数 １市町村 

② 分析結果に基づいた介護予防の取組に係る研修会回数・参加市町

村数 １回・10 市町村 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

① 取組の評価実績に乏しい通所型サービスＣ事業所利用者の心身

の状況等のデータ収集・分析を行うことで、市町村が地域支援事

業の一環として実施する介護予防や生活支援に係る施策の検討

を支援する。また、地域包括支援センター職員等が予防ケアプラ

ンを作成する際のサービス検討に寄与し、職員の資質向上を図

る。 

② 通所型サービスＣ事業所利用者の心身の状況等のデータ収集・分

析結果を共有する研修会を実施することで、介護予防の取組に係

るノウハウが人事異動等により十分に蓄積されていない市町村

基金使用は 
②のみ 



 
 

職員の資質向上及びノウハウの蓄積を図る。 

これらの取組により、地域包括ケアシステムの推進を図り、要介護

認定率の低減に寄与する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
29,544 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
3,167 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県 
（Ｂ） 

 
(千円) 
1,583 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
 4,750 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
24,794 

 

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 
3,167 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
0 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護人材研修支援事業 

事業名 【No. 33】 

外国人介護人材受入支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,541 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護という仕事は一般に高齢者や職員同士のコミュニケーション

が重要であり、外国人材にも高い語学力が求められる。 

 このため、介護に関連する日本語等に関する研修を実施すること

により、近年増加する外国人材の語学力向上を支援し、円滑な就労及

び職場定着を促進する。 

 アウトカム指標 県内外国人介護人材数の増 

事業の内容 外国人介護人材の就労・定着促進を図るため、介護技能向上及び

日常生活で必要となる日本語等に関する研修を行う。 

アウトプット指標 研修参加者数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 より多くの人材が研修に参加し語学力が向上することで職場に定

着しやすくなり、県内外国人介護人材の増加に繋がる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
2,541 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,694 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

847 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
2,541 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)  
基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
民  

(千円) 
1,694 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
1,694 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等 ロ 

事業名 【No. 34】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症支援体制研修事業のうちチームオレンジ

に関すること） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

736 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るた

め、医療従事者向けの認知症の対応力向上研修や市町村において認

知症施策担う認知症地域支援推進員等に対する資質向上のための研

修を行う必要がある。 

 アウトカム指標 チームオレンジ整備市町村数の増加 

事業の内容 ①オレンジチューターの養成 

②チームオレンジコーディネーター研修の実施 

アウトプット指標 ①オレンジチューター研修への派遣 ３名 

②チームオレンジコーディネーター研修 50 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

市町村が配置するコーディネーター等に対する研修を通じて、チ

ームオレンジの整備を支援する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
736 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 

491 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

245 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 

736 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

149 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 

342 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
342 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

   



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援 

事業 ハ 

事業名 【No. 35】 

介護支援専門員法定研修 e-ラーニング支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,536 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県介護支援専門員協会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護保険制度の要である介護支援専門員は、高齢化や介護支援専

門員証の有効期間内にある者（就労できる介護支援専門員）の減少等

により人材確保が課題となっている。 

そのうち、証の有効期間内にある者の減少の原因として、有効期間更

新のために受講する必要がある介護支援専門員法定研修への負担感

が考えられる。「研修時間の確保が難しい」等の理由で、研修を受講

せず証を失効させてしまう者もいるため、研修の受講環境整備を行

い、就労できる介護支援専門員を確保する必要がある。 

 アウトカム指標 介護支援専門員証の有効期間内にある者の増加 

事業の内容 研修実施機関である介護支援専門員協会に対し、介護支援専門員

法定研修に係る e-ラーニング費用を補助する。 

アウトプット指標 ・介護支援専門員更新研修修了者数の割合：55％ 

・主任介護支援専門員更新研修修了者の割合：55％ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 e-ラーニング導入により受講環境を整備し、研修修了者数の増加

及び証の有効期間内にある者の数を増加させることで、県内の介護

支援専門員を確保する。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,536 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
1,024 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 

512 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
1,536 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   



 
 

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
1,024 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

   



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）外国人留学生及び 1号特定技能外国人の受入環境整備事

業 

      ロ 外国人留学生及び 1号特定技能外国人の 

マッチング支援事業 

事業名 【No. 36】 

外国人介護人材マッチング支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,933 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県（民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に

努めているところであるが、その中で外国人材は県内でも増加して

きており、介護事業所において外国人材の需要が高まっている。 

 アウトカム指標 外国人介護人材数 

事業の内容 ①海外（東南アジア）現地において、送り出し機関や短大等において

外国人材に対して、宮崎県の介護現場の状況などを含め、介護職と

して働く魅力などをＰＲする。 

②宮崎県の介護施設等への就労を希望する外国人材と県内介護事業

者とのマッチングを実施する。 

アウトプット指標 外国人材受入事業所数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

 外国人材に対して宮崎県の介護の仕事を直接ＰＲすることにより

関心を持つ外国人材が増加するとともに、マッチング支援を実施す

ることにより、外国人材受入れに取り組む事業所が増え、ひいては、

外国人材数が増加につながる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
12,933 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
8,622 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
4,311 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
12,933 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   



 
 

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 
（注１） 

公  
(千円) 

800 

うち過年度残額 

(千円) 
 

民  
(千円) 
7,822 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
7,155 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

   



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 ハ 

事業名 【No. 37】 

介護生産性向上総合事業（介護現場革新会議・介

護生産性向上総合相談センター） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,129 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県（一部民間委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護人材の確保・定着を図るため、介護生産性向上総合相談センタ

ーを設置し、生産性向上（介護ロボット・ＩＣＴの導入等）の取組を

推進する必要がある。 

 アウトカム指標 介護保険施設の介護ロボット又は ICT 導入率の増加 

（R5 年度時点 80.6％、R8 までに 100%） 

事業の内容 ・介護現場における課題への対応方針や、介護生産性向上総合相談

センターの運営方針などの検討を行うための会議を開催する。     

・介護事業者からの生産性向上に関する相談を総合的に受け付け

るワンストップ窓口を設置するとともに、介護ロボットの展示・貸

出、伴走支援・有識者派遣による課題解決や、関係機関との連携に

より支援等を行う。 

アウトプット指標 ワンストップ窓口への相談件数 80 件(令和６年度) 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

介護現場の生産性を向上させること（介護ロボットの導入による

効率化等）により、介護職員の業務負担が軽減し、介護人材の確保・

定着が期待される。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
26,129 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
17,419 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
8,710 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
26,129 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 

公  
(千円) 

529 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

（注１） 民  
(千円) 
16,890 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
16,890 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考    



 
 

事業の区分 Ⅴ．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施等事業 

事業名 【No. 38】 

介護生産性向上総合事業（認証評価制度） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,341 千円 

対象となる医療介護総

合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県（民間企業等への委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護人材の確保・定着を図るため、優良事業者の取組を評価し、認

証する制度を創設し、やりがいをもって働き続けられる環境作りを

推進する必要がある。 

 アウトカム指標 認定事業所数（Ｒ８年度までに１００事業所） 

事業の内容 ・介護職員の人材育成や職場環境等の改善につながる介護事業者の

取組について基準に基づく評価を行い、一定の水準を満たした事業

所に対して認証を付与する。 

・認証マークの付与や事例集の作成・配布等を行うことで、介護

業界のイメージアップにつながるとともに、求職者の職場選びの一

助にもなる。 

アウトプット指標 認証評価制度への申請件数 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

認証を受ける介護事業所数が増えることで、介護事業所の取組が

「見える化」され、介護職を志す者の参入促進や離職防止等が期待さ

れる。 

事業に要する費用の額 金
額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
5,341 

 

基金 国（Ａ）  
(千円) 
3,561 

うち過年度残額 

(千円) 
 

県（Ｂ）  
(千円) 
1,780 

うち過年度残額 

(千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ）  
(千円) 
5,341 

うち過年度残額 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円)   

基金充当額
（国費）にお
ける公民の別 

公  
(千円) 

247 

うち過年度残額 

(千円) 
 



 
 

（注１） 民  
(千円) 
3,314 

うち過年度残額 

(千円) 
 

うち受託事業等(注２) 

(千円) 
3,314 

うち過年度残額 

(千円) 
 

備考  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 事業区分６  ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

 

事業の区分 ６．勤務医の働き方改革の推進に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 
地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

250,173 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県内医療機関 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

令和６年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、

過酷な勤務環境となっている医師の労働時間短縮を進める必要

がある。 

 アウトカム指標 ・医師労働短縮計画における時間外・休日労働時間が減少した

対象医師の割合の増加 ２医療機関（2024 年） 

事業の内容 ・地域医療に特別な役割があり、かつ勤務医の負担の軽減及び

処遇の改善に資する計画を定める医療機関に対し、労働時間短

縮に向けた体制整備に要する費用等を補助する。 
・長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療

機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療

提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医師

派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。 

アウトプット指標 ・労働時間短縮のために ICT ツールの導入を行った医療機関 ２

医療機関 

アウトカムとアウトプット

の関連 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に要する費用や長時間

労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営等を補助

することで、勤務医の労働時間を短縮し、勤務医の働き方改革の

推進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

250,173  

  

基金 国（Ａ）  

(千円) 

151,620  

うち過年度残額 

(千円) 

35,821  
都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

75,810  

うち過年度残額 

(千円) 

17,911  
計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

227,430 

うち過年度残額 

(千円) 

53,732 



 
 

その他（Ｃ） (千円) 

22,743  

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注

１） 

公  

(千円) 

128,866 

うち過年度残額 

(千円) 

30,445 

民  

(千円) 

22,754 

うち過年度残額 

(千円) 

5,376 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における

公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲するこ

と。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議

論 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 
 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することも

あると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポー

トできる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだ

けでなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中

し、病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、という

ことを認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減っ

た分負担が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直して

いただけると大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見は特になし。 

 

（介護従事者確保分） 

・介護従事者確保分に関する意見は特になし。 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 
 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

合   計 11,037床 
*端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

・総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ(宮崎大学医学部附属病院)小児科の平均在院日数 

 14.5日(2021年)→14.4日以下(2023年) 

・県内支援協力医療機関のうち確定診断が可能な医療機関 

19 施設(2022 年度)→20 施設(2023 年度) 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

   地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等におい 

て予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

   ○介護療養型医療施設からの転換  ４か所 

 

        

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の

高い医療従事者の養成・確保を図る。 

・県内小児科医師数  139人(2020年)→145人(2023年) 

・県内産婦人科医師数 106人(2020年)→106人以上(2023年) 
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・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで育成される総合診療医 

10人(2022年)→13人(2023年) 

・分娩手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

   現状値：83人(2020年)→目標値： 85人以上(2023年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

   現状値：10人(2020年)→目標値：15人以上(2023年) 

・就業医師数（標準化医師数） 2,597人 (2016年)→2,608人 (2023年) 

・特定労務管理対象機関の指定を受ける医療機関数 ３医療機関（2023年） 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア形成プログラム参 

加率 100％（2023年） 

・県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2023年) 

・看護職員数（常勤換算数） 20,094人(2020年)→20328.9人以上(2023年) 

・特定行為研修修了者延べ人数 67名（2020年）→241名（2024年） 

・新人看護職員の離職率 9.0％(2020年)→8.0％以下(2023年) 

・ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合 

 74.7％(2020年)→90.0％(2023年) 

・周産期死亡率 3.0ポイント(2021年)→3.0ﾎﾟｲﾝﾄ以下を維持(2023年) 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

宮崎県の介護職員数は、令和元年度においては２１，４４７人であるが、令和７ 

年度までに２３，３３９人確保することを目標とする。 

 これにあたっては、新規人材を確保するとともに離職を防止するため、第一に「参

入促進」、次に「労働環境・処遇の改善」、最後に「資質の向上」の３つの視点から、

総合的な対策を講じ、質の高い介護人材の確保に努める。 

 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ7 
介護従事者数 21,447 

（実績） 
22,060 
（実績） 

21,730 
（実績） 

23,339 
（目標） 

 

④ 計画期間 

 令和３年度～令和６年度（医療） 

 令和５年度（介護分） 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ(宮崎大学医学部附属病院)小児科の平均在院日数 

 11.0日(2023年) 

・県内支援協力医療機関のうち確定診断が可能な医療機関 22施設(2023年度) 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等におい

て予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 

 ○介護療養型医療施設からの転換 ３カ所（７８床） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・県内小児科医師数  149人(2022年) 

・県内産婦人科医師数 100人(2022年) 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで育成される総合診療医 

13人(2022年) 

・分娩手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 93人(2023年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 22人(2023年) 

・就業医師数（標準化医師数）2,727人 (2023年) 

・特定労務管理対象機関の指定を受ける医療機関数 ３医療機関（2023年） 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア形成プログラム 

参加率 85％（2023年） 

・県内での臨床研修開始者数 54人(2023年) 

・看護職員数（常勤換算数） 20,077.2人 (2022年) 

・特定行為研修修了者延べ人数 111名（2022年） 
・新人看護職員の離職率 10.1％(2022年) 

・ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合 

 74.7％(2021年) 

・周産期死亡率 2.9ポイント (2023年) 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

介護従事者数 21,447 

(実績) 

22,060 

(実績) 

21,730 

(実績) 

22,101 

(実績) 

21,515 

(実績) 

 

 ２）見解 ３）改善の方向性 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和６年度まで延長して

令和５年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

・病床機能再編支援事業について、医療機関が地域の関係者間の合意の上、地域医

療構想に即した病床機能再編の実施に伴い、病床数を減少させる場合に給付金を

支給し、将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備

費用等に活用することができた。 
 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 

・重症心身障がい児（者）医療体制構築事業により、医療機関や障害福祉サービス

事業所への支援や医療機関における人材育成を進めるとともに、医療と福祉の連

携により、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の在宅移行及び支援体制の強

化につなげることができた。 
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・高次脳機能障がい相談・支援拠点機関事業について、研修会を通じた医療従事者

等のスキルアップとともに、医師と他職種間の円滑な連携を図ることによって県

内における支援体制の強化を図ることができた。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。な 

お、引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度ま 

で延長して令和５年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしてい 

る。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・専門医育成事業により、今後の県内定着が期待される専攻医に対する研修資金の

貸与を通して医師の確保に取り組んだ。また様々な症例研究の発表・報告を実施し

たことで、小児科専攻医の更なる資質向上が図られた。アウトプット指標は、研修

資金貸与の周知が徹底されていなかったことから未達成となったため、各医局へ

の訪問を通して本事業の理解促進に努め、新規貸与者の確保を図っていく。 

・産科医等確保支援事業について、県内分娩施設に対する分娩手当の補助による処

遇改善と産科医の魅力を発信する取組の支援による産科医選択の意欲醸成によ

り､産科医等の確保を促進した｡ 
・医療勤務環境改善支援センター事業について、令和６年度から開始される医師の

時間外労働上限規制に向け、電話等による相談対応や各アドバイザーの医療機関

への個別訪問のほか、県医師会ホームページや医療機関向け研修会等での制度説

明、支援制度の周知により､県内医療機関の勤務環境改善の意識を高めることがで

きた。 

・特定行為に係る看護師の研修制度推進事業により、特定行為研修制度の周知を図

るとともに制度推進について、課題や方向性を共有、検討でき、指定研修機関設置

を促進することができた。アウトプット指標について、研修会については特定行為

研修修了者を対象とした意見交換会を開催し、現場での課題や好事例を共有する

ことにより参加者のスキルアップにつなげることができたため、今後も意見交換

会を継続していく。 

・新人看護職員卒後研修事業について、国の｢新人看護職員研修ガイドライン｣に基

づく研修体制を整備して実施する病院に研修経費を支援し､新人看護職員の研修

体制を整備できたことにより､県内看護職員の確保､定着につながった｡ 

・安心してお産のできる体制整備事業について、産科医療従事者に対し､より高度

な知識･技術を習得させることができ､周産期医療体制の維持･強化が図られた｡ 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和５年度の介護従事者数は全国の傾向と同様に減少に転じた。引き続き、「参 

  入促進」、「労働環境・処遇の改善」及び「資質の向上」の３つの視点から、総合的 

な対策を講じ、質の高い介護人材の確保に努める。 

 

 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療、介護従事者

分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない（介護施設分）。 
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３．事業の実施状況 

 
令和４年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 Ⅰ-2地域医療構想の達成に向けた病床数又は機能の変更に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能再編支援事業 

【総事業費】 

34,427千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイル

ス感染症への対応により顕在化した地域医療の課題への対応を含め、地域の実

情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築するため、病床の機能分化・

連携を促進する必要がある。 

アウトカム指標：  

令和５年度基金を活用して再編を行う医療機関の病床機能毎の病床数 

  急性期病床２８床→０床 

慢性期病床１５床→０床 

事業の内容（当初

計画） 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能

再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病

床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に対し、減

少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床

機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返

済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、

当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

対象となる医療機関数 ２医療機関／年 

アウトプット指標

（達成値） 

対象となる医療機関数 １医療機関／年 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

令和５年度基金を活用して再編を行う医療機関の病床機能毎の病床数 

  急性期病床２８床→０床 

慢性期病床１５床→０床 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費

用等に活用できるものであり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める



   

- 8 - 
 

上で必須の事業となった｡ 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ヒア

リング等により効果が高いと判断したものに補助したため､効率的に執行でき

たと考える｡ 

その他 総事業費 R05：34,427千円(基金34,427千円、その他0千円) 
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.1】 

医療･介護連携推進事業(在宅医療推進事業) 

【総事業費】 

17,000千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県医師会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

今後増加が見込まれる在宅患者等に対して適切な医療・介護サービスが提供

できるよう、在宅医療に係る提供体制の強化が必要。 
アウトカム指標： 
在宅での死亡割合 25.4%(令和３年)→27.4%(令和５年) 
 

事業の内容（当初

計画） 

 在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施するほか、在宅療養を支える

多職種連携のための研修を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

在宅療養を支える多職種連携のための研修 35回（令和５年度） 

アウトプット指標

（達成値） 

在宅療養を支える多職種連携のための研修 56回（令和５年度） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 
・在宅での死亡割合 29.7%(令和５年) 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､在宅医療･介護に携わる多くの職種が連携するための

研修体制を整備し、在宅医療に関心のある医師を支援することで､在宅医療に

参入しやすい体制整備を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 県全域で郡市医師会ごとに研修を開催することで､実務者間の顔の見える関

係が構築されると同時に他の職種との連携を推進することができた｡ 

 また、WEB研修を取り入れたことで、参加者の増加に繋がった。 

その他 総事業費 R05：17,000千円(基金17,000千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.3】 

重症心身障がい児（者）医療体制構築事業 

【総事業費】 

15,287千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 各医療機関、障害福祉サービス事業所等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児(者)を受け入れる医療機関や事

業所が不足している状況にあるため、身近な地域で在宅サービスが利用できる

体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ(宮崎大学医学部附属病院)小児科の平均在院日数 

 14.5日(2021年)→14.4日以下(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

重症心身障がい児(者)を介護する保護者の負担を軽減するため、日中一時支援

等を新たに実施する医療機関や障害福祉サービス事業所の施設・設備整備等を支

援し、より身近な地域で在宅サービスが受けられる体制構築を目指す。また、重

症心身障がい児(者)の受入を行う医療機関における医師・看護師等の資質向上

に係る研修等を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

施設・設備整備医療機関等 ８施設 

アウトプット指標

（達成値） 

施設・設備整備医療機関等 ５施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ(宮崎大学医学部附属病院)小児科の平均在院日数 

11.0日(2023年) 

（１） 事業の有効性 

医療機関や障害福祉サービス事業所への支援や医療機関における人材育成を

進めるとともに、医療と福祉の連携により、医療的ケアが必要な重症心身障がい

児者の在宅移行及び支援体制の強化につなげることができた。 

アウトプット指標は、周知不足等により事業者数が目標値に達しなかったが、

支援を希望するすべての医療機関や障害福祉サービス事業所に支援ができた。

引き続き周知を強化しながら事業を継続し、地域での受入環境を整備していき

たい。 

（２）事業の効率性 

事業所毎に必要な施設整備を支援することで､効率的に各事業所の提供サー

ビスの質を向上させることができた｡ 

その他 総事業費 R05：15,287千円(基金12,886千円、その他2,401千円) 

 

  



   

- 11 - 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

高次脳機能障がい相談・支援拠点機関事業 

【総事業費】 

1,000千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

事故や脳血管疾患等により高次脳機能障がいになった方やその家族が、地域

で安心して生活し、社会参加できるよう、亜急性期から回復期、また、維持期

でのリハビリテーションそれぞれについて、地域における支援ネットワークを

構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

県内支援協力医療機関のうち確定診断が可能な医療機関 

19 施設(2022 年度)→20 施設(2023 年度) 

 ※県内支援協力医療機関数 44施設（2022年度） 

事業の内容（当初

計画） 

医師と多職種間の円滑な連携を図るとともに、高次脳機能障がい支援に関わ

る者の対応スキルの向上を目的とした研修会を開催することにより、県内にお

ける支援体制の強化を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修会 １回 

アウトプット指標

（達成値） 

研修会 １回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県内支援協力医療機関のうち確定診断が可能な医療機関 22施設(2023年度) 

※県内支援協力医療機関 47(2023年度) 

（１） 事業の有効性 

研修会を通じた医療従事者等のスキルアップとともに､医師と多職種間の円

滑な連携を図ることによって、県内における支援体制の強化につなげることが

できた｡ 

（２） 事業の効率性 

 研修会を開催することで､医療従事者等が高次脳機能障がいの支援に関する

知識や技能を習得することができ､県全体における高次脳機能障がいの支援に

関わる者の着実な対応スキルの向上につながったことから､効果的な執行がで

きたと考える｡ 

その他 総事業費  

R04：500千円(基金500千円、その他0千円) 

R05：500千円(基金500千円、その他0千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

320,677 千円 

事業の対象となる区

域 

県全域 

事業の実施主体 医療法人等 

事業の期間 令和５年４月 1日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

 

① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換   １２８床（４カ所） 

 
 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換   １２８床（４カ所） 

 

③ 介護施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必

要な経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・簡易陰圧装置の設置        １２５カ所 

・ゾーニング環境等の整備       ２８カ所 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

アウトプット指標

（達成値） 

【令和５年度】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換）86 床（３カ所） 

〇簡易陰圧装置の設置 21 カ所  

〇ゾーニング環境等の整備 17 カ所 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 

介護療養型医療施設からの転換等により、高齢者が地域において安
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心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２） 事業の効率性 

 実地主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について

一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られ

た。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直

しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促

進していく。 

総事業費 R5：：320,677 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

専門医育成事業 

【総事業費】 

1,048千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県医師会、県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

産科や小児科などの特定診療科の医師不足が深刻な状況にあるため、特定

診療科に勤務する医師の育成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・県内小児科医師数  139人(2020年)→145人(2023年) 

・県内産婦人科医師数 106人(2020年)→106人以上(2023年) 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで育成される総合診療医 

10人(2022年)→13人(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

・産科、小児科及び総合診療の専門研修を行う専攻医に研修資金を貸与す

る。 

・大学及び県内小児医療機関が共同して、小児科専攻医を対象とした症例研究

会を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・産科・小児科及び総合診療専攻医への研修資金の貸与 15人 

・症例研究会の開催 ５回 

アウトプット指標

（達成値） 

・産科・小児科及び総合診療専攻医への研修資金の貸与 ７人 

・症例研究会の開催 ５回  

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・県内小児科医師数  149人(2022年) 

・県内産婦人科医師数 100人(2022年) 

「医師・歯科医師・薬剤師統計」は隔年で実施されているため、2023年の数

値は観察できなかったが、代替的指標として上記の数値に2023年に県内の専

門研修プログラム開始者を加え、小児科医師数は152人（2023年）、産婦人科

医師数は104人（2023年）となり、医師数がそれぞれ増えてきていることが観

察できた。 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで育成される総合診療医 

13人(2022年) 

 

（１） 事業の有効性 

 今後の県内定着が期待される専攻医に対する研修資金の貸与を通して医師

の確保に取り組んだ。また様々な症例研究の発表・報告を実施したことで、小

児科専攻医の更なる資質向上が図られた。アウトプット指標は、研修資金貸与

の周知が徹底されていなかったことから未達成となったため、各医局への訪問

を通して本事業の理解促進に努め、新規貸与者の確保を図っていく。 

（２） 事業の効率性 

 対象診療科の現場を直接支える医師に対し､研修資金の貸与等充実させるこ

とで、効率的に対象診療科の医師確保・育成ができた。また、大学及び小児医

療機関が共同で症例研究の発表・報告等を実施したことで、県内の小児科専門
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研修医の情報共有が図られ、効率的に資質を向上することができた。 

その他 総事業費 R05：9,448千円(基金9,448千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

12,004千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 産科医療機関、宮崎大学 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

産科をはじめとした特定診療科では医師不足が深刻な状況にあるため、医

師不足が深刻な特定診療科に勤務する医師の育成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

  現状値：83人(2020年)→目標値： 85人以上(2023年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

  現状値：10人(2020年)→目標値：15人以上(2023年) 

・産科・産婦人科医師数 

  現状値：106人(2020年)→目標値：106人以上(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

・医師及び助産師に対し分娩手当を支給している分娩施設に対し、手当支給

額の一部を補助する。 

・中高生や医学生を対象に産科医の魅力を発信する取組を支援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・手当支給者数   147人 

・手当支給施設数 20施設 

・産科医の魅力を発信する取組の支援 １ 

アウトプット指標

（達成値） 

・手当支給者数   155人 

・手当支給施設数 18施設 

・産科医の魅力を発信する取組の支援 １   

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 93人(2023年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 22人(2023年) 

・産科・産婦人科医師数 100人(2022年) 

（３） 事業の有効性 

 県内分娩施設に対する分娩手当の補助による処遇改善と産科医の魅力を発

信する取組の支援による産科医選択の意欲醸成により､産科医等の確保を促進

した｡アウトプット指標のうち、「手当支給施設数」は、県内の分娩施設数が減

少傾向にあることが未達成となった要因の一つだと考えられる。今後は、まだ

補助金を申請していない県内分娩施設に対しての案内をより強化していく。 

（４） 事業の効率性 

 分娩手当を支給する医療機関を直接支援することで、効率的に産科医等の処

遇改善が図れるとともに、宮崎大学が実施する産科医の魅力を発信する取組を

支援することで、効率的に産科医選択の意欲醸成を図ることができた。 

その他 総事業費 R05：12,004千円(基金12,004千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

地域医療支援機構運営事業 

【総事業費】 

104,284千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、宮崎県医師会、宮崎大学等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県は、医師少数県であり、７つの２次医療圏のうち５医療圏が医師少数区域

となるなど、医師不足及び医師の地域偏在が顕著であるため、医師の安定的な

確保・育成が急務。 

アウトカム指標： 

・県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2023年) 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア形成プログラム

参加率→ 100％（2023年） 

・就業医師数（標準化医師数）2,597人(2016年)→2,608人(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

宮崎県と宮崎大学、宮崎県医師会、市町村等が密接に連携し、医師の育成・確

保対策のために以下の事業を実施する。 

・機構医師等配置事業（機構医師等による医学生向けキャリア支援、地域枠等情

報管理システムの保守･管理 等） 

・医師養成・確保支援事業（研修会、説明会開催等） 
・情報発信事業（ウェブサイト運営、広報誌作成、新聞広告 等） 
・医師スキルアップ支援事業（専門医等の資格取得、更新への支援等） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・キャリア形成プログラムにかかるセミナー等の開催 年２回   

・臨床研修病院説明会出展回数 ５回 

・医師あっせん数 ５名 

・専門医等の資格取得等に対する支援数 130人 

アウトプット指標

（達成値） 

・キャリア形成プログラムにかかるセミナー等の開催 年７回   

・臨床研修病院説明会出展回数 ６回 

・医師あっせん数 ４名 

・専門医等の資格取得等に対する支援数 186人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・県内での臨床研修開始者数 54人(2023年) 

・医師修学資金貸与者（2021年臨床研修2年次以降）のキャリア形成プログラム

参加率 85％（2023年） 

・就業医師数（標準化医師数） 2,727人(2023年) 

（１）事業の有効性 

県と宮崎大学、県医師会、市町村等が連携して若手医医師の育成・確保、県外

からの医師招へいに取り組むとともに、「宮崎県キャリア形成プログラム」の充

実、周知活動を通じて、県全体の医師確保を推進することができた 

アウトプット指標は概ね目標を達成できたものの、効果的な情報発信が実施

できず医師あっせん数は目標を下回ったため、WEB等の活用を検討し、積極的な

PRに取り組む。 

（２）事業の効率性 
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宮崎大学、県医師会、市町村等の関係機関と常に顔の見える関係を構築し、情

報共有を図りながら育成・確保から招へいまで一体的に取り組むことで、効率

的に事業を実施することができた。 

その他 総事業費 R05：104,284千円(基金102,813千円、その他1,470千円) 

 臨床研修開始者数は増加傾向にあったが、医師国家試験の合否等の影響によ

り、目標を下回ったため、継続して県内外での臨床研修病院説明会や様々な媒

体を用いた情報発信を行い、臨床研修医の確保に努める。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

医療勤務環境改善支援センター事業 

【総事業費】 

6,331千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県医師会、宮崎県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

病院における長時間労働など過酷な労働環境が問題となっている中、県内医

療機関の勤務環境改善の取組を促進することで医師・看護師等の医療従事者の

離職防止・定着促進を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・就業医師数（標準化医師数） 2,597人 (2016年)→2,608人 (2023年) 

・特定労務管理対象機関の指定を受ける医療機関数 ３医療機関（2023年） 

事業の内容（当初

計画） 

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点として、医療勤務環境改善

支援センターを設置し、医療機関の勤務環境改善を促進するための支援を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・医療機関からの相談件数 20件 

・社会保険労務士等の訪問(支援)件数 50件 

・勤務環境改善マネジメントシステムを活用した改善に取り組む医療機関数 

７医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

・医療機関からの相談件数 129件  

・社会保険労務士等の訪問(支援)件数 31件 

・勤務環境改善マネジメントシステムを活用した改善に取り組む医療機関数 

０医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・就業医師数（標準化医師数）  2,727人(2023年)  

・特定労務管理対象機関の指定を受ける医療機関数 ３医療機関（2023年） 

（１）事業の有効性 

 令和６年度から開始される医師の時間外労働上限規制に向け、電話等による

相談対応や各アドバイザーの医療機関への個別訪問のほか、県医師会ホームペ

ージや医療機関向け研修会等での制度説明、支援制度の周知により､県内医療機

関の勤務環境改善の意識を高めることができた。 

なお、周知や制度への説明を行うも実施に至らず、アウトプット指標のうち一

部目標値が達成できなかった。令和６年度から開始される医師の時間外労働上

限規制に向け、引き続き県内の医療機関が実施する医師の勤務環境改善に向け

た取組を積極的に支援する必要がある。 

（２）事業の効率性 

宮崎労働局や県医師会、県看護協会等の関係機関で組織された医療勤務環境

改善支援センター運営協議会で､情報共有を図りながら、効率的に事業を実施す

ることができた。 

その他 総事業費 R05：6,331千円(基金6,331千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】医師修学資金貸与事業 【総事業費】 

208,926千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医師の地域的偏在や小児科等特定診療科の医師不足等から、地域医療の現場

を支える医師の安定的な確保が必要。 

アウトカム指標： 

県内での臨床研修開始者数 64人(2021年)→80人(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

 将来、地域医療の現場を支える医師として県内への定着が期待できる医学生

に対し、修学資金を貸与する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

医師修学資金新規貸与者数 46人 

 

アウトプット指標

（達成値） 

医師修学資金新規貸与者数 44人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県内での臨床研修開始者数 54人(2023年) 

（１） 事業の有効性 

 医師修学資金貸与者は､卒業後に県が指定する医療機関に一定期間勤務する

義務が生じるが､義務履行を果たせば修学資金を返還免除とする一方で､義務を

履行できない場合は、利息をつけて一括で返還させることから､医師確保の面か

ら有効であったと考える。令和４年度より宮崎大学医学部地域枠の定員を拡充

し（25名→40名）、長崎大学医学部宮崎県枠（２名）とあわせて、42名の地域枠

学生全員に本資金を貸与している。アウトプット指標は、本資金を必要とする

一般枠学生の数が２名欠員となったため、未達成となったが、今後は、本県と縁

の深い宮崎大学医学部医学科の一般枠入学者を中心に本資金の貸与者募集案内

を強化し、地域枠以外で将来本県の地域医療に貢献する医学生を確保していく。 

（２）事業の効率性 

一定期間の義務履行を果たせば返還免除とすることで､医師不足等の解消に

向け､効率的に県内の地域医療提供体制の充実を図ることができたと考える｡ 

その他 総事業費 R05：208,926千円(基金208,926千円、その他0千円) 

近年の臨床研修開始者数は年度間のバラツキはあるものの60人前後で推移して

いる。令和４年度の宮崎大学医学部地域枠の定員拡充後、臨床研修開始者の数

値として効果が現れるまでに時間はかかるが、今後も医師修学資金貸与者及び

地域枠入学者へ地道に働きかけ、県内臨床研修開始者数の増加を図る。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

看護師等養成所運営支援事業 

【総事業費】 

1,582,322千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 各法人及び各郡市医師会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職者

の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保を図って

いくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数（常勤換算数） 

  20,094人(2020年)  →20328.9人以上(2023年) 

・対象養成所の国家試験合格率 

  95.6%（2022年3月卒）→100%（2024年3月卒） 

・対象養成所卒業生の県内就職率 

 69.4%（2022年3月卒）→74%（2024年3月卒） 

事業の内容（当初

計画） 

 看護師等養成所の運営に必要な経費についての補助を行い、看護師等養成所

の強化及び看護師等教育の充実を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

対象施設数 14校 

アウトプット指標

（達成値） 

対象施設数 14校 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・看護職員数（常勤換算数）   20077.2人（2022年） 

・対象養成所の国家試験合格率  92.1%（2024年3月卒） 

・対象養成所卒業生の県内就職率 77.0%（2024年3月卒） 

  

 看護職員数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務従事者届をも

とに計上しているが、2022年12月末の数値が最新の値であり、2023年度の数値に

ついては、現在調査中となっている。そのため、代替指標として、他のアウトカ

ム指標である国家試験合格率、県内就職率を用いると、国家試験合格率は92.1%

と目標未達成であるものの、県内就職率は77.0%であり、県内就業者数の増加に

寄与していると考える。 

（１）事業の有効性 

 看護師等養成所の運営・維持を円滑に行えることにより､看護師等養成所の強

化及び教育内容の充実を図ることができ､質の高い看護師等の養成・確保に繫が

ったと考える｡ 

（２）事業の効率性 

県内就職率に応じた調整率を定めており､県内就職率の高い養成所への補助

を多く行うことにより､効率的な執行ができたと考える｡ 

その他 総事業費 R05：1,582,322千円(基金216,869千円、その他1,365,453千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

宮崎県ナースセンター事業 

【総事業費】 

20,691千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢化社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職

者の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保を図っ

ていくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数（常勤換算数） 

 20,094人(2020年)→20328.9人以上(2023年) 

・県内高校卒業生の看護系進学数割合 

 5.1%（2022年3月卒）→5.1%以上（2024年3月卒） 

事業の内容（当初

計画） 

保健師、助産師、看護師及び准看護師で未就業の者に対し、医療機関等と連携

した就業促進に必要な支援等を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・ナースバンクを活用した年間就業者数  400名 

・ナースバンク求職・求人相談件数 4,000件 

・復職支援研修会参加者数 100名 

・看護体験者数 400名 

アウトプット指標

（達成値） 

・ナースバンクを活用した年間就業者数  341名 

・ナースバンク求職・求人相談件数 4,309件 

・復職支援研修会参加者数 177名 

・看護体験者数 429名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・看護職員数(常勤換算数) 20077.2人(2022年) 

・県内高校卒業生の看護系進学数割合 4.9%(2024年3月卒) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務

従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予

定となっている。このため現時点では観察できないが、支援員の医療機関訪問

により看護人材確保のための行動変化が見られ、採用につながったケースも

あり、県内就業者数の増加に寄与していると考える。 

（１） 事業の有効性 

県内７地区のﾊﾛｰﾜｰｸでの出前就業相談(求人･求職の支援)等の実施により､ﾅｰ

ｽﾊﾞﾝｸ事業とﾊﾛｰﾜｰｸとの連携体制を強化し､保健師､助産師､看護師等の未就業の

就業促進を図った｡また､看護に興味のある中学生や高校生等への看護進路相談

会やふれあい看護体験等の実施により､看護業務等を広く普及啓発したととも

に､潜在看護職員に対して､復職支援研修を実施し､再就職の支援を促進した｡ 

アウトカム指標である県内高校卒業生の看護系進学数割合の目標未達成の理

由としては、2024年3月卒業生の在学期間(2021年～2023年度)は新型コロナウイ

ルス感染症の流行で多くの施設でふれあい看護体験の受入中止があったため、

ふれあい看護体験者が減少しそれに伴い看護系進学数が減少したことが一つの
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要因と考える。今後も医療現場での体験学習等、看護に触れる機会を作り、引き

続き事業を継続する。 

アウトプット指標であるナースバンクを活用した年間就業者数は目標未達成

の理由としては、事業周知が不足していたためと考えられる。今後は当事業の

周知を積極的に図るなど改善を加えながら、引き続き事業を継続する。 

（２）事業の効率性 

(公社)宮崎県看護協会への事業委託により､求人･求職のﾐｽﾏｯﾁに対する細や

かな支援や､県内全域への看護業務の普及啓発ができた｡ 

その他 総事業費 R05：20,691千円(基金13,243千円、その他7,448千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

特定行為に係る看護師の研修制度推進事業 

【総事業費】 

6,700千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、各医療機関等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢化や人口減少が進む中、医療の質や安全の確保のために、急性期から在宅

医療等まで幅広く支える高度な専門知識と技術も持った特定行為研修修了者の

養成が必要である。このため、県内での研修受講環境を確保するために特定行

為研修指定研修機関等の整備を促進する必要がある。 

アウトカム指標： 

特定行為研修修了者延べ人数 67名（2020年）→241名（2024年） 

事業の内容（当初

計画） 

特定行為研修制度への理解を深めるための研修会や推進に関する検討会を開

催する。また、特定行為研修指定研修機関や協力機関としての準備および運営

を行う医療機関等に対して経費の一部を補助する。 
〔補助対象経費〕 

初度整備にかかる費用や運営にかかる費用（賃金、旅費、需用費、役務費、備

品購入費など） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・研修会開催回数 １回  
・検討会開催回数 １回 
・特定行為研修指定研修機関への支援 準備：２施設、運営：２施設 
・特定行為研修協力施設への支援 準備：１施設、運営：２施設 

アウトプット指標

（達成値） 

・研修会開催回数 １回  
・検討会開催回数 １回 
・特定行為研修指定研修機関への支援 準備：１施設、運営：１施設 
・特定行為研修協力施設への支援   準備：０施設、運営：０施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

特定行為研修修了者延べ人数 67名（2020年）→111名（2022年） 

修了者延べ人数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務従事者届を

もとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定となってい

る。このため現時点では修了者数の観察はできないが、県内の指定研修機関が

新たに１施設設置され、合計４施設に増えたため、研修修了者の増加につなが

っていると考えられる。 

（２） 事業の有効性 

 特定行為研修制度の周知を図るとともに制度推進について、課題や方向性を

共有、検討でき、指定研修機関設置を促進することができた 

アウトプット指標について、研修会については特定行為研修修了者を対象と

した意見交換会を開催し、現場での課題や好事例を共有することにより参加者

のスキルアップにつなげることができたため、今後も意見交換会を継続してい

く。 

協力予定機関への支援施設数の申請は無かった。他施設職員の実習を受け入

れる協力機関に対する支援となり、特定行為の認知度が低いこと、教育体制を
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整えるハードルが高いことが考えられる。改善の方向性としては、県内に指定

研修機関が設置され特定行為研修の認知度が上がってきているため、施設に対

して情報提供を行い、協力機関の増加につなげていく。 

（２）事業の効率性 

研修修了者を対象とした意見交換会を開催し、実際の状況把握と修了者間の

交流を図ることができ、キーとなる医療機関を含めた検討会の開催、支援によ

り、効率的に研修終了者の増加を図るための事業展開ができた。 

その他 総事業費 R05：6,700千円(基金4,284千円、その他2,415千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

実習指導者講習会事業 

【総事業費】 

3,273千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築が進み、療養の場が医療機関から自宅、介護施設

等へ移行している中で、学生の看護実習の場も拡大している。看護職の人材確

保・定着を推進するため、量・質ともに優れた看護職の養成が必要であり、実習

指導者としての役割やスキルを学び、現場での看護教育の充実、向上を図って

いくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護師等学校養成所の県内就職率 

 67.5％（2022年3月卒）→65％以上（2024年3月卒） 

・県内実習施設（病院）における実習指導者の実習指導者講習会受講率 

 （一病院あたり2名以上の病院の割合）  

88.7%（2021年実習）→100％（2023年実習） 

事業の内容（当初

計画） 

看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効果的

な実習指導を行うために必要な知識、技術を習得させる講習会を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・実習指導者講習会 講義及び演習 184.5時間 30名 

・実習指導者講習会(特定分野) 講義及び演習 48時間 20名 
アウトプット指標

（達成値） 

・実習指導者講習会 講義及び演習     184.5時間 37名 

・実習指導者講習会(特定分野) 講義及び演習 48時間 ６名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・看護師等学校養成所の県内就職率 61.8％以上（2024年3月卒） 

・県内実習施設（病院）における実習指導者の実習指導者講習会受講率 

 （一病院あたり2名以上の病院の割合） 80.3％（2023年実習） 

（３） 事業の有効性 

講習会の参加者には実習指導経験のない者もいたため、看護師等養成所の実

習施設の実習指導者等を対象に､効果的な実習指導ができるよう必要な知識・技

術を修得させる講習会を実施することにより､実習指導者の資質を向上させ､看

護教育の充実を図ることができた。なおアウトカム指標の実習指導者講習会受

講率については目標に達していない。今後新たに実習を受け入れる施設が多い

ことや受講者の異動や退職によるものと考えられる。またアウトプット指標の

うち実習指導者講習会（特定分野）の参加者数については、当初の目標に達して

いない。実習指導者講習会（特定分野）は、施設や訪問看護ステーションなどの

病院以外の中小規模の事業所からの参加者が多く、研修期間に新型コロナウイ

ルス感染症やインフルエンザ等の感染症が流行したことにより参加を見合わせ

たためと考えられる。改善の方向性として、参加勧奨を行うとともに、研修開催

時期を検討することで参加者増につなげたい。 

（２）事業の効率性 

県全域にある実習施設の実習指導者が対象であり､県看護協会に事業を委託
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することにより安定して講習会を運営でき､県全体の看護の質の向上にも繫が

り効果的な執行ができた｡ 

その他 総事業費 R05：3,273千円(基金3,273千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

新人看護職員卒後研修事業 

【総事業費】 

31,914千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県看護協会、対象医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職者

の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保を図って

いくことが求められている。 

一方で、医療の高度化や医療安全に対する意識の高まりなど国民ニーズの変

化を背景に、看護の臨床現場で求められる臨床実践能力と看護基礎教育で修得

する看護実践能力との間には乖離が生じている。この乖離は新人看護職者の離

職の一因となっているため、新人看護職員研修等の実施により新人看護職者の

臨床実践能力の向上を図ることが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数（常勤換算）20,094人(2020年) →20328.9人以上(2023年) 

・新人看護職員の離職率 9.0％(2020年)→8.0％以下 (2023年) 

・ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合 

 74.7%(2020年)→90.0%(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

・新人看護職員研修推進事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師の

臨床研修体制の支援、研修責任者の育成及び地域における連携体制の構築を図

るための研修会等を開催する。 

・新人看護職員研修事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師の

看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、各医療機関において基本的な臨

床実践能力を獲得するための研修を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・新人看護職員合同研修の開催 ８回(900名) 

・研修責任者等研修の開催 ６回(240名) 

・新人看護職員研修推進協議会の開催 １回 

・事業実施医療機関 35施設 
アウトプット指標

（達成値） 

・新人看護職員合同研修の開催 ９回(837名) 

・研修責任者等研修の開催 ６回(323名) 

・新人看護職員研修推進協議会の開催 １回 

・事業実施医療機関 19施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・看護職員の県内就業者数 21,505人(2022年) 

・新人看護職員の離職率 10.1％(2022年) 

・ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合

74.7％（2021年） 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務

従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定

となっている。このため現時点では県内就業者数等は観察できていないが、ガ
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イドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合が増加し

ていることから、看護職者の安定的な養成・確保のための体制が図られており、

県内就業者の増加に寄与していると考えられる。 

（４） 事業の有効性 

 国の｢新人看護職員研修ガイドライン｣に基づく研修体制を整備して実施する

病院に研修経費を支援し､新人看護職員の研修体制を整備できたことにより､県

内看護職員の確保､定着につながった｡ アウトプット指標である事業実施医療

機関数は目標未達成であるが、初めて新人看護職員を採用した医療機関に対し

て、事業周知が不足していたためと考えられる。 

なお、合同研修は十分活用されており、新人看護職者の臨床実践能力の向上の

ための事業として有効であった。当事業の周知を積極的に図るなど改善を加え

ながら、引き続き事業を継続する。 

（２）事業の効率性 

看護職員の研修企画に関する豊富な知識等がある県看護協会に事業を委託す

ることにより効率的な研修が実施できた。また、各医療機関で実施している研

修に合わせて、合同研修を活用することにより、各医療機関での研修内容の補

完及び新人看護職員同士の交流が図られ、事業は効率的に実施された。 

その他 総事業費 R05：31,914千円(基金12,913千円、その他19,001千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】 

安心してお産のできる体制整備事業 

【総事業費】 

3,190千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県医師会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県の周産期医療は全国でも高い水準を維持しているが、新たに開業する産

科医が少なく、高齢化が問題となっている。今後、周産期医療体制を維持してい

くためには、周産期医療従事者のスキルアップとともに産科医療環境の充実を

図る必要がある。 

アウトカム指標： 

周産期死亡率 3.0ポイント(2021年) → 3.0ﾎﾟｲﾝﾄ以下を維持(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

県医師会（県産婦人科医会）における研修等の開催を支援することで、県内の産

科医療に係る研修環境を充実させ、産科医療従事者のスキルアップを図り、安

心してお産のできる体制を整備する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・新生児蘇生法講習会 受講者50名 

・J-CIMELSベーシックコース 受講者50名 

・病医院従事者研修会 受講者200名 

・周産期症例検討会 受講者15名 
アウトプット指標

（達成値） 

・新生児蘇生法講習会 受講者50名 

・J-CIMELSベーシックコース 0名（未開催） 

・病医院従事者研修会 受講者180名（現地76名、Web接続数104） 

・周産期症例検討会 受講者39名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 周産期死亡率 2.9ﾎﾟｲﾝﾄ(R5) 

（５） 事業の有効性 

 産科医療従事者に対し､より高度な知識･技術を習得させることができ､周産

期医療体制の維持･強化が図られた｡ 

（アウトプット指標について） 

 新型コロナウイルスが５類へ移行したものの、感染予防のためWebと現地でのハ

イブリッド開催により実施したが、急遽医療従事者が参加できなくなったこと

などから、目標値に届かなかった。今後は開催の時期を調整し、新型コロナウイ

ルス等の感染状況に配慮しながら企画する。 

また、J-CIMELSベーシックコースについては、講師の確保や開催時期の調整等の

問題があり、開催が見送られた。今後は令和６年度以降開催できるよう調整を

行う。 

 

（２）事業の効率性 

Webと現地でのハイブリッド会議での実施等、感染対策に配慮したうえで、効

率的に事業を実施することができた｡ 

その他 総事業費 R05：3,190千円(基金3,190千円、その他0千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.1】 

介護人材確保連携強化事業 

【総事業費】 

 336 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るためには、介

護施設・事業所の介護従事者を増やす必要があり、そのためには、関係団体や行

政の連携の場を構築することにより、課題を共通して認識し、取組の促進を行

う必要がある。 

アウトカム指標：介護サービス従事者数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

行政や職能団体、事業者団体などで構成する「介護人材確保推進協議会」の開

催と、各種施策、事業等の情報発信や普及啓発を行うポータルサイトの運営。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

介護人材確保推進協議会の実施回数 

アウトプット

指標（達成値） 

介護人材確保推進協議会（作業部会を含む）の実施回数 2 回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人 

、（R2）22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

 本県の行政機関・事業者団体・職能団体・介護人材養成機関等に介護人材の確

保・育成等における課題を共有するほか、課題解消に向けた意見を聴取した。 

（２）事業の効率性 

 事務局からの資料説明を必要最小限とし、意見交換の時間を多く確保したこ

とで、有意義で議論が活発な会議となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.2】 

「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業 

【総事業費】 

  23,614 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

2025 年には 2,647 人の介護職員が不足すると推計しており、高齢者の介護を

支える基盤づくりが急務となっている。介護に対するマイナスイメージを払拭

させ、介護職への理解を通じて介護人材の参入促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員数の増加  

事業の内容（当

初計画） 

① テレビやＳＮＳ等を活用した介護の魅力発信 

各種メディアを活用して介護の魅力を発信する。 

② 普及啓発資料（パンフレット・動画等）の制作・周知 

介護の魅力、介護の仕事等を紹介する資料を作成し、中学校、介護事業所等に

周知する。 

③ 普及啓発イベントの開催 

介護への興味・関心を高め、介護をより身近に感じてもらうイベントを開催

する。 

④ 職場体験会の開催支援 

山間へき地等の小中学生が介護施設等を訪問して行う体験学種の取組を支援

する。 

⑤ 福祉系高校と連携した小中学校への介護の魅力発信の取組 

 福祉系高校生が中学生等に対し、高校生による介護の魅力発信と、介護の魅

力体験活動（介護ロボット体験、高校生による介護技術レクチャーなど）の取組

を支援する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

④ 参加者 100 人 

中学生等へのアンケート結果で「介護に関する興味、関心を持った」割合、「介

護の仕事をやってみたいと感じた」割合が体験後 20％アップ。 

アウトプット

指標（達成値） 

④ 参加者 73 人 

⑤ 中学生等へのアンケート結果で「介護に関する興味、関心を持った」割合

100％アップ、「介護の仕事をやってみたいと感じた」割合 61.3％アップ 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護職員数（R1）21,447 人 

、（R2）22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人  

（１）事業の有効性 

視聴率の高い時間帯（MRT11 月～1 月毎週水曜日の 19:55～）のテレビ番組やテ

レビ CM の放映、介護の日（11 月 11 日）に関連したイベントの実施、小学生向

け魅力発信動画の制作、県立福祉系高校４校と連携した小中学生へ介護の体験

学習会の開催など、県民に「介護の魅力」を発信した。 

 

（２）事業の効率性 
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介護のマイナスイメージ払拭のための現場からの期待も厚く、取材の際などは

積極的に協力していただいている。また、介護人材確保に向けて、関係団体、教

育委員会等と連携して事業を実施した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.3】 

介護に関する入門的研修事業 

【総事業費】 

  5,907 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護従事者について、稼働年齢層のみだけではなく、就活中の若者、地域の潜

在労働力である主婦層、定年を控えた中高年齢層等など多様な人材層からも確

保し、すそ野の拡大を行う必要がある。 

アウトカム指標：参加者の介護人材センターへの登録者数 

事業の内容（当

初計画） 

介護未経験者に対して、介護に関する基本的な知識や介護の業務に携わる上

で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができる「入門的研修」を実施する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

研修参加者数 

アウトプット

指標（達成値） 

研修参加者数 95 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：参加者の介護人材センターへの登録者

数 ４名 

（１）事業の有効性 

 事業のねらいとする様々な年齢層（就活中の若者、地域の潜在労働力である

主婦層、定年を控えた中高年齢者層等）の参加を図り、介護人材層の「すそ野の

拡大」を図った。  

 

（２）事業の効率性 

 県内各地区での集合研修（7回）に加え、オンライン形式での研修を開催した。 

 企画提案競技により業者を選定し、また、広く広報を行うことで、受講者確保

に務めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.4】 

福祉人材センター運営事業（福祉人材確保重点事業） 

【総事業費】 

  3,770 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

福祉ニーズの増大・多様化に伴い、質の高い福祉従事者を安定的に確保する

必要があるため、求職者と求人事業者のマッチング支援を行い、福祉・介護職場

への就業促進を図る。 

アウトカム指標：福祉人材センターにおける就職率：33．3％、介護サービス従

事者数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

① 福祉の仕事就職促進イベント（年２回） 

新規学校卒業予定者、一般求職者に対し、県内の求人事業所（社会福祉施設、

介護保険施設等）が仕事内容や待遇、採用選考情報を直接説明し、質問を受

ける就職促進イベントを開催する。宮崎労働局、宮崎公共職業安定所との共

催。 

② 無料職業紹介事業開設日拡充 

仕事などの都合により平日に来所することができない方を対象に、福祉人材

センター無料職業紹介窓口を土曜日も開所する。 

・主たる対象：求職者、求人事業所 

・実施体制：非常勤職員 ２名 

・実施期間：毎週土曜日（祝日、年末年始除く）の午前９時から午後４時 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 福祉の仕事就職促進イベント 

１回目：参加者 100 名、参加法人：60 法人 

２回目：参加者 100 名、参加法人 60 法人 

② 無料職業紹介事業開設日拡充 

土曜来所者数：20 名 

アウトプット

指標（達成値） 

①福祉のしごと就職フェア   

   台風接近により中止 

福祉のしごと就職説明会  

 参加者 96 名 参加法人 86 法人 

②無料職業紹介事業開設日拡充  

  土曜来所者 19 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 30.4% 

（１）事業の有効性 

 就職説明会の開催、無料職業紹介所の土曜日開設により、求職者と求人事業

所のマッチング機会を創出した。 

（２）事業の効率性 

 別途、就職情報誌の作成や相談会でのブース設置、福祉の職場体験学習等を

通じ、マッチングの強化を図った。 
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その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.5】 

福祉人材センター運営事業（離職介護福祉士等届出事業） 

【総事業費】 

  1,999 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

平成29年４月からスタートした離職した介護福祉士等の届出制度の更なる周

知を図り、円滑な届出の実施と届出登録者の再就業を促進する必要がある。 

アウトカム指標：届出登録者のうち、再就業に至った方の人数 50 名、介護サ

ービス従事者数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

① 届出システムの円滑な運用 

② 普及啓発活動 

有資格者（離職者、就業者）をはじめ、広く県民に対し届出制度の周知を図

る。 

③ 登録相談 

届出制度に関する相談の受付、インターネットによる届出が困難な方のため

の代行入力、登録者への相談対応等を行う。 

④ 研修情報等の収集・作成・提供 

復職に向けた研修や求人に関する情報を収集し、登録者へ情報提供を行う。 

⑤ 関係団体（ハローワーク、介護福祉士会等）との連携 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

届出登録者数：120 名 

アウトプット

指標（達成値） 

届出登録者数：149 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 73 名 

（１）事業の有効性 

149 名の届出登録者のうち、73 名が福祉・介護事業所へ就職するなど潜在介

護人材の就業促進が図られた。 

（２）事業の効率性 

 介護事業所への案内やインターネットで届出受付等、登録の呼びかけを行う

ことで、届出の促進を図った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.6】 

社会福祉研修センター運営事業（キャリアパス支援事業） 

【総事業費】 

  4,434 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が将来展望

を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じ

た処遇が適切になされることが重要であり、こうしたキャリアパスに関する仕

組みを、介護の職場に導入・普及していく必要がある。 

アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低下 

事業の内容（当

初計画） 

介護職員等を対象に、自らのキャリアパスを描き、それぞれのキャリアパス

の段階に応じた共通に求められる能力を段階的・体系的に習得させるために、

以下の研修を行う。 

・キャリアデザインとセルフマネジメント 

・福祉サービスの基本理念と倫理 

・メンバーシップ・リーダーシップ 

・能力開発 

・行動指針の作成 

・キャリアデザインとアクションプランの策定 他 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 

①初任者コース：240 人 

②中堅職員コース：240 人 

③チームリーダーコース：200 人 

④管理職員コース：40人 

アウトプット

指標（達成値） 

① 初任者コース  修了者 138 名 

② 中堅職員コース 修了者 172 名 

③ チームリーダーコース修了者 120 名 

④ 管理者コース  修了者 24 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

H30:18.5% > R 元:15.7% > R2:18.9% >R3:16.3% >R4:12.7% >R5:12.2% 

（１）事業の有効性 

 介護職員等が、自らのキャリアパスを描き、それぞれのキャリアパスの段階

に応じた共通に求められる能力を段階的・体系的に習得することで、啓発意欲

を高めた。 

（２）事業の効率性 

 事前学習・事前課題を課すことで、限られた時間で効率的に習得できるよう

にした。また、各施設へ研修開催の広報を行うことで、参加者の獲得を図ってい

る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.7】 

社会福祉研修センター運営事業（OJT スキル研修） 

【総事業費】 

  834 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護人材の離職防止・定着促進の観点から、職場内での研修の充実が求めら

れている。OJT は業務スキルの習得を現場でより実践的に行うとともに、身近な

先輩職員による職場生活上の不安や悩み等のメンタルケアも期待されるため、

介護の職場に導入・普及していく必要がある。 

アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低下 

事業の内容（当

初計画） 

介護事業所等の中堅職員やチームリーダーに対し、OJT スキルを学びマネジ

メント能力やコーチングスキルを身につけるための研修を行い、新人職員の指

導体制を整え、早期離職防止と定着促進を図る。 

① OJT スキルの基礎研修 

・OJT の目的と役割 

・OJT を効果的に行うためのポイント 

・具体的な指示の仕方、ほめ方、指摘の仕方 他 

② OJT スキル実践研修 

・OJT の目的と役割 

・OJT を効果的に行うための体制づくり 

・OJT 担当職員の指導方法 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① OJT スキル基礎研修：40名 

② OJT スキル実践研修：30 名 

アウトプット

指標（達成値） 

① 職務を通じて後輩を育てる OJT スキル基礎研修（中堅職員コース） 修了者

47 名 

② 職務を通じて後輩を育てる OJT スキル研修（チームリーダーコース） 修了

者 28 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

H30:18.5% > R 元:15.7% > R2:18.9% >R3:16.3% >R4:12.7%>R5:12.2% 

（１） ＯＪＴについての基本的な考え方や推進方法を理解するとともに、人

材育成指導者等と連携した職場づくりと人材育成の方法について研修すること

ができた。 

（２）事業の効率性 

  職場全体で人材育成に取り組むため、ＯＪＴ担当職員のみならず、上位者等

も一緒に受講し、研修の効率性を高めつつ、グループワーク等演習中心の内容

にすることで効果を高めた。また、各施設へ研修開催の広報を行うことで、参加

者の獲得を図っている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.8】 

介護職員スキルアップ支援事業 

【総事業費】 

  7,722 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢化の進展に伴い要介護者が増加する中、介護のニーズも多様化している。

介護技術の向上のためには、現場での OJT に加え、研修体制の充実などが必要

であるが、介護事業所の中には単独での研修開催や代替職員がいないことによ

り昼間や遠隔地での研修参加が困難なところも少なくない。また、介護現場で

は医療行為を必要とする高齢者が年々増えており、従来看護士が担ってきた利

用者の身体状況の把握や状況判断に加え、医療的技術のサポートを介護職員に

求められるなど、より専門的な知識及び技術の習得が必要となっている。 

アウトカム指標： 

①基礎的技術の向上が図られ、自信を持って業務に取り組むことのできる介護

職員の増加 

②専門性の高い介護技術を習得した介護職員の増加 

事業の内容（当

初計画） 

○介護技術基礎研修（出前講座、ブロック別研修） 

○医療的ケア等に関する研修 

○訪問介護員向け研修 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

①出前講座 20 回 

②出前講座以外の各研修の参加率 80％ 

アウトプット

指標（達成値） 

② 出前講座 21 回 

② 出前講座以外の各研修の参加率 47.7％ 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：618 名が研修に参加し、基礎的技術の向

上が図られ、自信を持って業務に取り組むことのできる介護職員及び専門性の

高い介護技術を習得した介護職員が増加した。 

（１）事業の有効性 

 618 名の経験の浅い又は技術に不安のある介護職員が研修に参加し、基礎的な

技術、医療的ケア等に関する知識及び技術等を習得したことにより、介護職員

のスキルアップを図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 出前講座は、事前に施設担当者と打合せを行った上で個別に研修内容を組み

立てたため、現場のニーズに沿った研修を実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9】 

喀痰吸引等指導者養成事業 

【総事業費】 

  1,144 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療的ケアに関する介護需要への適切な対応が求められている。 

アウトカム指標：喀痰吸引等を実施できる介護職員の増加 

事業の内容（当

初計画） 

喀痰吸引等に係る実地研修の指導者を養成するための講習を実施（指導する看

護師等の養成） 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

指導者講習受講者 60 名 

アウトプット

指標（達成値） 

指導者講習修了者 20 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 令和５年度中の増加数 

・喀痰吸引の登録事業所：延べ 25か所 

・喀痰吸引等を行うことができる介護職員等：91 人 

（１）事業の有効性 

 介護職員に対する「喀痰吸引等研修」の講師及び指導者を養成するための研

修であり、本事業を通じて、喀痰吸引等の医療的ケアに関する指導が可能な講

師及び指導者を増やすことができた。 

 

（２）事業の効率性 

 喀痰吸引等研修の講師等については、指導者講習を受講することが必要とさ

れており、本県では、指導者講習を受講可能な民間の研修機関が少ないことか

ら、今後も県が行う必要がある。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10】 

自立支援型ケアマネジメント推進事業 

【総事業費】 

  2,243 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県介護支援専門員協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

今後、在宅において医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が見込まれ

る中、自然災害の発災時や新興感染症の蔓延時においては、高齢者の自立支援・

重度化防止に密接に関わる介護支援専門員が医療と介護のみでなく、多部門多

職種との連携協働が必要不可欠であることから、疾患や医療サービスの知識・

技術の修得に加え、さらに多職種連携協働の知識技術を習得する機会が必要で

ある。 

アウトカム指標：研修後アンケートにおいて「医療系サービスに関する悩みが

ある」と回答する者の割合 40％以下（2020 年時点 52％）、ケアプランに医療

サービスを適切に位置付けられる介護支援専門員の増加、多職種多職種との連

携の必要性を理解し多職種連携ができる介護支援専門員の増加 

事業の内容（当

初計画） 

疾患や医療系サービスについての知識を習得する講義及び在宅医療に関わる

多職種との連携協働を深めるための実践的研修・グループワーク（事例検討等）

を開催する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

研修受講者数 400 名 

アウトプット

指標（達成値） 

研修受講者数 407 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 9.6％ 

（１）事業の有効性 

 令和５年度は看取り期をテーマとした研修を開催した。看取り期における疾

患を理解し、多職種で看取りに対応する必要性について考える機会を確保する

ことができた。 

 また、医師及び看護師を講師としたことで、医療的な視点を学ぶ機会 

に繋がった。 

 

（２）事業の効率性 

 グループワークを交えた内容としたことで、多職種連携の促進を図った。ま

た、オンライン研修を導入しことで効率的に事業を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11】 

介護支援専門員スキルアップ事業 

【総事業費】 

  3,865 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県介護支援専門員協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護支援専門員については資質に差があり、研修水準の平準化が全国的な課

題となっているため、研修向上委員会を設置して研修のあり方について検討・

改善が必要である。また５年に一度の法定研修のみで資質向上を図ることは難

しく、実践現場での指導の充実が必要である。 

アウトカム指標：法定研修受講者の研修受講後の自己評価「できる」「概ねでき

る」の合計 80％以上。 

事業の内容（当

初計画） 

介護支援専門員の基礎能力向上を図るために法定研修の評価方法の検討及び

評価を基にした実施方策の検討とともに、新任介護支援専門員の実践現場にお

ける資質向上を推進するための研修等を検討し実施する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 研修向上委員会開催回数 ２回 

② 作業部会開催回数 ５回 

③ 新人介護支援専門員研修開催回数 ２回 

アウトプット

指標（達成値） 

① 研修向上委員会開催回数 ２回 

② 作業部会開催回数    ２回 

③ 新人介護支援専門員研修開催回数 ３回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： ８４．３％ 

（１） 事業の有効性 

各職能団体や各機関と連携して研修内容を検討することで、効率性・実効性

の高い研修を実施することができた。 

 また、新任介護支援専門員研修では、市町村職員を講師に招き、地域の特性に

応じた内容を学ぶ機会を確保できた。 

 

（２） 事業の効率性 

実務者レベルの作業部会を設置することで、現場の実態に合った研修内容の

充実が図られた。 

 また、新任介護支援専門員研修を、県内３地区（宮崎・都城・延岡）で開催し、

参加しやすいようにした。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12】 

認知症介護研修事業 

【総事業費】 

  1,684 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県介護福祉士会等に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため、介護事

業者の資質向上のための研修を行う必要がある。 

アウトカム指標：認知症患者の医療・介護連携ケースの増加 

事業の内容（当

初計画） 

以下、①から⑤の研修を実施する。 

① 認知症対応型事業開設者研修 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

⑤ 認知症介護基礎研修 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 認知症対応型事業開設者研修 40 名 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 80 名 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 40 名 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 ３名 

⑤ 認知症介護基礎研修 130 名 

アウトプット

指標（達成値） 

① 認知症対応型事業開設者研修 8名 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 74名 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 26 名 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 1 名 

⑤ 認知症介護基礎研修 1,201 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・認知症初期集中支援チームで訪問した実人数 

R3 年度 199 件、R4 年度 177 件、R5 年度 207 件 

（１）事業の有効性 

 認知症高齢者の介護指導者、その指導的立場にある者及び認知症介護を提供

する事業所管理者に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修を実施する

こと、適切なサービスの提供に関する知識等を習得させるための研修を実施す

ることにより、認知症介護技術の向上、専門職員の養成を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 他研修の受講終了が受講要件となっているものもあるため、各研修要件を整

理し、研修日程を調整した。また、委託先や指導者との協議により、受講者が、

効果的に認知症介護の知識や技術を学べるように教材の見直し等を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症支援体制研修事業） 

【総事業費】 

  5,376 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県医師会等に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため、介護事

業者の資質向上のための研修を行う必要がある。 

アウトカム指標：認知症患者の医療・介護連携ケースの増加、チームオレンジ整

備市町村数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

以下、①から⑧の研修、事業を実施する。 

① かかりつけ医認知症対応力向上研修 

② 医療従事者向け認知症対応力向上研修 

③ 認知症サポート医フォローアップ研修 

④ 歯科医師認知症対応力向上研修 

⑤ 薬剤師認知症対応力向上研修 

⑥ 看護師認知症対応力向上研修 

⑦ みやざきオレンジドクター普及啓発事業（認知症サポート医、かかりつけ医

を登録し、受診者向けに認知症の早期発見・早期治療の重要性や正しい知識

等の普及・啓発を行う） 

⑧ 認知症支援体制整備事業（認知症地域支援推進員、認知症初期集中チーム、

チームオレンジコーディネーター等のネットワーク強化や活動の推進を目

的とした研修） 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

①かかりつけ医認知症対応力向上研修 200 名 

②医療従事者向け認知症対応力向上研修 200 名 

③認知症サポート医フォローアップ研修 400 名 

④歯科医師認知症対応力向上研修 80 名 

⑤薬剤師認知症対応力向上研修 100 名 

⑥看護師認知症対応力向上研修 40 名 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業 50 名 

アウトプット

指標（達成値） 

①かかりつけ医認知症対応力向上研修 55 名 

②医療従事者向け認知症対応力向上研修 42 名 

③認知症サポート医フォローアップ研修 473 接続（ZOOM） 

④歯科医師認知症対応力向上研修 35 名 

⑤薬剤師認知症対応力向上研修 86 名 

⑥看護師認知症対応力向上研修 30 名 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業 10 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・認知症初期集中支援チームで訪問した実件数 

R3：199 件、R4年度 177 件、R5 年度 207 件 
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・チームオレンジ整備市町村数 

R3 年度：１町、R4 年度：２市町、R5 年度：４市町 

（１）事業の有効性 

 高齢者が日頃より受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）、病院勤務の医

師、看護師等の医療従事者に対し、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人

本人とその家族を支える知識と方法を習得するための研修を実施することによ

り、認知症の発症初期から状況に応じて、認知症の人への支援、また病院での認

知症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図ることができた。 

 また、みやざきオレンジドクター普及啓発事業により「かかりつけ医」をみや

ざきオレンジドクターとして公表し、適時・適切な医療・介護サービスにつなぐ

ことができる体制の整備につなげられた。 

（２）事業の効率性 

 各研修の案内通知が受講対象者に行き届くよう、委託先と連携し、継続して

周知し受講を促すことができた。 

 また、随時のオレンジドクターの公表を含めた情報発信を行い、制度の普及・

利用促進に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症施策推進支援アドバイザー派遣事業） 

【総事業費】 

 10 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため、認知症

施策推進大綱に関連する施策を推進する必要がある。 

アウトカム指標：全市町村において認知症ケアパスの作成及び認知症カフェ等

を設置、14 市町村においてチームオレンジを整備 

事業の内容（当

初計画） 

認知症ケアパスの作成・見直しや、認知症カフェ等の新規設置、チームオレン

ジの整備等を検討している市町村に対し、認知症の医療・介護等に関する専門

職を派遣して課題を解決し、施策推進を支援する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

市町村への派遣回数延べ３０回 

アウトプット

指標（達成値） 

市町村への派遣回数延べ１回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・認知症ケアパス作成している市町村数 

R3 年度：22 市町村、R4年度：23市町村、R5 年度：25 市町村 

・認知症カフェ等の設置している市町村数 

R3 年度：22 市町村、R4年度：26市町村、R5 年度：26 市町村 

・チームオレンジ整備市町村数 

R3 年度：１町、R4 年度：２市町、R5 年度：４市町 

（１）事業の有効性 

 認知症の医療・介護等に関する専門的な知識を有する者を認知症施策推進ア

ドバイザーとして派遣し、市町村に助言等を行うことで、認知症カフェ・認知症

の人の通いの場等の適切な運営、チームオレンジの立ち上げといった市町村の

認知症施策を支援することができた。 

（２）事業の効率性 

 市町村の要望を踏まえ、県において派遣するアドバイザーを選定・派遣する

ことで、市町村が推進したい取組を直接的・効果的に支援することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15】 

成年後見制度利用促進事業 

【総事業費】 

  7,463 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、成年後見の需要が高まっている。 

アウトカム指標：市町村社会福祉協議会等による法人後見実施市町村数、法人

後見受任件数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

① 市町村社会福祉協議会等による法人後見受任体制整備 

市民後見人養成研修を実施し、法人後見支援員の育成を図るとともに、市町

村社会福祉協議会における法人後見専門員の育成のための研修会などを実

施する。 

② 広域的な法人後見受任体制整備等 

単独市町村での体制整備等が困難な市町村による次の取組に対する支援 

・権利擁護支援のための広域的な地域連携ネットワークの構築 

・後見人の確保に向けた広域的な法人後見受任体制整備 

・成年後見制度に関心のある地域住民を対象としたセミナー等の開催 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者数 20 名 

② 法人後見支援員（市民後見人）フォローアップ研修受講者数 80 名 

③ 法人後見専門員育成研修受講者数 80 名 

④ 広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、普及啓発等の実施地区 8地

区 

アウトプット

指標（達成値） 

① 法人後見支援員（市民後見人）養成研修 （21 名修了） 

② 法人後見支援員フォローアップ研修  2 回（61名） 

③ 法人後見専門員育成研修 2 回（40 名） 

④ 広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、検討会等の実施地区 １地区 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：法人後見受任件数の増加（45 件） 

（１）事業の有効性 

 市民後見に関心のある県民を対象に、市民後見人養成研修を開催し、「法人後

見支援員」の育成を図るとともに、市町村社会福祉協議会等が「法人後見」を受

任する際に、家庭裁判所との実務や法人後見支援員への指導・助言を行う「法人

後見専門員」を育成し、法人後見受任体制の推進を図ることができた。 

また、単独市町村では体制整備が困難な市町村において広域的な体制整備等

に係る研修等を実施し、体制整備の促進を図ることができた。 

 

（２）事業の効率性 

 法人後見支援員養成研修への参加募集案内に当たっては、市町村、市町村社

会福祉協議会の協力を得ながら、今後、市民後見人となるような人材の掘り起

こしも行い、次年度以降の事業実施に繋げられるよう効率性を図った。 
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その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16】 

みやざきの福祉を支える、ひなたの人材確保推進事業（福

祉人材ＵＩＪターン強化事業） 

【総事業費】 

  2,200 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

福祉・介護従事者の確保については、県内在住者だけではなく、県外在住者

（本県への移住・ＵＩＪターン希望者）に対しても参入促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：本県への移住・ＵＩＪターン者のうち、福祉・介護事業所への

就職者数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

県内の福祉・介護事業所の仕事内容ややりがい、働きやすさを紹介する冊子

を作成し、県外の移住相談支援センターや就職支援コーディネーター等を通し

て配布することで、本県へのＵＩＪターン希望者に対して福祉事業所への就職

を積極的にＰＲする。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

冊子２，０００部作成、配布 

アウトプット

指標（達成値） 

① 宮崎県福祉事業所ガイドブック「ひなた BOKKO」を 2000 部作成し、県の移住

関係機関 67 カ所に 2000 部を配布した。 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： ５名 

（１）事業の有効性 

  UIJ ターン経験者のインタビューや県内５４福祉事業所の概要や働きやすい

ポイント等を紹介し、福祉の仕事のやりがいや魅力の PR を図った。 

（２）事業の効率性 

 福祉事業所に精通している関係者を派遣しなくても、「ひなたＢＯＫＫＯ」を

使用し、県内の福祉事業所を広く紹介できるようになった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17】 

みやざきの福祉を支える、ひなたの人材確保推進事業（福

祉の仕事キャリア教育連携事業） 

【総事業費】 

  6,445 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢化の進展等により、介護需要の増加が見込まれる中で、将来の福祉分野を

担う人材の確保が大変重要であり、若年層等に対して、福祉の仕事の理解を深

め、福祉分野への進路選択や就業を促進する必要がある。 

アウトカム指標：「福祉の仕事」出前講座のアンケート調査において、「福祉の仕

事に興味を持った」と回答した学生の割合 90％、介護サービス従事者数の増

加 

事業の内容（当

初計画） 

① 「福祉の仕事」出前講座 

 教育関係者や市町村社会福祉協議会、社会福祉施設等の関係機関と連携し、小学

生から高校生まで各世代に応じた出前講座を実施し、福祉の仕事の重要性ややりが

い等を伝える。 

② 「福祉事業所見学会」 

福祉の仕事に興味関心のある方や就業を希望する方に、福祉事業所を 

見学する機会を提供することにより、福祉の仕事に対する理解を深め、福祉分

野への就業を促進する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

「福祉の仕事」出前講座実施回数：25 回、受講生徒数：1,500 名 

福祉事業所見学会実施回数：6回、参加者数：90名 

アウトプット

指標（達成値） 

① 出前講座 

 実施回数 23 回、受講生徒数 1,708 名 

② 福祉事業所見学会 

 実施回数 5 回、参加者 142 名（新型コロナウイルス感染症等の影響により、

オンライン見学会として実施） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 中学生 97%  高校生 100％ 

（１）事業の有効性 

 出前講座修了後のアンケート結果によると、回答者（中高生）の９割以上が

「福祉の仕事に興味を持った」と回答し、高校生においては８割以上が「福祉関

係へ進学・就職を希望している」と回答があり、本事業を通して「福祉・介護の

仕事」への理解促進が図られた。    

 

（２）事業の効率性 

 小学生に対しては、市町村社会福祉協議会と連携し、福祉の仕事のやりがい

や魅力を伝えることで効率的に実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業（ＰＲ支

援事業） 

【総事業費】 

  333 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護福祉士養成施設運営法人 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に努めてい

るところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、外国に人材を求め

る動きが出ている。 

アウトカム指標：補助事業者が運営する学校への翌年度の留学生入学者数 

事業の内容（当

初計画） 

介護福祉士養成施設が外国人留学生を確保するために行うＰＲ活動に係る費

用の一部を助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助事業者数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助事業者数 １事業者 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

補助事業者が運営する学校への R6留学生入学者数（日本語学校）25 人 

（１）事業の有効性 

 介護福祉士養成施設運営法人が行う海外での PR 活動経費の一部を助成する

ことで、介護福祉士をめざす外国人留学生の確保につながった。 

 

（２）事業の効率性 

 前年度までの実績等を基に申請候補者を絞り込んで電話で案内し、効率的に

周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業（奨学金

等支援事業） 

【総事業費】 

  200 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護サービス事業者 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に努めてい

るところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、外国に人材を求め

る動きが出ている。 

アウトカム指標：介護福祉士養成施設の外国人留学生 

事業の内容（当

初計画） 

介護施設等が外国人留学生に対して支援する奨学金等に係る費用の一部を助

成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助事業者数及び対象留学生数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助事業者 １者 

対象留学生補助人数 １名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 留学生数（R２）47 人 

              〃  （R３）61人     

   〃  （R４）40人     

  〃   (R５) 10 人 

 ＜最新＞ 〃   (R６)  4 人    

（１）事業の有効性 

 奨学金等費用を一部補助することで法人の負担軽減につながった。 

 即戦力となる質の高い外国人介護人材の確保につながった。 

 

（２）事業の効率性 

 県ホームページやみやざき・ひなたの介護ポータルサイトを活用するととも

に、県内介護事業者へメールを送信するなど幅広く効率的に周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20】 

元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業（介護の担

い手体験事業） 

【総事業費】 

  1,109 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

県社会福祉協議会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

元気な高齢者の介護分野での就労促進 

アウトカム指標：就労体験後の高齢者の介護サービス事業所への就職者数 

事業の内容（当

初計画） 

元気な高齢者に対し、介護の担い手として活躍してもらうため、介護施設に

おける就労体験を実施し、就労意欲のある高齢者に福祉人材センター等に登録

してもらい、その後の就労の有無を確認する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

就労体験参加者数 40 名 

アウトプット

指標（達成値） 

就労体験参加者数 29 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：就労体験後の高齢者の介護サービス事

業所への就職者数 12 名 

（１）事業の有効性 

 令和 5 年度は本事業に元気な高齢者が 29 名参加し、12 名がその後の就業に

つながった。 

 

（２）事業の効率性 

 新聞、雑誌等への広告の掲載や、チラシの配布、テレビ、ラジオ、SNS 等によ

り広く広報を実施して、体験者募集を行った。また、令和 6年度実施に向けて、

体験者受入施設の追加募集を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21】 

介護現場におけるＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 

  0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護サービス事業者 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

生産年齢人口の急速な減少、県外や他の高付加価値産業への人口流出等を勘

案すれば、現職の介護職員が最大限に力を発揮し、生産性の向上を図ることが

不可欠である。 

アウトカム指標：介護職員の離職率の低下 

事業の内容（当

初計画） 

介護事業所等におけるＩＣＴ化を抜本的に推進するため、ＩＣＴ化を活用し

て介護記録から請求業務まで一気通貫して行うことができるよう、介護事業所

等における介護用ソフト及びタブレット端末等に係る購入費用に対して助成す

る。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助事業所 157 事業所 

アウトプット

指標（達成値） 

補助事業所 119 事業所（ただし、全額介護保険事業費補助金を活用） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 介護職員の離職率 

令和４年度(12．8％)→令和５年度(12.2％) 

（１）事業の有効性 

ＩＣＴの導入により、介護記録から請求業務までを一気通貫で行うこと可能

となる。これにより、文書の転記が不要となったり、報酬請求の業務の効率化に

繋がったりする等、職員の負担軽減及び職場環境の改善が図られた。 

（２）事業の効率性 

介護保険法に基づく全サービス事業所等が補助対象事業者のため、県ホーム

ページや関係団体等に対して幅広く周知した。 

 

その他 令和５年度は、地域医療介護総合確保基金から、介護保険事業費補助金（国の

令和５年度補正予算）に財源を組み替えて事業を実施したため、総事業費は０

円となっている。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22】 

労働環境改善に向けた介護ロボット導入支援事業（導入支

援） 

【総事業費】 

  0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護サービス事業者 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護人材を確保するためには介護サービス事業者に対し、介護ロボットの導

入や、体力に不安のある女性介護職員等も継続して就労しやすい環境整備を支

援する必要がある。 

アウトカム指標：県内の特別養護老人ホームのうち、何らかの介護ロボットを

導入している施設の割合 80%（令和５年度） 

事業の内容（当

初計画） 

県内の介護サービス事業者が行う介護ロボットの導入や通信環境整備を支援す

る。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助事業所数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助事業所数 34 事業所 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 県内の特別養護老人ホームのうち、何

らかの介護ロボットを導入している施設の割合 87.0% 

（１）事業の有効性 

 介護ロボットの導入により、介護職員の身体的な負担の軽減や、業務の効率

化につながった。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページで周知するともに、介護保険事業所に直接メールで案内し、

効率的に周知を行った。 

その他 令和５年度は、地域医療介護総合確保基金から、介護保険事業費補助金（国の令

和５年度補正予算）に財源を組み替えて事業を実施したため、総事業費は０円

となっている。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.23】 

労働環境改善に向けた介護ロボット導入支援事業 

（セミナー・見学会） 

【総事業費】 

  0 千円 

 

事業の対象と

なる区域 

県全域  

事業の実施主

体 

宮崎県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護人材を確保するためには介護サービス事業者に対し、介護ロボットの導

入や、体力に不安のある女性介護職員等も継続して就労しやすい環境整備を支

援する必要がある。 

アウトカム指標：県内の特別養護老人ホームのうち、何らかの介護ロボットを

導入している施設の割合 80%（令和５年度） 

事業の内容（当

初計画） 

介護ロボットの普及促進を図るため、介護ロボット導入の先進事例や導入効

果を紹介セミナー・先進事例見学会を開催する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

セミナー・見学会の参加事業者数 

アウトプット

指標（達成値） 

セミナー・見学会の参加事業者数 32 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 県内の特別養護老人ホームのうち、何

らかの介護ロボットを導入している施設の割合 87.0% 

（１） 事業の有効性 

 介護ロボットを導入している事業所に、介護ロボットの導入によるメリット

や課題等を紹介してもらうことにより、介護ロボットに関する導入事例の横展

開を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 研修会の開催等のお知らせを介護事業所にメールで案内し、効率的に周知を

行うとともに、介護事業者が参加する他の研修と併せて開催することで、経費

を抑えつつ効率的に事業を実施することができた。 

その他 令和５年度は事業者の協力により、謝金・旅費等の経費が発生することなく、セ

ミナーを開催することができたため、総事業費は 0円となっている。 



   

- 58 - 
 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.24】 

介護ロボット体験・普及促進事業 

【総事業費】 

  3,148 千円 

 

事業の対象と

なる区域 

県全域  

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県社会福祉協議会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護サービス事業者への介護ロボットの効果的な導入を支援するため、県福

祉総合センターの福祉用具展示場に実際に体験できるコーナーを設置し、介護

サービス事業者に対し、一定期間無償貸出を行う必要がある。 

アウトカム指標：県内の特別養護老人ホームのうち、何らかの介護ロボットを

導入している施設の割合 80%（令和５年度） 

事業の内容（当

初計画） 

展示・貸出用の介護ロボットを県が購入し、配置する。また、来場者に対し、

介護ロボットの効果的な活用方法や導入事例、導入効果を紹介するとともに、

介護サービス事業者に対し、一定期間無償貸出を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

展示場来館者数 400 人（令和５年度） 

介護ロボットの貸出数 10 台（令和５年度） 

アウトプット

指標（達成値） 

展示場来館者数 516 人 

介護ロボットの貸出数 ８台 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：県内の特別養護老人ホームのうち、何

らかの介護ロボットを導入している施設の割合 87.0% 

（１）事業の有効性 

介護ロボットの展示により、福祉用具展示場に介護ロボットを実際に体験で

きるようになり、介護サービス事業者への貸出につながった。 

それらによって、介護職員の身体的な負担の軽減や、業務の効率化に資する

介護ロボットの認知度向上につながった。 

 

（２）事業の効率性 

 県ホームページで周知するともに、介護保険事業所に直接メールで案内し、

効率的に周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25】 

外国人介護人材確保対策事業 

（外国人介護人材受入セミナーの開催） 

【総事業費】 

 1,073 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の

確保は喫緊の課題。 

外国人材採用を検討している事業者は一定数存在するが、採用に関するノウ

ハウの不足やコミュニケーションに関する不安等が採用の妨げとなっている。 

アウトカム指標：県内外国人介護人材数の増 

事業の内容（当

初計画） 

外国人材採用を検討している介護サービス事業者向けに、外国人介護人材受

入制度に係る法令（入管法・技能実習法等）、具体的な外国人材採用方法及び不

安解消に関するセミナーを実施する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

セミナー受講者数 

アウトプット

指標（達成値） 

セミナー受講者数 延べ 103 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：外国人材数（R3.12 末）145 人 

  (R4.12 末) 215 人   

＜最新＞ (R5.12 末) 374 人  

（１）事業の有効性 

 外国人介護人材を雇用する介護事業者に対し、外国人材受入れ制度や受入れ

に係る費用等に関するセミナーを実施し、情報提供を行った。 

（２）事業の効率性 

 多くの事業者が参加しやすいよう、会場での開催に加え、オンライン配信も

行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26】 

外国人介護人材確保対策事業 

（外国人介護人材受入施設等環境整備事業） 

【総事業費】 

 1,585 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護サービス事業者 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の

確保は喫緊の課題。 

外国人材の円滑な定着のため、外国人材を受け入れる事業所の受け入れ環境

整備（多言語翻訳機の購入や外国人材の学習支援等）の需要が高まっている。 

アウトカム指標：県内外国人介護人材数の増 

事業の内容（当

初計画） 

外国人材を受け入れる介護事業所に必要な機材の購入や研修の実施に要する

経費等への補助を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助事業者数 

アウトプット

指標（達成値） 

外国人介護人材受入施設等環境整備事業利用 21事業所 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：外国人材数（R3.12 末）145 人 

  (R4.12 末) 215 人   

＜最新＞ (R5.12 末) 374 人   

（１）事業の有効性 

 より多くの介護人材の確保を図るため、外国人介護人材を受け入れる介護事

業所に対し、外国人材が円滑に定着できる環境整備を行うのに必要となる費用

への補助を実施した。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページやみやざき・ひなたの介護ポータルサイトを活用するととも

に、県内介護事業者へメールを送信するなど幅広く効率的に周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27】 

新人介護職員定着支援事業 

（新人介護職員交流研修の開催） 

【総事業費】 

 3,247 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県における介護職員の採用から３年未満の若手介護職員の離職率が６割を

超えており、教育や研修等による、若手職員定着のための対策が必要である。ま

た、介護職員の離職理由として、「職場の人間関係の問題」、「自分の将来の見込

が立たないこと」、「法人や施設等の理念や運営方針等に対する不満」が上位に

入っている。 

アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低下、本県における介護職員

の採用後３年未満の離職率 61.4%→50% 

事業の内容（当

初計画） 

本県の将来を担う介護人材の定着を図るため、新人介護職員のモチベーショ

ン向上及び事業所の枠を超えた交流機会の創出を目的とした研修を実施する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

研修参加者数 

アウトプット

指標（達成値） 

研修参加者数 91 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：本県における介護職員の採用後３年未

満の離職率(R4)64.6％であるが、本県における介護職員の介護職員の離職率は

改善傾向にある（(R4)12.7％→(R5)12.2％）。   

（１）事業の有効性 

 受講者が抱える悩みや不満を把握することや解決への道筋を示す研修を実施

し、受講者からは満足度の高い研修であったとの意見があった。 

 

（２）事業の効率性 

 県内３会場で研修を実施し、より多くの介護職員が受講できる機会を確保し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28】 

新人介護職員定着支援事業 

（新人育成担当者養成研修の開催） 

【総事業費】 

 1,859 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県における介護職員の採用から３年未満の若手介護職員の離職率が６割を

超えており、教育や研修等による、若手職員定着のための対策が必要である。ま

た、介護職員の離職理由として、「職場の人間関係の問題」、「自分の将来の見込

が立たないこと」、「法人や施設等の理念や運営方針等に対する不満」が上位に

入っている。 

アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低下、本県における介護職員

の採用後３年未満の離職率 61.4%→50% 

事業の内容（当

初計画） 

本県の将来を担う介護人材の定着を図るため、各介護事業所・施設における

新人育成担当者向けの研修を実施する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

研修参加者数 

アウトプット

指標（達成値） 

研修参加者数 78 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：本県における介護職員の採用後３年未

満の離職率(R4)64.6％であるが、本県における介護職員の介護職員の離職率は

改善傾向にある（(R4)12.7％→(R5)12.2％）。  

（１）事業の有効性 

 受講者が抱える悩みや不満を把握することや解決への道筋を示す研修を実施

し、受講者からは満足度の高い研修であったとの意見があった。 

 

（２）事業の効率性 

 県内３会場で研修を実施し、より多くの介護職員が受講できる機会を確保し

た。 

その他  

 

 



   

- 63 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29】 

介護サービス継続支援事業 

【総事業費】 

 0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（一部老人保健施設協会等に委託）、介護サービス事業者 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地

域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス

感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできるだけ小さくし

ていく必要がある。 

アウトカム指標：新型コロナ発生事業所等でのサービスの継続 

事業の内容（当

初計画） 

介護サービス事業所等で感染者が発生した場合でも、継続してサービスを提

供できるよう、かかり増し経費の補助や緊急時の応援職員派遣調整等を実施す

る。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 補助実施事業所・施設等数 

② 応援派遣候補者登録数 

アウトプット

指標（達成値） 

① 補助実施事業所・施設等数 584 事業所(うち基金分 282) 

② 応援派遣候補者登録数 0 人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：廃止事業所数： R4 34 事業所→R5 62

事業所 

（１）事業の有効性 

 新型コロナウイルス発生事業所に対し、かかり増し経費を補助することで、

サービス提供の継続を図ることができた。コロナ発生事業所に対する応援職員

の派遣体制構築については、県の直営により実施した。 

（２）事業の効率性 

 本年度も想定を超える申請があり多くの申請分について繰り越し予算で対応

することとなった。今後、より効率的な方法を検討する必要がある。また、コロ

ナ発生事業所に対する応援職員の派遣体制については、県直営による対応でも

十分に体制を整えることができた。 

その他 R5 実績：R4 基金分(875,000 千円)+R5 国補助金分（745,766 千円） =1,620,766

千円 

※R5 基金の充当なし 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30】 

介護福祉士養成施設学生支援事業 

【総事業費】 

 2,390 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

介護福祉士養成施設 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護人材を安定して確保していくために、将来の介護現場を担う若い介護職

員を育成・確保することが必要であるが、介護福祉士養成施設の入学定員充足

率が低い状況となっている。 

 介護福祉士養成施設からは、実習費など学生の負担に対する補助があれば、

高校生への進路説明会やハローワークでの求職者説明会の際に養成施設への入

学をさらに積極的にＰＲすることができ、入学者増への期待が高いとの声が寄

せられている。 

アウトカム指標：養成施設への入学者の増加  

事業の内容（当

初計画） 

介護福祉士養成施設学生の実習等に係る経費を助成 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助対象者数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助対象者数 112 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：入学者数(R5)53 名、(R6)56 名  

 

（１）事業の有効性 

県内の介護福祉士養成施設（専門学校・大学等）の学生が介護を学びやすい環

境を整え、将来の介護人材の育成・確保を図るため、112 名の学生に対して実習

費の一部を助成した。 

（２）事業の効率性 

事業の対象となる学生全員が助成を受けられるよう、県内全ての介護福祉士

養成施設（専門学校・大学等）７校の申請を受け付けた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31】 

介護の職場環境改善促進・職場リーダー育成事業 

【総事業費】 

 4,509 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

本県における介護職員の１年間の離職率は 19.1％と、全国平均の 14.9％より

高い水準にある。また、介護職員の離職理由に｢人間関係｣や｢結婚・妊娠・出産・

育児｣、｢法人等の運営等に対する不満｣が上位を占める一方、事業者が取り組む

離職防止や定着促進の方策については、｢経営者と従業員の経営方針等の共有機

会の確保」や｢管理者・リーダー層の育成等｣はいずれも２割に満たない状況に

ある。 

 こうした状況から、管理者等に対する雇用管理の理解促進、職場環境改善を

担う人材育成を通して、介護人材確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：本県における１年間の介護職員の離職率低下、同採用率の上

昇 

事業の内容（当

初計画） 

① 経営者・管理者等を対象に、雇用管理の理解を促進するための講 

 演会を開催 

② 管理者・リーダー層を対象に、職場環境改善を推進する人材育成  

 を目的とした研修を実施 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

①本県における１年間の介護職員採用率 

  15.1％（全国数値 16％)→16％ 

②同離職率 

  19.1％(全国数値 14.9％)→15％ 

③職場リーダー育成数 540 名(3 年間) 

アウトプット

指標（達成値） 

① 19.6％（令和 4年度） 

② 12.8％（令和 4年度） 

③ 研修参加者：106 人（令和 5年度） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：採用率：4.5％上昇 

                  離職率：6.3％低下 

（１）事業の有効性 

 未来の管理職向けへの研修を開催することで、雇用管理や職場環境への理解

を深めさせることができた。 

（２）事業の効率性 

 委託先と連携し、県内６カ所での研修を実施した。各地で感想を聞き、次の研

修に活かすことで、効率的に実施できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業） 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

市町村が行う介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を推進するた

め、関係機関・団体との連携を図り、施策の検討、推進及び評価等を行うため

の協議会の設置等のための経費に対して、その費用の一部を助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

協議会等開催数 

アウトプット

指標（達成値） 

協議会等開催数 0 回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

 事業初年度であり、事業周知したものの、本事業の活用を希望する市町村は

なかった。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は事業活用し

た市町村はなかったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保

対策事業構築に繋げることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（地域における介護のしごと魅力発信事業） 

【総事業費】 

73 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

「介護の３つの魅力（「楽しさ」、「広さ」、「深さ」）」について、介護業界や

地域住民・地域のコミュニティからの情報を、市町村が支援・コーディネ－ト

し、学生の将来の職業選択に大きな影響を及ぼす進路指導担当者や保護者も含

めた、多様な年齢層に向け発信するための図書やパンフレット等の情報発信ツ

ールの購入・配布等にかかる経費や地域の教育資源等を活用した地域住民に対

する基礎的な介護技術の講習会等の実施のための経費に対し助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

参加者数・啓発対象者数 

アウトプット

指標（達成値） 

参加者数・啓発対象者数 16 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

 市町村が実施する、小中学生を対象とした介護のしごと魅力発信（出前講座）

に対して支援を行った。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は１市のみの

活用であったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保対策事

業構築に繋げることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護人材確保のためのボランティアポイント活用推進事

業） 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

若者層、中年齢層、子育てを終えた層、高齢者層など各層の者が、介護分野

への研修参加及び介護の周辺業務等へのボランティア活動を行うことに対し

て、市町村がポイントを付与することにより介護分野での社会参加・就労的活

動を推進するための経費に対して助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

ポイント付与対象者数 

アウトプット

指標（達成値） 

ポイント付与対象者数 0 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

 No.32 と同じように事業周知したものの、本事業の活用を希望する市町村はな

かった。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は事業活用し

た市町村はなかったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保

対策事業構築に繋げることができた。 

その他  



   

- 69 - 
 

 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護未経験者に対する研修支援事業） 

【総事業費】 

1,048 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

介護業界への参入を希望する多様な人材や初任段階における介護職員が、チ

ームケアの一員として質の高い介護サービス提供の担い手たり得るよう、介護

職員初任者研修等の基本的な知識・技術を習得するための研修や介護福祉士養

成施設における介護福祉士資格取得を目指すための学習、介護福祉士資格取得

に係る実務者研修等に要する経費への助成（他制度において支援を受けている

者は除く。) を実施する市町村への補助を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助対象者数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助対象者数 35 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

 市町村が実施する、介護職員初任者研修の受講料補助に対して支援を行った。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は６市町村の

活用であったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保対策事

業構築に繋げることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促

進） 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

市町村が行う、高校生や大学生等の介護事業所へのインターンシップの実施

に係る経費や小中学生等の夏休み等を活用した職場体験の実施に係る経費に対

し助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

インターンシップ等参加者数 

アウトプット

指標（達成値） 

インターンシップ等参加者数 0名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

  No.32 と同じように事業周知したものの、本事業の活用を希望する市町村は

なかった。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は事業活用し

た市町村はなかったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保

対策事業構築に繋げることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業） 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標：県内介護サービス従事者数の増 

事業の内容（当

初計画） 

市町村が人口減少や高齢化が急速に進んでいる離島や中山間地域等における

介護人材の確保に向けた取組を支援するため、①地域外からの就職の促進（赴

任旅費、引越等に係る費用の助成）、地域外での採用活動の支援や先進自治体

等からのアドバイザーの招へい、②介護従事者の資質向上の推進、③高齢者の

移動を支援する担い手の確保を行うために必要な経費に対して助成する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

地域外からの就職者数 

アウトプット

指標（達成値） 

地域外からの就職者数 0 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

  No.32 と同じように事業周知したものの、本事業の活用を希望する市町村は

なかった。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は事業活用し

た市町村はなかったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保

対策事業構築に繋げることができた。  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38】 

介護人材確保対策市町村支援事業 

（介護支援専門員法定研修支援事業） 

【総事業費】 

193 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県 

 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムを支える質の高い介護人材の継続的な確保・育成を進

めるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町村が行う介護人材確保・育

成に係る取組を支援する。 

アウトカム指標： 介護支援専門員数の増 

事業の内容（当

初計画） 

自立支援に資するサービス提供を行うためのケアプランを作成業務を担う介

護支援専門員を対象とした法定研修に要する経費に対し市町村が助成（他制度

において支援を受けている者は除く。) することを支援する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

補助対象者数 

アウトプット

指標（達成値） 

補助対象者数 9 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護支援専門員数（登録者のうち有効

期間内にある者） （R3.10. 1） ３，４１３名 

            （R5.10. 1） ３，３５２名 

（１）事業の有効性 

 市町村が実施する、介護支援専門員等法定研修の受講料補助に対して補助を

行った。 

（２）事業の効率性 

 市町村に対して事業活用について複数回周知を行った。今年度は４市町村の

活用であったが、事業周知によって、市町村における次年度の人材確保対策事

業構築に繋げることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39】 

介護予防ケアマネジメントアドバイザー派遣事業 

【総事業費】 

3,636 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（宮崎県介護支援専門員協会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが主で行っているが、居

宅介護支援事業所へ委託することも可能となっている。しかし、居宅介護支援

事業所は介護予防ケアマネジメントを学ぶ機会が乏しい。 

また、介護支援専門員に対する個別及び集団での巡回相談等を実施すること

で、ケアマネジメントについて相談・助言を受ける機会を確保することが必要

である。 

アウトカム指標：介護予防ケアマネジメント等の居宅介護支援事業所への委託

件数の増加、介護支援専門員の就労者数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

① 介護予防ケアマネジメント支援に係る研修事業 

② 介護予防ケアマネジメント支援に向けたアドバイザー派遣事業 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 研修会回数・参加者数 ４回・200 名 

② アドバイザー派遣件数 50 件（個別訪問、集団の場の合計） 

アウトプット

指標（達成値） 

① 研修会回数・参加者数 ５回・244 名 

② アドバイザー派遣件数 ２件（個別訪問、集団の場の合計） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護予防ケアマネジメント等の居宅介護支援事業所への委託件数 

 令和２年度：32,613 件 

令和３年度：32,821 件 

令和４年度：30,585 件 

令和５年度：26,784 件 

介護支援専門員の就労者数 

 令和元年度：1,882 名 

令和３年度：1,771 名 

令和５年度：1,747 名 

介護支援専門員数（登録者のうち有効期間内にある者） 

 令和５年 10 月１日現在：3,364 名 

 令和７年１月 20 日現在：3,212 名 

（１）事業の有効性 

 自立支援に資する介護予防ケアマネジメントの推進に向けて、介護支援専門

員や市町村担当者等に対して介護予防ケアマネジメントや制度の概要等に係る

研修会を行うことにより、地域の高齢者の介護予防、要介護状態の重度化防止

を図ることができた。 

 また、介護支援専門員の地域偏在や人材確保が喫緊の課題であることから、

居宅介護支援事業所にアドバイザーを派遣し、業務内容に関する個別の相談等
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に応じることで、困りごとの解消に繋がった。 

 

（２）事業の効率性 

 事業初年度のため、アドバイザー向けの介護予防ケアマネジメントに係る研

修会を開催し、アドバイザーのさらなる資質向上を図ることで、より事業効果

が高まるよう事業を組み立てて実施した。 

  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 40】 

離職介護福祉士等再就業促進事業 

【総事業費】 

1,518 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

宮崎県福祉人材センターでは、 離職中の介護福祉士等への再就業支援を行っ

ているが、離職介護福祉士等に対する介護の専門的な知識や技術を再習得でき

る研修は実施できていない。そのため、県において、スムーズな職場復帰に資す

る研修を実施する必要がある。 

アウトカム指標：介護職員数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

離職中の介護福祉士等に対し介護に関する知識や技術を再習得できる研修を

実施することにより、離職中の介護福祉士等の再就業を促進する。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

離職介護福祉士等の再就業者 

アウトプット

指標（達成値） 

離職介護福祉士等の再就業者 令和５年度：73人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護従事者数（R1）21,447 人、（R2）

22,060 人、（R3）21,730 人、（R4）22,101 人、（R5）21,515 人 

（１）事業の有効性 

離職中の介護福祉士等のスムーズな職場復帰に資する研修を実施することに

より、介護の知識や技術を有する貴重な介護人材の確保を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 受講者数の増加を図るため、研修の実施内容を工夫するとともに、福祉人材

センターの離職介護福祉士届出制度の情報等を活用し効果的に周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 41】 

認知症疾患医療センター体制整備事業 

【総事業費】 

704 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（広報物作成業者への委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

認知症の早期発見・診断につなげ、容態に応じた適切な医療・介護サービスの

提供を促進するため、地域において認知症医療に関する知識の普及啓発を行う

必要がある。 

アウトカム指標：認知症専門医療機関への医療相談件数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

認知症医療に関する普及啓発 

…広報物（パネル、ポスター、リーフレット等）の作成 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

全 26 市町村において、リーフレットの配布及びポスターの掲示 

アウトプット

指標（達成値） 

全市町村におけるリーフレットの配布及びポスターの掲示 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・認知症疾患医療センターへの相談件数 

R3 年度：6,691 件、R4年度：6,399 件、R5 年度：7,049 件 

（１）事業の有効性 

  認知症医療に関する正しい知識の普及啓発及び相談窓口等の周知を図り、

認知症の早期発見・早期対応につなげることを目的として、リーフレット・広報

用パネル等を作成した。 

（２）事業の効率性 

 関係機関への配布や県庁でのパネル展示等を行うことで、医療・介護関係者

だけではなく、広く県民向けにも認知症知識の普及・啓発を行うことができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 42】 

介護予防・生活支援体制整備市町村支援事業 

【総事業費】 

3,333 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（その他分は委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

市町村が行う介護予防、生活支援、相談対応等の取組を広域的に支援するこ

とで、地域包括ケアシステムの推進を図る。 

アウトカム指標：要介護認定率（年齢調整済み）の低減 

事業の内容（当

初計画） 

①地域包括支援センターの機能強化支援 

②介護予防に関するデータ分析支援 

③介護予防・生活支援の取組強化支援 

④介護事業所等への専門職の派遣 

⑤地域ケア会議等への専門職の派遣調整：専門職（PT・OT・ST・管理栄養士・

歯科衛生士・薬剤師・精神保健福祉士）を地域ケア会議へ派遣し専門的な助言

を得ることで、自立支援に資するケアプランの作成スキルの向上をめざす。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① ケアマネジメントに係る研修会回数・参加者数 ２回・150 名 

② 生活支援コーディネーター研修会回数・参加者数 ２回・60 名 

③ 専門職派遣件数 500 件 

アウトプット

指標（達成値） 

① ケアマネジメントに係る研修会回数・参加者数 １回・83名 

② 生活支援コーディネーター研修会回数・参加者数 ２回・106 名 

③ 専門職派遣件数 747 件 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：要介護認定率（年齢調整済み） 

令和２年度：15.1% 

令和３年度：15.3% 

令和４年度：15.4% 

（１）事業の有効性 

 データ分析や専門職の広域的な派遣体制の構築、生活支援体制整備など、市

町村の業務支援を行うことにより、地域包括ケアシステムの推進を図ることが

できた。 

 

（２）事業の効率性 

 自立支援型ケアマネジメントを推進していくために、市町村が開催する地域

ケア会議への専門職の派遣調整に加えて、市町村職員等を対象とした地域ケア

会議の実演を含む研修会を開催するなど、より効果が高まるように事業を組み

立てて実施した。 

その他 基金 3,333 千円＋他財源 21,395 千円で実施。 

基金使用は 
①、③、⑤ 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 43】 

外国人介護人材受入支援事業 

【総事業費】 

2,541 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（民間委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護という仕事は一般に高齢者や職員同士のコミュニケーションが重要であ

り、外国人材にも高い語学力が求められる。 

このため、介護に関連する日本語等に関する研修を実施することにより、近年

増加する外国人材の語学力向上を支援し、円滑な就労及び職場定着を促進する。 

アウトカム指標：県内外国人介護人材数の増 

事業の内容（当

初計画） 

外国人介護人材の就労・定着促進を図るため、介護技能向上及び日常生活で

必要となる日本語等に関する研修を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

研修参加者数 

アウトプット

指標（達成値） 

研修参加者数 39 人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：外国人材数（R3.12 末）145 人 

  (R4.12 末) 215 人   

＜最新＞ (R5.12 末) 374 人  

（１）事業の有効性 

 外国人材のコミュニケーション能力向上のためのオンライン研修及び集合研

修の実施により語学力向上及び外国人材同士のネットワーク構築を支援し、円

滑な就労及び職場定着に繋げることができた。 

（２）事業の効率性 

 初級・中級のコースを設けることで、それぞれのレベルに合った研修を行う

ことができ、参加者の高い満足度にも繋がった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No. 44】 

認知症地域支援体制整備事業 

（認知症支援体制研修事業のうちチームオレンジに関する

こと） 

【総事業費】 

695 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域 

事業の実施主

体 

宮崎県（県介護福祉士会に委託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため、医療従事

者向けの認知症の対応力向上研修や市町村において認知症施策担う認知症地域

支援推進員等に対する資質向上のための研修を行う必要がある。 

アウトカム指標：チームオレンジ整備市町村数の増加 

事業の内容（当

初計画） 

①オレンジチューターの養成 

②チームオレンジコーディネーター研修の実施 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

①オレンジチューター研修への派遣 ３名 

②チームオレンジコーディネーター研修 50 名 

アウトプット

指標（達成値） 

①オレンジチューター研修への派遣 ２名 

②チームオレンジコーディネーター研修…63 名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・チームオレンジ整備市町村数 

R3 年度：１町、R4 年度：２市町、R5 年度：４市町 

（１）事業の有効性 

 市町村におけるチームオレンジ設置を推進するため、チームオレンジの立ち

上げ支援を行うコーディネーターの養成研修や、コーディネーター研修の講師

役となるオレンジチューターの養成研修を実施した。 

（２）事業の効率性 

 研修プログラムに、県内のチームオレンジの事例発表を取り入れることで、

各地域の特徴等に合ったチーム構築の検討できるようにした。また、グループ

ワークを実施し、各自治体担当者の関係性の構築や連携推進を支援した。 

その他  
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令和４年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

宮崎県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議

論 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 
 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することも

あると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポー

トできる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだ

けでなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中

し、病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、という

ことを認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減っ

た分負担が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直して

いただけると大変ありがたい。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 
 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

合   計 11,037床 
*端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

   ・看取りに関する取組みを実施する市町村数 

５市町村(令和2年度)→13市町村(令和5年度) 
     
  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の

高い医療従事者の養成・確保を図る。 

・県内日本アレルギー学会専門医数 14人(2021年度)→15人(2023年度) 

・歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

 歯科衛生士 86.9％（令和２年度） → 90％（令和５年度） 

  歯科技工士 42.9％（令和２年度） → 60％（令和５年度） 
・看護職員数 21,464人(2020年)→21,728人(2022年) 

 

⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

   2024年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環境とな

っている医師の労働時間短縮を進める必要があることから、勤務医の働き方改革推

進の取組を進める。 

  ・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 
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51％(2019年)→55％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→10％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検討を

開始した医療機関数 ６医療機関（2022年） 

 
④ 計画期間 

 令和３年度～令和６年度 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・看取りに関する取組みを実施する市町村数 13市町村(令和5年度) 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・県内日本アレルギー学会専門医数 14人(2024年度) 

・歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

歯科衛生士 74.1（令和５年度） 

歯科技工士 25.0（令和５年度） 

・看護職員数 21,464人(2020年)→21,505人(2022年) 

 
⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

   医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働削減 

に向けた取組を支援。 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 58.3％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

2.3％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検討を

開始した医療機関数 １医療機関（2023年） 

 

 ２）見解 ３）改善の方向性 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和６年度まで延長して

令和４年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 

・病床機能再編支援事業について、医療機関が地域の関係者間の合意の上、地域医

療構想に即した病床機能再編の実施に伴い、病床数を減少させる場合に給付金を

支給し、将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備
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費用等に活用することができた。 
 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 

・アドバンス・ケア・プランニング普及啓発事業推進委員会の開催により､県内の

専門職への支援策や県民への効果的な普及啓発方法について検討し、専門職向け

の研修会（実践報告会）やメディア等を活用した普及啓発の実施に繋がった。なお、

推進委員会については、年５回の開催を指標としているが、令和５年度は２回で十

分に協議できたため、予定数を下回った。次年度以降も５回開催を指標にしつつ、

推進委員の意見を聞きながら、必要に応じた回数で実施していく。 

 

③  医療従事者の確保に関する目標 

・アレルギー専門医等育成による小児医療支援事業について、アレルギー専門医の

少ない本県において拠点病院の医師がアレルギー疾患の広範な知識や手技を学ぶ

研修会･講習会に参加することにより、専門医を目指すきっかけとなり、専門医の

養成につなげることができた。アレルギー専門医として認定を受けるためには、複

数の条件が必要になるが、見込み者が退職したことにより、目標値に届かなかっ

た。今後は、見込み者が増えるよう、診療科を小児科と皮膚科に、内科も加え研修

に参加していくこととする。 

・歯科医療従事者養成学校設備整備事業により歯科医療従事者養成学校の設備整

備を支援することで、歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を

提供できる人材育成を行うための体制を確保することができた。 

・看護人材獲得支援事業により、看護マネジメント経験をもつ支援員を看護協会内

に設置し、看護管理者等の看護人材確保に関する悩みや課題等を聞き取り、助言を

行うことができた。また、教育研修体制を整備する医療機関や認定看護師等の研修

派遣を実施する医療機関に対する助成等を行うことにより、医療機関による看護

人材確保に対する機運が高まり、看護人材の確保・定着が図られた。 

 

⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

・医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働削減

に向けた取組を支援することができた。また、補助事業の周知をすることによっ

て、県内の医療機関に令和６年度から開始される医師の時間外労働上限規制につ

いての制度周知を併せて行うことができた。 

 

 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和５年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。   
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３．事業の実施状況 

 
令和４年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 Ⅰ-2地域医療構想の達成に向けた病床数又は機能の変更に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能再編支援事業 

【総事業費】 

152,076千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイル

ス感染症への対応により顕在化した地域医療の課題への対応を含め、地域の実

情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築するため、病床の機能分化・

連携を促進する必要がある。 

アウトカム指標：  

宮崎県地域医療構想の病床数の必要量と病床機能報告の病床数との比較に

おいて不足する病床機能の充足 

区域名 
２０２０年度 

病床機能報告値 
２０２５年 

病床数の必要量 

宮崎東諸県 

高度急性期 ６８２床 
急性期 ２，６２６床 
回復期   ７３７床 
慢性期 １，２４２床 
（休棟等） １３４床 
計    ５，４２１床 

高度急性期     ５５８床 
急性期       １，６０２床 
回復期     １，３２４床 
慢性期         ９６２床 

  計   ４，４４５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ６，５２３．８人／日

都城北諸県 

高度急性期  ４５床 
急性期  １，６６９床 
回復期    ４５８床 
慢性期   ４２１床 
（休棟等） １６６床 
計   ２，７５９床 

高度急性期  ２１８床 
急性期    ６７６床 
回復期    ７４０床 
慢性期    ２７９床 
計    １，９１１床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，１８４．４人／日

延岡西臼杵 

高度急性期  ４２床 
急性期 １，０２８床 
回復期   ２８１床 
慢性期    ４９２床 

（休棟等）   ５３床 
計   １,８９６床 

高度急性期  １０８床 
急性期    ４１８床 
回復期    ５２２床 
慢性期    ３０９床 

 
計    １，３５７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，０３３．５人／日

日南串間 

高度急性期  ４床 
急性期  ３９２床 
回復期  １５０床 
慢性期  ６６７床 
（休棟等） １８床 
計  １，２３１床 

高度急性期  ３７床 
急性期   １６５床 
回復期   ２７０床 
慢性期   ４０７床 

 
計     ８７７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） ８５４．９人／日

西諸 
高度急性期  ０床 
急性期  ４９８床 
回復期  ２５０床 

高度急性期  ２７床 
急性期   １６４床 
回復期   ３９９床 
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慢性期  ３６２床 
（休棟等） ３４床 
計  １，１４４床 

慢性期   ２０６床 
 

計     ７９５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  １，２７９．６人／日  

西都児湯 

高度急性期  ０床 
急性期   ５１０床 
回復期  １３４床 
慢性期   ４３３床 
（休棟等） ５６床 
計    １，１３３床 

高度急性期   １８床 
急性期      １５２床 
回復期    ４１６床 
慢性期      ３２４床 

 
計          ９０８床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）１，１８３．７人／日  

日向入郷 

高度急性期  ０床 
急性期  ４６２床 
回復期  ２１５床 
慢性期  ３２７床 
（休棟等）  ３９床 
計    １，０４３床 

高度急性期  ３６床 
急性期   １８１床 
回復期   ３４９床 
慢性期   １８１床 

 
計     ７４６床 

※在宅医療等の必要量 ８４４．６人／日 
 

事業の内容（当初

計画） 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能

再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病

床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に対し、減

少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床

機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返

済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、

当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

対象となる医療機関数 １医療機関/年 

アウトプット指標

（達成値） 

対象となる医療機関数 １医療機関/年 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：宮崎県地域医療構想の必要病床数と病

床機能報告の病床数との比較において不足する病床機能の充足。 
 

病床機能 2020 2021 2022 2023 
増減 

（2023-2020） 

高度急性期 773 795 811 786 ＋13 

急 性 期 7,185 7,435 7,217 7,062 -123 

回 復 期 2,225 2,235 2,272 2,214 -11 

慢 性 期 3,944 3,477 3,315 3,096 -848 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費

用等に活用できるものであり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める

上で必須の事業となった｡ 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ヒア

リング等により効果が高いと判断したものに補助したため､効率的に執行でき
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たと考える｡ 

その他 総事業費 

R04：92,568千円(基金92,568千円、その他0千円) 

R05：59,508千円(基金59,508千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

アドバンス・ケア・プランニング普及啓発事業 

【総事業費】 

12,518千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

・現在は、約７割の人が医療機関で、約１割の人が自宅で亡くなっているが、「高

齢者の健康に関する意識調査（内閣府）」によると国民の約６割が「最期を迎え

たい場所」について、「自宅」を希望しており、今後、看取りの場所として「在

宅」も可能とする体制を確保することが求められている。 

・本人は自宅で最期を迎えたいと考えていても、いざ、急変となると本人が意思

表示できないことが多く、家族が救急車を呼び、最期を病院で看取るケースがあ

るが、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等の信頼できる人や医

療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有していれば、本人が意思表示できなく

ても、本人が望む対応が可能となる。 

・最期まで自分らしい生活を送るためには、在宅で医療の提供を受けながら最

期を在宅で迎える選択肢もあることから、県民が看取りの段階まで含めた在宅

医療について理解を深める必要がある。 

アウトカム指標： 

・看取りに関する取り組みを実施する市町村数 

 R2 ５市町（19％）⇒ R5 13市町村（50％） 

事業の内容（当初

計画） 

人生の最終段階を本人の希望どおりに過ごすためには医療・ケアに関して本

人の意思が尊重されることが重要であることから、アドバンス･ケア･プランニ

ングに関する人材の育成及び普及媒体の作成等を行い、普及啓発を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

推進委員会の開催   ５回 
実践報告会の開催   ２回 

アウトプット指標

（達成値） 

推進委員会の開催   ２回 
実践報告会の開催   １回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

看取りに関する取り組みを実施する市町村数 13市町村(R5) 

（１）事業の有効性 

推進委員会の開催により､県内の専門職への支援策や県民への効果的な普及

啓発方法について検討し、専門職向けの研修会（実践報告会）やメディア等を活

用した普及啓発の実施に繋がった。 

なお、推進委員会については、年５回の開催を指標としているが、令和５年度

は２回で十分に協議できたため、予定数を下回った。次年度以降も５回開催を指

標にしつつ、推進委員の意見を聞きながら、必要に応じた回数で実施していく。 

（２）事業の効率性 

 ロールプレイを取り入れた実践報告会を開催することにより、アドバンス・ケ

ア・プランニングについて効率的に理解を深めるとともに、意思決定支援を実践

する専門職の増加に繋がった。 

その他 総事業費 



   

- 10 - 
 

R04：6,409千円(基金6,409千円、その他0千円) 

R05：6,109千円(基金6,109千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

アレルギー専門医等育成による小児医療支援事業 

【総事業費】 

2,407千円 

事業の対象となる

区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎大学 

事業の期間 令和４年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県は、宮崎県アレルギー疾患医療拠点病院の候補となり得る医療機関に日

本アレルギー学会専門医が勤務しておらず、全国的にもアレルギー専門医の少

ない地域である。また、小児科医師数も全国的に少ないため、これらの分野の

専門医育成が急務である。 

アウトカム指標： 

・県内日本アレルギー学会専門医数 

現状値(R3年度)：14人→目標値(R5年度)：15人 

・県内日本アレルギー学会会員数 

現状値(R4.3)：47人→目標値(R4年度末)：50人 

事業の内容（当初

計画） 

本県に専門医が少ないアレルギー分野の基礎的な研修会・講習会等へ医師が

参加するための費用を助成する。 
アウトプット指標

（当初の目標値） 

 アレルギー分野の各種研修受講支援者数 のべ15人 

アウトプット指標

（達成値） 

 アレルギー分野の各種研修受講支援者数 のべ26人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・県内日本アレルギー学会専門医数：14人（R6年度） 

・県内日本アレルギー学会会員数 ：46人（R6.10） 

（１）事業の有効性 

アレルギー専門医の少ない本県において拠点病院の医師がアレルギー疾患

の広範な知識や手技を学ぶ研修会･講習会に参加することにより、専門医を目

指すきっかけとなり、専門医の養成につなげることができた。 

アレルギー専門医として認定を受けるためには、複数の条件が必要になる

が、見込み者が退職したことにより、目標値に届かなかった。今後は、見込み

者が増えるよう、診療科を小児科と皮膚科に、内科も加え研修に参加していく

こととする。 
（２）事業の効率性 

 拠点病院として中心拠点病院である国立病院機構相模原病院との連携体制

を構築したことで、より効率的な事業実施が期待される。 

その他 総事業費 

R04：  873千円(基金873千円、その他0千円） 

R05：1,534千円(基金1,534千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 

歯科医療従事者養成学校設備整備事業 

【総事業費】 

27,832千円 

事業の対象とな

る区域 

県央地区、県西地区 

事業の実施主体 歯科医療従事者養成学校 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

近年の高齢化に伴う訪問歯科治療や周術期における口腔ケア、フレイル予防

などのニーズはますます増加・多様化しており、歯科衛生士・歯科技工士を確保

することが必要である。 

アウトカム指標： 

歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

 歯科衛生士 86.9％（令和２年度） → 90％（令和５年度） 

 歯科技工士 42.9％（令和２年度） → 60％（令和５年度） 

事業の内容（当初

計画） 

県内２か所ある歯科医療従事者養成学校の設備を整備し、教育環境の充実を

図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

整備施設数 ２か所 

アウトプット指標

（達成値） 

整備施設数 ２か所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

 歯科衛生士 74.1（令和５年度） 

歯科技工士 25.0（令和５年度） 

（１）事業の有効性 

歯科医療従事者養成学校の設備整備を支援することで、歯科衛生士、歯科技工

士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材育成を行うための体制を

確保することができた。 

（２）事業の効率性 

歯科医療従事者養成学校に直接支援することで歯科医療従事者を効率的に養

成する体制を整備することができた。 

その他 総事業費 

R04：10,529千円(基金5,264千円、その他5,265千円) 

R05：17,303千円(基金7,865千円、その他9,438千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】 

看護人材獲得支援事業 

【総事業費】 

26,020千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職員

の需要は今後増大する見込みであり、看護職員の安定的な確保を図っていくこ

とが求められている。 

そのため、医療機関の求人・求職のマッチングや相談体制を強化するととも

に、院内の教育研修体制の整備や認定看護師等の資格取得に向けた派遣研修等

の経費を支援することにより、看護人材の確保と定着を図る。 

アウトカム指標：看護職員数 

21,464人(2020年)→21,728人(2022年) 

事業の内容（当初

計画） 

・看護マネジメント等の経験を持つ支援員が、医療機関等へ人材マネジメント

の助言等を行い、看護人材確保等に関する相談体制を強化する。 

・院内の教育研修体制を整備するため、外部講師の招聘や先進地視察等を行う

医療機関に対し、その経費を補助する。 

・認定看護師、専門看護師、特定行為研修の教育課程に職員を派遣する医療機関

等に対し、その経費を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・医療機関等への訪問件数：１５件／月 

・院内教育体制整備医療機関：５施設 

・認定看護師等研修派遣医療機関：１０施設 

アウトプット指標

（達成値） 

・医療機関等への訪問件数  ：５８件／年（月平均4.8件/月） 

・院内教育体制整備医療機関：１施設 

・認定看護師等研修派遣医療機関：３施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

看護職員数 21,464人(2020年)→21,505人(2022年) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務

従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定

となっている。このため現時点では観察できないが、支援員の医療機関訪問に

より看護人材確保のための行動変化が見られ、採用につながったケースもあり、

県内就業者数の増加に寄与していると考える。 

（１）事業の有効性 

看護マネジメント経験をもつ支援員を看護協会内に設置し、看護管理者等の

看護人材確保に関する悩みや課題等を聞き取り、助言を行うことができた。ま

た、教育研修体制を整備する医療機関や認定看護師等の研修派遣を実施する医

療機関に対する助成等を行うことにより、医療機関による看護人材確保に対す

る機運が高まり、看護人材の確保・定着が図られた。 

（２）事業の効率性 

 支援員が訪問することで、人材確保に悩みを抱える医療機関・訪問看護ステ

ーションに対し、ピンポイントに支援を行うことができた。また、研修体制や研
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修派遣の補助を併せて行うことで、医療機関が看護人材確保のための行動が起

こせる仕組みを設けることができ、事業効果が高まると考える。 

 

【アウトプット指標未達成の要因や改善の方向性】 

〇医療機関等への訪問件数 

 訪問看護ステーションや医療機関への訪問を行ったが、看護人材確保研修会

の開催等、訪問以外の業務に時間を要したため、訪問件数が少なかった。今後も

引き続き、医療機関等への訪問を継続し、看護管理者等に対して必要な支援を

しながら看護人材の確保・定着を推進する。 

〇院内教育体制整備医療機関・認定看護師等研修派遣医療機関 

年度当初に県医師会や看護協会等関係団体を通じて周知するとともに県ホー

ムページ掲載、医療機関訪問時に案内等を行ったが、新型コロナの対応等を理

由に職員の研修派遣が難しいと考えている医療機関が多かった。今後は支援員

を通して看護管理者へのサポートを強化するとともに、研修派遣の対象や補助

率を変更し、事業周知を図ることで、看護人材の確保・定着を推進する。 

その他 総事業費 

R04：11,520千円(基金11,487千円、その他33千円) 

R05：14,500千円(基金12,518千円、その他1,982千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31】 

介護サービス継続支援事業 

【総事業費】 

1,207,678 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全体 

事業の実施主

体 

宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月 31 日□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地

域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス

感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできるだけ小さくし

ていく必要がある。 

アウトカム指標：新型コロナ発生事業所等でのサービスの継続 

事業の内容（当

初計画） 

介護サービス事業所等で感染者が発生した場合でも、継続してサービスを提

供できるよう、かかり増し経費の補助や緊急時の応援職員派遣調整等を実施す

る。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 補助実施事業所・施設等数 

② 応援派遣候補者登録数 

アウトプット

指標（達成値） 

① 補助実施事業所・施設等数 324 事業所 

② 応援派遣候補者登録数 40 人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：廃止事業所数：R3 37 事業所→R4 34

事業所  

（１）事業の有効性 

 新型コロナウイルス発生事業所に対し、かかり増し経費を補助することで、

サービス提供の継続を図ることができた。また、コロナ発生事業所に対する応

援職員の派遣体制を構築することができた。 

（２）事業の効率性 

 コロナ感染拡大の第７波及び第８波の影響により、想定を大幅に超える申請

があり多くの申請分について繰り越し予算で対応することとなった。今後、申

請ついてより効率的な方法を検討する必要がある。また、コロナ発生事業所に

対する応援職員の派遣体制については、様々な方法（県の直営等）について検討

し、より効果的な方法を模索する必要がある。 

その他 R4 実績：R3 基金分(71,634 千円)+R4 基金分（332,678 千円） =404,312 千円 

※R4 基金の充当額［R4 年度分］332,678 千円、［R5 年度分］875,000 千円、計

1,207,678 千円 
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事業の区分 ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

事業名 【NO.21】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費】 

17,068千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県内医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

令和６年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環

境となっている医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

アウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→55％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→10％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 ６医療機関（2022年） 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療に特別な役割があり、かつ勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資

する計画を定める医療機関に対し、労働時間短縮に向けた体制整備に要する費

用等を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→ 58.3％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→ 2.3％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 １医療機関（2023年） 

（１）事業の有効性 

医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働

削減に向けた取組を支援することができた。また、補助事業の周知をすること

によって、県内の医療機関に令和６年度から開始される医師の時間外労働上限

規制についての制度周知を併せて行うことができた。 

（２）事業の効率性 

月の時間外労働が80時間を超過している医師を雇用している医療機関の時間

外勤務削減への取組をピンポイントで支援することにより、効率的に事業を実

施することができた。 

その他 総事業費 

R05： 17,068千円(基金15,361千円、その他1,706千円) 
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令和３年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議

論 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 
 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することも

あると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポー

トできる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだ

けでなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中

し、病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、という

ことを認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減っ

た分負担が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直して

いただけると大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見は特になし。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

合   計 11,037床 

（その他の目標） 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 43.3%(2019年)→50.0%(2025年)  
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

・在宅療養支援歯科診療所の増加  109か所(H29年)→119か所(R5年) 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 〇介護療養型医療施設からの転換 10カ所 
     
  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の

高い医療従事者の養成・確保を図る。 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合診療医  

５人(2020年)→８人(2023年) 
 
 ⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

   2024年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環境とな

っている医師の労働時間短縮を進める必要があることから、勤務医の働き方改革推

進の取組を進める。 
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  ・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→55％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→10％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検討を

開始した医療機関数 ６医療機関（2022年） 

 
⑦ 計画期間 

 令和３年度～令和５年度（医療分） 

令和３年度～令和５年度（介護分） 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 

（その他の目標） 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 48.6%(2023年) 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援歯科診療所の数 75(R5年) 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 

○ 介護療養型医療施設からの転換 ６カ所（208床） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合診療医 

１人(2023年) 
 
 ⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 
   医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働削減 

に向けた取組を支援。 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 58.3％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

2.3％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検討を

開始した医療機関数 １医療機関（2023年） 

 

 ２）見解 ３）改善の方向性 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和６年度まで延長して
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令和３年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

・中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業(公立病院等の将来計画の策定）

は、将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画を策定

するための費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機能の分

化・連携を図ることができた。アウトカム指標については、46.1(2020年)、45.3%(2021

年) 、44.2%(2022年)と低下傾向にあったが、回復傾向に転じた。今後も引き続き、

公立病院の将来計画策定を支援することで医療圏ごとの実態に即した医療機能の分

化・連携を図り、地域住民の医療に対する満足度の向上を目指す。 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅歯科医療推進事業の実施により､在宅歯科医療体制の充実が図られるととも

に在宅歯科医療の必要性に対する理解が深まり､また､医療介護従事者の資質の向上

と歯科医療機関との連携が促進された｡ 

 

③ 介護施設等の整備分 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。な 

お、引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度ま 

で延長して令和３年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしてい 

る。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・「地域医療・総合診療医学講座」運営支援事業により、地域医療実習を通して本

県の医療の実情を把握するとともに地域医療の意識醸成を図ることで､将来本県の地

域医療を支える気概を持つ医学生を養成することができた｡また､講座の医局員が各

地の医療機関に出向在籍することで､地域医療実習における現場での教育活動を行い

ながら､実際に地域医療体制の確保を図ることができた｡ 

 

 ⑥ 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

   ・医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働削減

に向けた取組を支援することができた。また、補助事業の周知をすることによって、

県内の医療機関に令和６年度から開始される医師の時間外労働上限規制についての

制度周知を併せて行うことができた。 
 
 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない(介護分)。   
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３．事業の実施状況 

 
令和３年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 １-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業 

事業名 【NO.２】 

中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業 

(公立病院等の将来計画の策定） 

【総事業費】 

26,724千円 

事業の対象となる

区域 

宮崎県全体 

 

事業の実施主体 市町村等 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療資源の乏しい本県において、人口減少社会の中で持続可能な中山間地域

の医療体制を構築するためには、現在、位置的・政策的に地域医療の拠点であ

る公立病院を中心とする効率的な医療提供体制の将来像について、地域が主体

となり真剣に議論しなければならない段階に至っている。 

アウトカム指標： 

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療構想では、まず公立病院の病床機能や果たす役割を検討することと

されている中、2025年以降にむけ、県民が安心して生活できる効率的・効果的

な医療体制を地域が主体となり検討していく必要があることから、市町村等が

行う公立病院等を含む医療機関の再編・ネットワーク化の将来計画の策定を支

援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

公立病院等の将来計画策定 ２か所 

アウトプット指標

（達成値） 

公立病院等の将来計画策定 ７か所  
 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 48.6%(2023年) 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画を策

定するための費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機

能の分化・連携を図ることができた。 

アウトカム指標については、46.1(2020年)、45.3%(2021年) 、44.2%(2022年)

と低下傾向にあったが、回復傾向に転じた。今後も引き続き、公立病院の将来

計画策定を支援することで医療圏ごとの実態に即した医療機能の分化・連携を

図り、地域住民の医療に対する満足度の向上を目指す。 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で、申請のあったもののうち、書面ヒア

リング等により効果が高いと判断するとともに、地域において真に必要である

かを判断するため、地域医療構想調整会議で合意を得た事業に補助したため、

効率的に執行できたと考える。 
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その他 総事業費 

R03:20,937千円(基金9,999千円、その他10,938千円) 

R05: 5,787千円(基金2,603千円、その他3,184千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.24】 

在宅歯科医療推進事業 

【総事業費】 

807千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎県歯科医師会、各歯科医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ □☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

脳卒中などの急性期患者やがん手術を受けた患者などは退院後も口腔ケア

や歯科治療のニーズが高いことが見込まれ、地域の実情に応じたより質の高い

在宅歯科医療が求められている。また、高齢化の進展等に伴い、在宅医療のニ

ーズがより一層増加していることから、在宅歯科診療に必要な機器を整備し、

切れ目なく患者の状態に応じた医療を提供するとともに、病床の機能分化・連

携を推進する仕組みづくりを行うことが急務となっている。 

また、在宅歯科医療を行う歯科医療機関が未だ不足していることから、在宅

歯科医療に従事できる人材を確保・育成するとともに、多職種連携との連携体

制を整備することが必要である。 

アウトカム指標： 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の育成 

132人(H28年)→367人(H30年)→600人(R2年) →700人(R5年) 

・在宅療養支援歯科診療所の増加 

 109か所(H29年)→119か所(R5年) 

事業の内容（当初

計画） 

①歯科医療機関設備整備の補助 

②在宅歯科ネットワークの構築 

 ・医療と介護における連携体制強化のための連絡調整会議の実施 

 ・歯科専門職の地域ケア会議への参画 

 ・在宅療養者のアセスメントを実施する体制づくり 

③歯科衛生士の復職支援事業 

・スキルアップ研修会の実施 

④在宅歯科医療人材育成等事業 

・歯科専門職向け研修会の実施 

・多職種連携強化のための介護・医療従事者向け研修会の実施 

⑤県民向けの周知啓発 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 ９か所 

・連絡調整会議の開催 ３回 

・研修会の開催 ４回 

アウトプット指標

（達成値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 19か所 

（うち中山間地域を診療する歯科医療機関10か所） 

・連絡調整会議の開催 32回 

・研修会の開催 ９回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の数 延830人(R5) 

・在宅療養支援歯科診療所の数 75(R5） 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､在宅歯科医療体制の充実が図られるとともに在宅歯科
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医療の必要性に対する理解が深まり､また､医療介護従事者の資質の向上と歯科

医療機関との連携が促進された｡ 

（２）事業の効率性 

  医療介護従事者や在宅歯科医療ｻｰﾋﾞｽの提供側･受入側の両面に同時にｱﾌﾟﾛｰﾁ

することで､効率的に在宅歯科医療を推進することができた｡ 

その他 総事業費 R05：807千円(基金611千円、その他196千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

162,773 千円 

事業の対象となる区

域 

県全域 

事業の実施主体 医療法人 

事業の期間 令和３年４月 1日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

 

① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換     288 床（10 カ所） 

 
 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換     288 床（10 カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

アウトプット指標

（達成値） 

【令和３年度】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 

131 床（４カ所） →  244 床（７カ所） 

 

【令和４年度】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 

244 床（７カ所） →  339 床（10 カ所） 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 

介護療養型医療施設からの転換等により、高齢者が地域において安

心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２） 事業の効率性 

 実地主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について

一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られ

た。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直
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しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促

進していく。 

総事業費 R3：83,239 千円、R4：79,534 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

「地域医療・総合診療医学講座」運営支援事業 

【総事業費】 

87,512千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎大学 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県における医師の地域間偏在を解消するためには本県の地域医療を担う医

師の育成・確保が急務であり、そのためには医学生に対し恒常的に地域医療マ

インドの醸成を促す環境整備が必要。 

また、医師不足地域での地域医療を守る体制を構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合診療医 

５人(2020年)→８人(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

宮崎大学医学部「地域医療・総合診療医学講座」の運営を支援する。 

（講座の具体的内容） 

・地域医療マインドの醸成 

大学でのカリキュラムに加え、様々な機会で医学生に対する地域医療教育の

充実を図る。 

・地域医療の教育拠点である地域総合医育成サテライトセンターの運営を通し

て、総合的な診療能力を有する専門医の育成を図る。 

・多職種連携を円滑に進めるため、コーディネーターを養成する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・「地域医療・総合診療医学講座」の支援 １か所 

・地域医療実習を行う学生数 101人  

・コーディネーターの養成数 30人 

アウトプット指標

（達成値） 

・「地域医療・総合診療医学講座」の支援 １か所 

・地域医療実習を行う学生数 延べ300人(R5)   

・コーディネーターの養成数 0人 ※コロナ禍のため中止(R5)  

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合診療医

１人(2023年)  

（１）事業の有効性 

地域医療実習を通して本県の医療の実情を把握するとともに地域医療の意識

醸成を図ることで､将来本県の地域医療を支える気概を持つ医学生を養成する

ことができた｡また､講座の医局員が各地の医療機関に出向在籍することで､地

域医療実習における現場での教育活動を行いながら､実際に地域医療体制の確

保を図ることができた｡ 

（２）事業の効率性  

地域医療実習については､地域内の医療機関にも協力してもらい､各人が十二

分に学習できる環境を整備することで､効率的な学習を行うことができた｡その

他､地域医療に係るオンラインでの講演会や勉強会に､ベテラン医師から医学
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生､あるいは他職種まで広範囲で受講しており､効率的に研修を実施できた｡ 

その他 総事業費 

R03：52,000千円(基金52,000千円、その他0千円) 

R05：35,512千円(基金35,512千円、その他0千円) 

総合診療科の歴史が浅く、全国的にも将来のキャリア形成や働く場に対する

不安等から、総合診療医を目指す医学生・若手医師が少ない状況にある。また、

新型コロナの影響でコーディネーター研修会が開催できず、他職種連携教育の

充実が十分に図れていない。 

地域枠医師等キャリアデザイン機構などを通じて全国的な状況の情報収集を

行うとともに、講座と連携して取組の強化を図る必要がある。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

女性医師等就労支援事業 

【総事業費】 

20,055千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

県内の女性医師の実数及び構成比が年々増加してきていることから、女性

医師が安心して働き続けることができるよう、出産・育児・介護といったラ

イフステージに応じた支援体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・県内医師数に占める女性医師の割合 

18.6％(2018年)→21.9％(2023年) 

・雇用継続や復職につながった女性医師数 ７人（2023年） 

事業の内容（当初

計画） 

ワークライフバランスに対する意識の啓発から、情報提供・相談、就労支援

をワンストップで対応できる体制を構築し、女性医師等が働き続けられる環境

を整備する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・日当直や時間外勤務免除等の支援数 10人 

・子どもの一時預かりや送迎等の支援数 40人 

アウトプット指標

（達成値） 

・日当直や時間外勤務免除等の支援数  ５人 

・子どもの一時預かりや送迎等の支援数 60人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・県内医師数に占める女性医師の割合 21.1％（2023年） 

女性医師数は、「医師・歯科医師・薬剤師統計」は隔年で実施されているた

め、2023年の数値は観察できなかったが、代替指標として2023年に県内で臨

床研修を開始した女性医師を、2022年の「医師・歯科医師・薬剤師統計」の

県内医師数に占める女性医師数に加えると614人（21.1％）となり、女性医師

数が増えてきていることが観察できた。 

・雇用継続や復職につながった女性医師数 ５人（2023年） 

（１）事業の有効性 

 女性医師等への短時間勤務制度､日当直の免除等を行う３医療機関に対し､

短時間勤務制度及び日当直免除を実施した場合の代替医師の人件費等を支援

し､１人の女性医師の離職防止・復職支援を促進した｡また､60人の子育て中の

女性医師等に対して保育支援を実施したことで､医師として働き続けていける

環境づくりが図られた｡ 

日当直や時間外勤務免除等の支援数については、代替医師不足等の理由によ

り目標値が達成できなかった。今後については、医療機関向けの事業説明会等

を通じて本事業の利用促進を図り、増加傾向にある女性医師が安心して働き続

けることができるよう、引き続き日当直や時間外勤務免除等を支援する必要が

ある。 

（２）事業の効率性 

 年間を通じた女性医師ｷｬﾘｱ支援相談窓口の運営等により､女性医師だけでな

く男性医師を含めた医師全体のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽに対する意識を高めることができ
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た。 

その他 総事業費 

R03：10,769千円(基金9,769千円、その他1,000千円) 

R05： 9,286千円(基金7,636千円、その他1,650千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

障がい児者歯科専門医育成事業 

【総事業費】 

6,000千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎市郡歯科医師会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

県内の障がい児者の歯科診療のニーズは年間延べ約26,000人（うち全身麻酔

法における歯科診療が必要な者は約470人）と推定されるが、これらの歯科診

療ニーズに対応するためには、宮崎歯科福祉センター（以下、「センター」と

いう。）において全身麻酔法などにおける歯科診療など高度な医療に対応でき

る障がい児者専門医及び歯科麻酔医数の確保を図るとともに、地域の協力歯科

医療機関との連携をスムーズに行う必要がある。 

アウトカム指標： 

・高度な医療に対応できる障がい児者歯科専門医数 

 ２人(2020年)→２人以上(令和５年度) 

・高度な医療に対応できる歯科麻酔医数 

  ０人(2020年)→１人以上(令和５年度) 

・センターでの全員麻酔法及び静脈内鎮静法による歯科治療の件数 

 259件(令和２年度) → 300人(令和５年度) 

・センターから協力歯科医療機関への紹介件数 

  43件(令和２年度)  → 100件(令和５年度) 

（以下はR3年度まで） 

・宮崎歯科福祉センターの受入れ患者数 

10,606人（うち全身麻酔法及び静脈内鎮静法における歯科診療を行う患者数

300人以上(2019年)→維持(2022年)） 

・年間診療日数 290日→維持（2022年） 

事業の内容（当初

計画） 

県内唯一の障がい児者専門の歯科診療所であるセンターに勤務する障がい

児者歯科専門の歯科医師及び歯科麻酔医の専門医の育成・定着を図るため、

研修参加や学会参加の経費を支援し、資質の向上に努める。 

また、障がい児者が住み慣れた地域で安心して歯科治療が受けられるよう地

域の協力歯科医師等を対象とした口腔保健の向上を図るための研修会等を行

う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

対象施設 １か所 

研修会、勉強会等の開催 12回（令和５年度～） 

アウトプット指標

（達成値） 

対象施設 １か所 

研修会、勉強会等の開催 ８回（令和５年度） 
事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 

・高度な医療に対応できる障がい児者歯科専門医数 ２人(2023年) 

・高度な医療に対応できる歯科麻酔医数 １人(2023年) 

・センターでの全員麻酔法及び静脈内鎮静法による歯科治療の件数 

 299人(令和５年度) 
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・センターから協力歯科医療機関への紹介件数 

  42件 (令和５年度) 

（１）事業の有効性 

障がい児者の歯科診療は､専門的な知識や技術を必要とし､診療のﾘｽｸも高い

ことから､専門医の確保が困難な状況であり､本事業により障がい児者歯科診

療を担う専門医を育成することができた｡ 

（２）事業の効率性 

 障がい児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉センターの患者数は､令和

５年度延べ14,293人と年々増加し、全国でも有数のセンターである。このセン

ターが中心となって研修会を開催することで､センタースタッフの確保や地域

の協力歯科医等を効率よく育成することができた｡ 

アウトプット指標に関して、研修会、勉強会等の開催については、外部講師

分の研修会の回数を計上しているが、宮崎歯科福祉センター内部講師による症

例検討会や勉強会なども月数回行われており、研修会、勉強会等は十分行われ

ていると考えている。 

その他 総事業費 

R03：4,000千円(基金4,000千円、その他0千円) 

R05：2,000千円(基金2,000千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 

中山間地域人財育成環境整備モデル事業 

【総事業費】 

2,423千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体（中山間地域） 

事業の実施主体 宮崎県、市町村 

事業の期間 令和３年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢化社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職

員の需要は今後増大する見込みであり、地域間連携に強い看護職員の安定的な

確保・育成を図っていくことが求められているが、中山間地域においては、人員

不足から研修機会に乏しく、意欲のある看護職員確保における課題となってい

ることから、研修機会の充実が求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数(常勤換算) 20,094人(2020年)→20,564人(2025年) 

・看護職員の離職率 7.9％(2019年)→8.5％以下を維持(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

中山間地域と都市部の医療機関の間で、看護職員の相互人材交流による研修

環境整備を支援し、研修機会の拡充及び医療機関間の連携を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

相互人材交流による研修実施者 ４人 

アウトプット指標

（達成値） 

相互人材交流による研修実施者 ２人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・看護職員数(常勤換算) 20,077人(2022年) 

・看護職員の離職率 11.3％(2022年) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務

従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定

となっている。このため看護職員の県内就業者数は観察できないが、研修成果

報告会においても看護意欲の向上や所属施設における自分自身の看護師として

の役割の再認識が得られたなどの成果が報告されていることから、離職率の低

下に寄与するモデル事業となっていると考える。 

（１）事業の有効性 

中山間地域医療機関から１名と県立延岡病院から１名の看護師が相互人材交

流による研修に参加した。環境の異なる施設での研修を行うことにより、看護

能力の向上だけでなく、看護観の変化や看護職の役割の再認識が得られ、看護

職員の意欲や資質の向上が図られた。 

なお、アウトプット指標は、もう一地域の中山間地域医療機関の人員体制や実

施体制が整わず研修が実施できなかったため未達成だが、引き続き、中山間地

域と都市部の医療機関の看護職員の相互人材交流による研修実施に必要な支援

を行い、中山間地域の医療人材の確保・育成につなげていく。 

（２）事業の効率性 

 相互研修とすることで、中山間地域医療機関における研修機会の確保だけで

はなく、都市部の医療機関にとっても、地域医療機関との連携や看護の繋がり
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を学ぶ機会を設けることができた。 

その他 総事業費 

R03：2,137千円(基金2,137千円、その他0千円) 

R05： 286千円(基金286千円、その他0千円) 
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事業の区分 ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

事業名 【NO.23】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費】 

184,714千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県内医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

令和６年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環

境となっている医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

アウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→55％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→10％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 ６医療機関（2022年） 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療に特別な役割があり、かつ勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資

する計画を定める医療機関に対し、労働時間短縮に向けた体制整備に要する費

用等を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→ 58.3％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→ 2.3％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 １医療機関（2023年） 

（１）事業の有効性 

医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働

削減に向けた取組を支援することができた。また、補助事業の周知をすること

によって、県内の医療機関に令和６年度から開始される医師の時間外労働上限

規制についての制度周知を併せて行うことができた。 

（２）事業の効率性 

月の時間外労働が80時間を超過している医師を雇用している医療機関の時間

外勤務削減への取組をピンポイントで支援することにより、効率的に事業を実

施することができた。 

その他 総事業費 

R03： 14,270千円(基金12,963千円、その他1,307千円) 

R04：150,590千円(基金49,086千円、その他101,504千円) 

R05： 19,854千円(基金17,869千円、その他1,985千円) 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議 

論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 
 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することも

あると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポー

トできる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだ

けでなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中

し、病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、という

ことを認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減っ

た分負担が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直して

いただけると大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見は特になし。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

（その他の目標） 

・本県の医療体制に対する満足度 43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

・在宅療養支援歯科診療所の増加 109か所(H29年)→119か所(R5年) 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７・８期介護保険事業支援計画等にお 

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。【現況値→Ｒ２年度末】 

    〇介護療養型医療施設からの転換 ５カ所 
     
  ④ 計画期間 

 令和２年度～令和５年度（医療分） 

令和２年度～令和５年度（介護分） 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床(2022) 

 （その他の目標） 
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   ・本県の医療体制に対する満足度 48.6%(2023) 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・在宅療養支援歯科診療所の数 75(R5） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７・８期介護保険事業支援計画等に

おいて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 

 〇介護療養型医療施設からの転換 ３カ所（119床） 

    

④ 医療従事者の確保に関する目標 

・「地域医療・総合診療医学講座」の専門研修プログラムで育成される総合診療医 

 10人(2022)  

・看護職員数 21,464人(2020)  
 

 ２）見解 ３）改善の方向性 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和５年度まで延長して

令和２年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

「中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業(公立病院等の将来計画の策定）)

について、将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画

を策定するための費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機

能の分化・連携を図ることができた。アウトカム指標については、46.1(2020年)、

45.3%(2021年) 、44.2%(2022年)と低下傾向にあったが、回復傾向に転じた。今後も

引き続き、公立病院の将来計画策定を支援することで医療圏ごとの実態に即した医

療機能の分化・連携を図り、地域住民の医療に対する満足度の向上を目指す。 

 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 

「在宅歯科医療推進事業」について、本事業の実施により､在宅歯科医療体制の

充実が図られるとともに在宅歯科医療の必要性に対する理解が深まり､また､医療介

護従事者の資質の向上と歯科医療機関との連携が促進された｡ 

 
 ③ 介護施設等に整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。な 

お、引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度ま 

で延長して令和２年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしてい 

る。 

 

 
 ４）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない（介護分）。 
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３．事業の実施状況 

 
令和２年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【NO.3】 

中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業 

(公立病院等の将来計画の策定） 

【総事業費】 

81,234千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

 

事業の実施主体 市町村等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日、 

令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療資源の乏しい本県において、人口減少社会の中で持続可能な中山間地域

の医療体制を構築するためには、現在、位置的・政策的に地域医療の拠点であ

る公立病院を中心とする効率的な医療提供体制の将来像について、地域が主体

となり真剣に議論しなければならない段階に至っている。 

アウトカム指標： 

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療構想では、まず公立病院の病床機能や果たす役割を検討することと

されている中、2025年以降にむけ、県民が安心して生活できる効率的・効果的

な医療体制を地域が主体となり検討していく必要があることから、市町村等が

行う公立病院等を含む医療機関の再編・ネットワーク化の将来計画の策定を支

援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

公立病院等の将来計画策定 ２か所 

アウトプット指標

（達成値） 

公立病院等の将来計画策定 ７か所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 48.6%(2023年) 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画を策

定するための費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機

能の分化・連携を図ることができた。 

アウトカム指標については、46.1(2020年)、45.3%(2021年) 、44.2%(2022年)

と低下傾向にあったが、回復傾向に転じた。今後も引き続き、公立病院の将来

計画策定を支援することで医療圏ごとの実態に即した医療機能の分化・連携を

図り、地域住民の医療に対する満足度の向上を目指す。 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で、申請のあったもののうち、書面ヒア

リング等により効果が高いと判断するとともに、地域において真に必要である
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かを判断するため、地域医療構想調整会議で合意を得た事業に補助したため、

効率的に執行できたと考える。 

その他 総事業費 

R02:15,299千円(基金9,999千円、その他5,299千円)   

R04:34,211千円(基金19,166千円、その他15,045千円) 

R05:31,724千円(基金14,269千円、その他17,454千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.6】 

在宅歯科医療推進事業 

【総事業費】 

34,288千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎県歯科医師会、各歯科医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

脳卒中などの急性期患者やがん手術を受けた患者などは退院後も口腔ケア

や歯科治療のニーズが高いことが見込まれ、地域の実情に応じたより質の高い

在宅歯科医療が求められている。また、高齢化の進展等に伴い、在宅医療のニ

ーズがより一層増加していることから、在宅歯科診療に必要な機器を整備し、

切れ目なく患者の状態に応じた医療を提供するとともに、病床の機能分化・連

携を推進する仕組みづくりを行うことが急務となっている。 

また、在宅歯科医療を行う歯科医療機関が未だ不足していることから、在宅

歯科医療に従事できる人材を確保・育成するとともに、多職種連携との連携体

制を整備することが必要である。 

アウトカム指標： 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の育成 

132人(H28年)→367人(H30年)→600人(R2年) →700人(R5年) 

・在宅療養支援歯科診療所の増加 

 109か所(H29年)→119か所(R5年) 

事業の内容（当初

計画） 

①歯科医療機関設備整備の補助 

②在宅歯科ネットワークの構築 

 ・医療と介護における連携体制強化のための連絡調整会議の実施 

 ・歯科専門職の地域ケア会議への参画 

 ・在宅療養者のアセスメントを実施する体制づくり 

③歯科衛生士の復職支援事業 

・スキルアップ研修会の実施 

④在宅歯科医療人材育成等事業 

・歯科専門職向け研修会の実施 

・多職種連携強化のための介護・医療従事者向け研修会の実施 

⑤県民向けの周知啓発 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 ９か所 

・連絡調整会議の開催 ３回 

・研修会の開催 ４回 

アウトプット指標

（達成値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 19か所 

（うち中山間地域を診療する歯科医療機関10か所） 

・連絡調整会議の開催 32回 

・研修会の開催 ９回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の数 延830人(R5) 

・在宅療養支援歯科診療所の数 75(R5） 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､在宅歯科医療体制の充実が図られるとともに在宅歯科
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医療の必要性に対する理解が深まり､また､医療介護従事者の資質の向上と歯科

医療機関との連携が促進された｡ 

（２）事業の効率性 

  医療介護従事者や在宅歯科医療ｻｰﾋﾞｽの提供側･受入側の両面に同時にｱﾌﾟﾛｰﾁ

することで､効率的に在宅歯科医療を推進することができた｡ 

その他 総事業費 

R02：16,191千円(基金11,825千円、その他4,367千円) 

R05：18,097千円(基金13,682千円、その他4,415千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

191,889 千円 

事業の対象となる区

域 

宮崎東諸県、日向入郷 

事業の実施主体 医療法人 

事業の期間 令和２年４月 1日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

 

① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換     251 床（５カ所） 

・介護予防拠点                 １カ所 

 
 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換     251 床（５カ所） 

 

③ 介護施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に

必要な経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・簡易陰圧装置の設置             ７５カ所 

・ゾーニング環境等の整備           ３８カ所 

・多床室の個室化改修              ２カ所 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

アウトプット指標

（達成値） 

【令和 2年度】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 

12 床（１カ所） → 131 床（４カ所） 

 

【令和 4年度】 

○介護予防拠点 １市（１カ所） 

○簡易陰圧装置の設置 特別養護老人ホーム等 74 カ所 

○ ゾーニング環境等の整備 37 カ所 

○ 多床室の個室化 2カ所 
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事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 

介護療養型医療施設からの転換等により、高齢者が地域において安

心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２） 事業の効率性 

 実地主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について

一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られ

た。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直

しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促

進していく。 

総事業費 R2：12,418 千円、R4：179,471 千円 
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令和元年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

宮崎県 
 
  



   

- 2 - 
 

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において説明 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することもあ

ると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポートで

きる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだけ

でなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中し、

病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、ということを

認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減った分負担

が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直していただける

と大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見はなし。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

（その他の目標） 

○がん治療等における医科歯科連携体制の充実 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 

 444薬局（2017）→488薬局（2023） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７・８期介護保険事業支援計画等にお 

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の

高い医療従事者の養成・確保を図る。 

○キャリア形成プログラム適用同意率 65.2％(2019年)→100％(2025年)  

〇看護職員の離職率 12.6％(2019年)→8.5％以下(2023年) 
 

２．計画期間 

 平成31年度～令和７年度（医療分） 

平成27年度～令和５年度（介護分） 

■宮崎県全体（達成状況） 
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１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 

  

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数 486薬局（R5年度） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を下回 

る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サービス施 

設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備を進める必要 

がある。 

 

     

④ 医療従事者の確保に関する目標 

○キャリア形成プログラム適用同意率 85％(2023年)  

〇看護職員の離職率 11.3％(2022年) 

 

 

 ２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長して

令和元年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

（介護施設等の整備分） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。なお、

引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延

長して令和元年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本事業の実施により､医療と介護を連携するための課題抽出や解決策の検討等を

行う協議の場を設けることができた｡ 

 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 

薬局･薬剤師への介護保険制度や在宅医療に必要な無菌調剤技術に関する研修の 

実施により､在宅医療に取組む薬局･薬剤師を育成することができた｡また、地域ケア

会議に関する勉強会の実施により、在宅医療を推進するための体制づくりを行うこ

とができた。 

 

③  医療従事者の確保に関する目標 

・地域枠等医学生向けの地域医療オリエンテーション（宮崎県キャリア形成卒前支

援プランキックオフミーティング）を開催することで、地域医療に対する理解が深
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まるとともに、キャリア形成プログラムの適用を受ける地域枠等医学生の県外実習

を支援することで、将来的に宮崎県内で活躍する医師の確保・養成を図ることがで

きた。令和４年度入学者以降の宮崎大学医学部地域枠の学生は、キャリア形成プロ

グラムの適用に同意することが出願要件の一つとなっているため、上記プログラム

の適用同意率は当然に高くなるが、目標達成までにはまだ時間がかかるため、引き

続き、県が医学生の地域医療に対する意識を高めるような機会を設けることにより、

将来的な本県の医師確保につなげていく。 

・病院内保育施設を運営する事業者への運営費を支援することで､女性医師や看護職

員等の離職防止及び再就業を促進し､医療従事者の確保・定着を図ることができた｡ 
 
 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない（介護分）。 
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３．事業の実施状況 

 
令和元年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【NO.４】 

医療・介護連携推進事業 

【総事業費】 

6,504千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 県、市町村、県医師会、郡市医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療必要度が低い場合や、在宅で過ごしたいが受入体制が不十分なために

慢性期病床等に入院せざるを得ない患者が、無理なく在宅生活へ移行するた

めには、医療と介護の連携が不可欠である。 

アウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較において超過

するとされる県全域の慢性期機能病床について、 ２０２５年度までにその解

消を図るための転換等を行う。 

（慢性期機能病床数） 

 ２０１７年病床機能報告数（Ａ） ４，０７３床 

 ２０２５年病床数の必要量（Ｂ） ２，６６６床 
     （Ｂ）－（Ａ）          ▲１，４０７床 

事業の内容（当初

計画） 

 慢性期病床等の解消を図るため、県及び関係市町村が定める圏域で、医療と

介護を連携するための課題抽出や解決策の検討等を行う場を設置し、課題解決

のための研修を実施する。 
 また、医療から介護へのスムーズな移行を図るための環境整備として、患者

の情報共有を促進するICTシステムの導入、改修を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・医療介護連携のための研修実施箇所 ８か所 
・医療介護連携のためのICTシステム整備数 １か所 

アウトプット指標

（達成値） 

・医療介護連携のための研修実施箇所 ８か所 

・医療介護連携のためのICTシステム整備数 ０か所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・県全域慢性期機能病床数 3,096床(令和５年度) 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､医療と介護を連携するための課題抽出や解決策の検討

等を行う協議の場を設けることができた｡ 

令和５年度のICTシステムの整備について、各市町村に周知したが申請がな

かった。今後も各市町村のICT導入について、情報収集しながら、事業の活用

を促す。 
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（２）事業の効率性 

 課題抽出や解決策の検討を実施する場を設置し､協議を実施することによ

り､各地域の実情に合った共通ルールを運用することができた｡また､関係市町

村及び保健所等が連携しながら協議を実施していくことで､関係者間の顔の見

える関係を構築することができた｡ 

その他 総事業費 

R01：5,625千円(基金5,625千円、その他0千円) 

R04：  412千円(基金412千円、その他0千円) 

R05： 467千円(基金467千円、その他0千円) 
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事業の区分 Ⅰ地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【NO.5】 

地域医療支援病院等における医科歯科連携推進事業 

（がん治療等における医科歯科連携推進事業） 

【総事業費】 

20,467千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎県歯科医師会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日、 
令和５年 ４月１日～令和７年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

がん治療を受ける患者が増加する現在において、がん診療連携拠点病院等

と歯科の連携を図り、患者の口腔ケアを行うことで、感染症予防やがん治療

の副作用による口腔内合併症の予防・軽減など、患者のＱＯＬ向上を図る必

要がある。 

アウトカム指標：  

・がん患者の平均在院日数 

  19.8日(2017年)→目標値：18.1日(2024年) 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口腔機

能の向上を図るため、県内４地区に調整窓口を設置し、歯科衛生士を配置する。 
調整窓口では、病院等からの依頼を受け、地域の歯科診療所と調整し、患者

の口腔ケア等を実施。また、退院後の歯科診療所の紹介等を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

相談紹介件数 100件 

アウトプット指標

（達成値） 

相談紹介件数 277件（うち歯科医療機関につないだ数276件） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

・がん患者の平均在院日数  39.3日（2020年） 

※入院年に令和と平成を誤って記入されているものがある可能性があるた

め注意を要すると厚生労働省から示されている。 

 

３年ごとの統計のため2022年の数値が観察できず、かつ2020年の数値は注意

を要すると示されている。代替的指標として、相談紹介件数277件のうち歯科

医療機関につないだ件数が276件あることから、適切な口腔ケアの実施につな

がっているものと考えられる。 

（１）事業の有効性 

 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等を中心に､県内各地の医療機関

の医師や看護師等と連携を図り､入院患者等が口腔ケアなどの歯科医療を受け

られる体制の整備を図った｡ 
（２）事業の効率性 

 医科歯科連携の効率化を図るため､地域医療支援病院やがん診療連携拠点病

院を中心に医療関係者への周知啓発を強化し､関係者の協力体制を強化した｡ 

その他 総事業費 

R01：11,067千円(基金11,607千円、その他0千円) 

R05： 9,400千円(基金9,400千円、その他0千円)  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【NO.8】 

中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業 

(公立病院等の将来計画の策定） 

【総事業費】 

6,949千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

 

事業の実施主体 市町村等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療資源の乏しい本県において、人口減少社会の中で持続可能な中山間地域

の医療体制を構築するためには、現在、位置的・政策的に地域医療の拠点であ

る公立病院を中心とする効率的な医療提供体制の将来像について、地域が主体

となり真剣に議論しなければならない段階に至っている。 

アウトカム指標： 

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療構想では、まず公立病院の病床機能や果たす役割を検討することと

されている中、2025年以降にむけ、県民が安心して生活できる効率的・効果的

な医療体制を地域が主体となり検討していく必要があることから、市町村等が

行う公立病院等を含む医療機関の再編・ネットワーク化の将来計画の策定を支

援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

公立病院等の将来計画策定 ２か所 

アウトプット指標

（達成値） 

公立病院等の将来計画策定 ７か所 

 
事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 48.6%(2023年) 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能の再編・統合について、将来計画を策

定するための費用を支援するものであり、地域医療構想の達成に向けた医療機

能の分化・連携を図ることができた。 

アウトカム指標については、46.1(2020年)、45.3%(2021年)、44.2%(2022年)

と低下傾向にあったが、回復傾向に転じた。今後も引き続き、公立病院の将来

計画策定を支援することで医療圏ごとの実態に即した医療機能の分化・連携を

図り、地域住民の医療に対する満足度の向上を目指す。 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で、申請のあったもののうち、書面ヒア

リング等により効果が高いと判断するとともに、地域において真に必要である

かを判断するため、地域医療構想調整会議で合意を得た事業に補助したため、

効率的に執行できたと考える。 

その他 総事業費 R05: 6,949千円(基金3,126千円、その他3,823千円)  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.2】 

薬剤師による在宅医療提供体制整備事業 

【総事業費】 

31,250千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県薬剤師会、宮崎市郡薬剤師会、日南串間薬剤師会  

事業の期間 平成31年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

薬局・薬剤師による適切な医療サービスが提供できるよう在宅医療にかか

る提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標：在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 

現状値：444薬局(2017年)→目標値：488薬局(2023年)  

事業の内容（当初

計画） 

①在宅医療が行える薬剤師を育成するため、フィジカルアセスメントや無菌

調剤技術の研修を実施する。 

②医師及び介護支援専門員等との多職種連携シンポジウムを開催する。 

③地域の拠点薬局に無菌調剤室等の整備を支援し、地域の薬局が共同利用で

きる体制の構築を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・在宅医療に関する研修会受講薬剤師数 750名 

・在宅医療関係者との多職種連携シンポジウムの開催 ２回 

・共同利用型無菌調剤室等整備支援数 ２箇所 

アウトプット指標

（達成値） 

・在宅医療に関する研修会受講薬剤師数 

1,941名(R1､R2､R3､R4、R5年度) 

・在宅医療関係者との多職種連携シンポジウムの開催 ３回 

・共同利用型無菌調剤室等整備支援数 ２箇所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 486薬局(R5年度) 

（１）事業の有効性 

 薬局･薬剤師への介護保険制度や在宅医療に必要な無菌調剤技術に関する

研修の実施により､在宅医療に取組む薬局･薬剤師を育成することができた｡

加えて、在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数もアウトカム指標（令和５

年度末までに488件）に対し486件とわずかに目標を達成できなかったが、確

実に薬局数増加につなげることができた。 

 地域ケア会議に関する勉強会の実施により、在宅医療を推進するための体

制づくりを行うことができた。また、令和５年度日南串間地域の拠点となる

薬局に、共同利用型の無菌調剤室等の施設を整備することで、アウトプット

指標を達成し薬剤師による在宅医療提供体制の整備を進めることができた。 

 今後は、更なる在宅医療の向上に向け、令和６年度からの第８次医療計画

でアウトカム指標を変更しており、薬剤師により高度な薬学管理を充実させ、

多様な病態の患者やターミナルケアの参画を推進するにあたり、麻薬調剤や

無菌製剤処理等提供等対応可能な薬局を整備し体制を構築していく。 

（２）事業の効率性 

 県薬剤師会に委託したことで､研修会開催が広く周知され､薬剤師の研修参

加が促進できた。 
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その他 総事業費 

R01： 3,000千円(基金3,000千円、その他0千円) 

R02：12,230千円(基金7,115千円、その他5,115千円) 

R03： 1,938千円(基金1,800千円、その他138千円) 

R04： 3,051千円(基金3,000千円、その他51千円) 

R05：11,031千円(基金6,864千円、その他4,167千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.3】 

訪問看護ステーション等設置促進強化事業 

【総事業費】 

41,555千円 

事業の対象となる

区域 

宮崎・東諸県郡を除く県全体（Ｒ１、Ｒ２） 

宮崎市を除く県全体（Ｒ３～） 

事業の実施主体 設置事業者 

事業の期間 平成31年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療と介護をつなぐ役割を担う訪問看護ステーション等について、在宅医

療・介護の連携促進、地域包括ケアシステムを構築するための社会資源の基盤

として県内全域で訪問看護を利用できる体制整備が必要である。 

アウトカム指標：訪問看護事業所数 

116事業所(2019年)→158事業所(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

・条件不利地域等に新たに訪問看護ステーション等を設置する事業者に対し

て、立ち上げまでに必要な初期費用等を支援する。 

・訪問看護事業所が訪問看護職員を新規雇用した場合等に経費を支援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

条件不利地域等における訪問看護ステーション等の設置補助 21件 

新たに職員を雇用した訪問看護事業所への補助 43件 

アウトプット指標

（達成値） 

条件不利地域等における訪問看護ステーション等の設置補助 23件 

新たに職員を雇用した訪問看護事業所への補助数 20件 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

訪問看護事業所数 180事業所（2023年） 

（訪問看護事業所の増加事業所数 令和５年度の指定事業所数17。同期間にお

ける休止数９、廃止数４。） 

（１）事業の有効性 

既存の訪問看護事業所に対する基盤強化事業を一本化することで、県内全域

で安定的かつ継続的に訪問看護サービスを利用できる環境を整備するための

支援を行うことができた。また、訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供体制が不十分な地域に

新たに訪問看護事業所等を開設する事業者を支援することにより､訪問看護を

利用できる体制整備を進めることができた｡ 

なお、アウトプット指標のうち、新たに職員を雇用した訪問看護事業所への

補助数については、介護職員の人材不足の状況下において看護職員の確保に苦

労する事業所が多く目標未達成となった。訪問看護含む介護の現場の魅力発信

を行い、既存事業所の新規雇用拡大につなげる。 

（２）事業の効率性 

 地域別のﾆｰｽﾞや現在のｻｰﾋﾞｽ提供状況の把握をした上で補助対象地域を選定

したことにより､より地域の実情に応じた的確な訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等の整備支援

が可能となった｡ 

その他 総事業費 

R01：4,063千円(基金4,063千円、その他0千円) 

R02：3,575千円(基金3,575千円、その他0千円) 

R03：6,867千円(基金6,867千円、その他0千円) 

R05：27,050千円(基金8,900千円、その他18,150千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

100,050 千円 

事業の対象となる区

域 

宮崎東諸県、日南串間 

事業の実施主体 医療法人 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

 

① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換    75 床（2カ所） 

 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行

う。 

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換    75 床（2カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

【第７期介護保険事業支援計画／計画策定時→元年度末】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 86 床（３カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 

【令和元年度】 

〇介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 57 床（１カ所） 

〇介護付有料老人ホーム（介護療養型医療施設からの転換）18 床（１カ所） 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 

 地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が地域において

安心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２） 事業の効率性 

 実地主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について

一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られ

た。 

 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直し

を行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進

していく。 

総事業費 R1:100,050 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

中山間地域の持続可能な医療体制構築支援事業（医療人材確

保） 

【総事業費】 

71,255千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体（中山間地域） 

事業の実施主体 宮崎県、市町村、宮崎大学等 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県の医療体制に対する満足度｣について、中山間地域は都市部と比較して低

い。また、自治医科大学医師等が中山間地域で勤務する場合も、人的物的医療

資源が乏しいことから、様々な面での支援が必要。 

アウトカム指標： 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2022年) 

・救急科専門医 36人(2020年)→42人(2022年) 

事業の内容（当初

計画） 

中山間地域で県民が安心して生活するには、限られた医療資源を活用し、効

率的・効果的な医療体制を構築することが必要であり、そのために必要な支援

を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・キャリア形成支援のための施設・設備整備支援  １（R4で終了） 

・効率的な医療提供方法の検討及び計画の作成支援 ５ 

・ＩＣＴ等を活用した勤務環境改善・診療支援   ３ 

・救急医養成講座の支援 １ 

アウトプット指標

（達成値） 

・キャリア形成支援のための施設・設備整備支援  ０（R4で終了） 

・効率的な医療提供方法の検討及び計画の作成支援 ４ 

・ＩＣＴ等を活用した勤務環境改善・診療支援   ４ 

・救急医養成講座の支援 １ 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 44.2%(2022年) 

・救急科専門医 43人(2023年)  

（１）事業の有効性 

 関係機関や地域住民等による医療従事者の勤務環境改善に向けた取組等を支

援することで、中山間地域の効率的な医療体制の構築が図られた。 

 オンライン診療に必要となるICT機器等の導入や、施設の改修を支援すること

で、医療従事者の負担軽減や業務の効率化が図られた。 

 県内の救急医療体制を充実させるには救急医療人材を確保し、育成すること

が重要であり、そのことに繋がるための取組みに対し支援を行った。 

・医局の魅力を発信するプロモーション動画の配信、HPの拡充、WEB広告 

・医局員の知見・能力を向上するための学会・研修等への参加 

（２）事業の効率性 

 卒前から卒後まで一貫したスキルアップ・キャリア形成支援に取り組むこと

で地域枠医師等を効率的に養成・派遣する体制を整備することができた。 
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 令和５年度、別事業の「公立病院等の将来計画策定支援事業」を４市町村等

が活用。この事業と併用することで、計画策定にかかる会議や先進地視察への

補助が行えるなど、より効率的な活用が見込まれる。 

 各市町村が抱える課題の解消や、効率的な医療提供方法の検討等に係る取組

に対してピンポイントで支援をすることで、各地域の実情に応じた効率的に事

業を実施することができた。 

 確保、育成された救急医が県内各拠点病院へ派遣されることにより、それぞ

れの救急医療体制が充実するとともに、ひいてはその周辺（中山間地域等）の

医療機関への支援にも繋がる。 

その他 総事業費 

R04：35,234千円(基金32,744千円、その他2,490千円) 

R05：36,021千円(基金20,333千円、その他15,688千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

若手医師キャリアサポート事業（医学生サポート事業） 

【総事業費】 

4,080千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体（中山間地域） 

事業の実施主体 宮崎県、市町村、宮崎大学等 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和８年３月31日  

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

宮崎県に残る医師を増やし、確保するため、地域枠等医学生に対し、地域医

療へ従事することへの意識向上の啓発や、県内でキャリア形成プログラムを受

けるための様々な支援を行う必要がある。 

アウトカム指標： 

 キャリア形成プログラム適用同意率 65.2％(2019年)→100％(2025年) 

事業の内容（当初

計画） 

① セミナー開催事業 

地域医療の従事に対する意識を高め、将来宮崎県に定着するよう啓発するセ

ミナーを開催する。 

② 県内外実習支援事業 

さらなる医療技術のレベルアップを図るための県内外実習を支援し、医学教

育の充実を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

当事業により実習支援する医学生数 ７名  

アウトプット指標

（達成値） 

当事業により実習支援する医学生数 ８名（2023年）  

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 キャリア形成プログラム適用同意率 65.2％(2019年)→ 85.0％(2023年) 

（１）事業の有効性 

地域枠等医学生向けの地域医療オリエンテーション（宮崎県キャリア形成卒前

支援プランキックオフミーティング）を開催することで、地域医療に対する理解

が深まるとともに、キャリア形成プログラムの適用を受ける地域枠等医学生の県

外実習を支援することで、将来的に宮崎県内で活躍する医師の確保・養成を図る

ことができた。 

令和４年度入学者以降の宮崎大学医学部地域枠の学生は、キャリア形成プログ

ラムの適用に同意することが出願要件の一つとなっているため、上記プログラム

の適用同意率は当然に高くなるが、目標達成までにはまだ時間がかかるため、引

き続き、県が医学生の地域医療に対する意識を高めるような機会を設けることに

より、将来的な本県の医師確保につなげていく。 

（２）事業の効率性 

 地域医枠等医学生が最も在籍している宮崎大学へ補助することで効率的に事

業を実施することが出来た。また、宮崎大学と東京慈恵会医科大学が実施する交

換臨床実習を支援することで、効率的に医療技術のレベルアップを図ることがで

きた。 

その他 総事業費 

R04：1,223千円(基金1,223千円、その他0千円) 

R05：2,857千円(基金2,857千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

病院内保育所運営支援事業 

【総事業費】 

107,686千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 病院及び診療所に従事する職員のために保育施設を有する医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

令和５年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、看護

職者の需用は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な要請・確保

を図って行くことが求められている。 

アウトカム指標：  

(R1) 

 看護職員の県内就業者数 1,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

(R5)  

・看護職員の県内就業者数（常勤換算）20,094人(2020年)→20,564人以上(2026

年) 

・病院内保育所の設置数 25か所(2021年)→30か所(2024年) 

・看護職員の離職率 12.6％(2019年)→8.5％以下(2023年) 

事業の内容（当初

計画） 

県内に所在する病院及び診療所に従事する職員の離職防止及び再就業を促

進し、医療従事者の確保を図るため、病院内保育施設を運営する事業者を支

援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

(R1)院内保育所利用施設数 ４施設 

(R5～)  

・対象施設 ２か所 

・対象施設における利用者数(児童数) 15人 

アウトプット指標

（達成値） 

対象施設 ２か所 

対象施設における利用者数（児童数） 26人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

病院内保育所の設置数  26か所(2022年) 

看護職員の県内就業者数 21,505人(2022年)  

看護職員の離職率    11.3％(2022年) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業

務従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調

査予定となっている。このため現時点では観察できないが、代替指標として、

対象施設における院内保育施設を利用する医療従事者数は、22人(2021年)か

ら29人(2023年)に増加したことから、当事業は職員の離職防止及び再就業の

促進に寄与していると考えられる。 

（１）事業の有効性 

病院内保育施設を運営する事業者への運営費を支援することで､女性医師

や看護職員等の離職防止及び再就業を促進し､医療従事者の確保・定着を図る

ことができた｡ 
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（２）事業の効率性 

女性医師や看護職員等が働き続けることのできる勤務環境を整備すること

により､効率的に離職防止及び再就業促進に寄与した。 

また、休日保育等の補助額加算項目を設定することで医療従事者の勤務事

情に対応した保育体制が整備され、効率的に事業を実施できた。 

その他 総事業費 

R01：67,889千円(基金7,238千円、その他60,651千円) 

 R05：39,797千円(基金4,551千円、その他35,246千円) 
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平成30年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

宮崎県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において協議 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することもあ

ると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポートで

きる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだけ

でなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中し、

病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、ということを

認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減った分負担

が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直していただける

と大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見はなし。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の

課題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅

医療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニー

ズに見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

  回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量（()内は2018年の

数値） 

高度急性期   999床(  840床) 

急 性 期 3,356床(7,819床) 

回 復 期 4,017床(2,244床) 

慢 性 期 2,666床(3,953床) 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

○県内の訪問看護ステーション従事者数 446人（2016）→646（2025） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７・８期介護保険事業支援計画等にお 

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確

保、看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、

質の高い医療従事者の養成・確保を図る。 

○本県において総合診療科の専門研修を受ける医師数 

５名(2018)→９名(2024) 

 

２．計画期間 

 平成30年４月１日～令和７年３月31日（医療分） 

平成30年度～令和５年度（介護分） 
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■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

訪問看護推進事業により、訪問看護を開始する前から段階に応じた研修を実施す

ることにより、訪問看護人材の育成ができた。また、機能強化型訪問看護ステーシ

ョンや認定看護師等を活用することにより、高度医療に対応した実践力のある訪問

看護師の育成及び連携体制を整備することができた。 

○県内の訪問看護ステーション従事者数 813人(2022年)  

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を下回 

る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サービス施 

設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備を進める必 

要がある。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

専攻医受入体制整備事業により、短期手技実習等の実施体制を整えることで、魅

力的かつ効果的な研修の実施を図ることができ、総合診療科の専攻医の確保を行う

ことができた。 

○本県において総合診療科の専門研修を受ける医師数 13名(2023) 

 

２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続き

実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長して平成

30年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

（介護施設等の整備分） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。なお、 

引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長 

して平成30年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない（介護分）。 
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３．事業の実施状況 

 
平成30年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費】 

24,404千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成30年４月１日～平成31年３月31日、令和２年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

人口減少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じることか

ら、将来の医療需要に対応した病床の機能分化・連携を促進する必要がある。 

また、将来の地域にふさわしい医療体制を構築していくことが課題となって

おり、当該課題を解決するためには、県内の医療資源の現状を正確に把握する

ことが必要である。 

アウトカム指標： 

宮崎県地域医療構想の病床数の必要量と病床機能報告の病床数との比較にお

いて不足する病床機能の充足 

区域名 
２０１６年度 

病床機能報告値 
２０２５年 

病床数の必要量 

宮崎東諸県 

高度急性期 ７０１床 
急性期 ２，９２５床 
回復期   ７０２床 
慢性期 １，４１４床 
（休棟等） ２３２床 
計    ５，９７４床 

高度急性期     ５５８床 
急性期       １，６０２床 
回復期     １，３２４床 
慢性期         ９６２床 

  計   ４，４４５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ６，５２３．８人／日  

都城北諸県 

高度急性期  ４５床 
急性期  １，８８７床 
回復期    ３５９床 
慢性期   ４７２床 
（休棟等） ２０４床 
計   ２，９６７床 

高度急性期  ２１８床 
急性期    ６７６床 
回復期    ７４０床 
慢性期    ２７９床 
計    １，９１１床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，１８４．４人／日  

延岡西臼杵 

高度急性期  ３４床 
急性期 １，１１７床 
回復期   ２２９床 
慢性期    ５５５床 

（休棟等）   ８０床 
計   ２，０１５床 

高度急性期  １０８床 
急性期    ４１８床 
回復期    ５２２床 
慢性期    ３０９床 

 
計    １，３５７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，０３３．５人／日  

日南串間 

高度急性期  ０床 
急性期  ７０１床 
回復期   ７９床 
慢性期  ５５８床 
（休棟等）  ０床 
計  １，３３８床 

高度急性期  ３７床 
急性期   １６５床 
回復期   ２７０床 
慢性期   ４０７床 

 
計     ８７７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） ８５４．９人／日 

西諸 
高度急性期  ０床 
急性期  ６６１床 

高度急性期  ２７床 
急性期   １６４床 
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回復期  １７０床 
慢性期  ３４３床 
（休棟等）  ０床 
計  １，１７４床 

回復期   ３９９床 
慢性期   ２０６床 

 
計     ７９５床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  １，２７９．６人／日  

西都児湯 

高度急性期  ０床 
急性期   ４８０床 
回復期   ９６床 
慢性期   ５１２床 
（休棟等） ７５床 
計    １，１６３床 

高度急性期   １８床 
急性期      １５２床 
回復期    ４１６床 
慢性期      ３２４床 

 
計          ９０８床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）１，１８３．７人／日  

日向入郷 

高度急性期  ０床 
急性期  ４９９床 
回復期  ２２０床 
慢性期  ３４６床 
（休棟等）  ７９床 
計    １，１４４床 

高度急性期  ３６床 
急性期   １８１床 
回復期   ３４９床 
慢性期   １８１床 

 
計     ７４６床 

※在宅医療等の必要量 ８４４．６人／日 
 

事業の内容（当

初計画） 

① 病床機能転換等を図る医療機関の施設・設備整備費用の一部を補助するとと

もに、各地域における医療機関の役割分担等を協議・調整するための会議の

開催経費や調査研修経費への支援等を行い、医療機能の分化・連携を促進す

る。 

② 地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小の際に要する費用の一部

を補助する。 

③ 県内の医療資源の情報を収集し、データベースを構築して、それをもとに医

療機能の分析を行う事業を支援する。 

④ 再編統合等に付随して一体的に行う医療従事者の宿舎、院内保育所等の施設

設備整備の支援等を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・ 施設整備医療機関数   ６施設 

・ 設備整備医療機関数   ４施設  

・ 県内の医療資源に係るデータベースの構築・更新 ６０施設 

・ 病床削減に伴い、事業縮小を行う医療機関数 ２施設 

・ 再編統合等に係る施設設備整備医療機関数 １施設 

アウトプット指

標（達成値） 

・ 施設整備医療機関数  ０施設 

・ 設備整備医療機関数  ０施設  

・ 県内の医療資源に係るデータベースの構築・更新 ２８８施設 

・ 病床削減に伴い、事業縮小を行う医療機関数 ０施設 

・ 再編統合等に係る施設設備整備医療機関数 ０施設 

※施設・設備整備についてはH29基金で実施 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：宮崎県地域医療構想の必要病床数と病床

機能報告の病床数との比較において不足する病床機能の充足。 
 

病床機能 2014 2016 2021 2022 2023 
増減 

（2023-2014） 

高度急性期 788 780 795 811 786 -2 

急 性 期 8,534 8,270 7,435 7.217 7,062 －1,472 

回 復 期 1,504 1,855 2,235 2,272 2,214 +710 

慢 性 期 3,911 4,200 3,477 3,315 3,096 -815 
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（１）事業の有効性 

 将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費用

であり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める上で必須の事業となる｡ 

（２）事業の効率性 

 事前調査によりニーズを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ヒアリ

ング等により効果が高いと判断したものに補助したため､効率的に執行できたと

考える｡ 

 

その他 総事業費 

H30:7,958千円(基金7,954千円、その他4千円) 

R02:8,181千円(基金8,181千円、その他0千円) 

R05:8,265千円(基金8,265千円、その他0千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【Ｎｏ.2-4】 

中核的医療機関施設・設備整備事業(県北地区心臓脳血管セン

ター整備事業２) 

【総事業費】 

585,335千円 

事業の対象とな

る区域 

延岡西臼杵、日向入郷ほか 

事業の実施主体 県立延岡病院 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

県北地区で中核的役割を担っている同院だが、経皮的大動脈弁置換術（TAVI）

や交通事故や不慮の事故によりIVRが必要な症例については対応できず、宮崎市

内に搬送せざるを得なかった。また、今後、受療率の高い高齢人口が増加する中

で循環器疾患の医療機能を集約化することが必要となる。 

アウトカム指標： 

○地域医療構想に沿った病床の機能転換 

構想区域内の病床数の必要量    今回整備による同院病床数 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

○ハイブリッド手術室整備により可能となる手術等 

（循環器内科、外科、脳神経外科、心臓脳血管外科、救命救急科、整形外科） 

 385件(令和３年)→874件(令和６年) 

 ※ ハイブリッド手術室整備により３階手術室での手術件数増も予想され

る。 

 

○延岡西臼杵圏域から他圏域への流出抑制（MDC01神経系疾患、MDC05循環器） 

 （高度急性期・急性期） 

  人口動態を加味し

た令和３年推計値 

→ 

令和６年 

宮崎東諸県圏域 832.05人 2,500人 

(約500人の患

者流出抑制を

目指す) 

日向入郷圏域 141.31人 

他県 2,040.90人 

合計 3,014.26人 
 

○ドクターヘリ受入れ数 

 38件(R1･2年度平均)→52件(令和６年度) 
 

○同院搬送後の高次機能医療機関への転送（救急車） 

 42件(R1･2年度平均)→23件(令和６年度) 

 

 

現在 整備後 増減 

42 92 ↑ 

368 318 ↓ 

   

   

   

410 410 → 

 2020 2025 増減 

高度急性期 42 108 ↑ 

急性期 1,028 418 ↓ 

回復期 281 522 ↑ 

慢性期 492 309 ↓ 

休棟等 53   

合計 1,896 1,357 ↓ 
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事業の内容（当

初計画） 

 侵襲性の低い血管内治療と外科手術を同一の部屋で実施できる「ハイブリッド

手術室」の整備を支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

心臓脳血管センター整備の支援 １か所 

アウトプット指

標（達成値） 

心臓脳血管センター整備の支援 １か所 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 

○地域医療構想に沿った病床の機能転換 

今回整備による同院病床数 

  

 

 

 

 

 

 

○ハイブリッド手術室整備により可能となる手術等 

（循環器内科、外科、脳神経外科、心臓脳血管外科、救命救急科、整形外科） 

令和６年４月～８月時点で703件であり、目標値874件に迫る勢い。特にアブ

レーション手術についてはセンター整備と併せて対応可能な非常勤医師が常勤

化したこともあり、同手術の件数は令和５年度全体の67件に対して令和６年４月

～８月だけで56件に達しており、対前年度比で倍増に近くなる見込み。 

 

○延岡西臼杵圏域から他圏域への流出抑制（MDC01神経系疾患、MDC05循環器） 

 （高度急性期・急性期） 

MDC01神経系疾患、MDC05循環器系疾患の患者数（同期間の退院患者）について、

令和３年４～９月と令和６年４～９月を比較したところ、神経系疾患は220名→

191名と大きくは変わらないが、循環器系疾患は624名→656名と増加。また全疾

患に占める割合も増加しており、循環器系疾患患者の流出抑制に寄与しているも

のと考えられる。 

 

○ドクターヘリ受入れ数 

 令和６年４月～11月までで32件であり、このまま推移すれば目標値52件に近づ

く見込み。 
 

○同院搬送後の高次機能医療機関への転送（救急車） 

 令和６年４月～11月までで32件。ハイブリッド手術室の整備が当初予定より遅

れたことにより令和６年度内に目標の18件には至らない可能性があるが、センタ

ー整備と併せてアブレーション手術に対応できる非常勤医師が常勤化している

ことから、転送減少につながることが見込まれる。 

 

現在 整備後 増減 

42 92 ↑ 

368 318 ↓ 

   

410 410 → 

（１）事業の有効性 

 県内では宮崎市内の医療機関でしか受けられなかった上記の手術等に対応す

ることが可能となり、県北地域の循環器病に係る医療提供体制の充実・強化が図

られた。 

（２）事業の効率性 
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 延岡西臼杵医療圏はもとより周辺医療圏における心血管疾患等の集約化が図

られることで､限られた医療資源の中で将来の医療需要に対応した医療機能の分

化･連携を促進することができた｡  

その他 総事業費 R05：585,335千円(基金275,000千円、その他310,335千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.1】 

訪問看護推進事業 

【総事業費】 

73,884千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託） 

事業の期間 平成30年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ □☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

今後、増加が見込まれる在宅療養者等に対して、質の高い看護サービスの提供

と、訪問看護組織全体の質的向上の推進を図るための人材育成及び医療と介護の

連携を担う人材育成の拠点が必要。 

アウトカム指標：県内の訪問看護ステーション従事者数 

446人(2016年)→646人(2025年) 

事業の内容（当

初計画） 

○訪問看護推進協議会 

○人材育成事業  

① 訪問看護未経験者のための訪問看護教育支援 

② 訪問看護師養成基礎研修、訪問看護スキルアップ研修 

③ 実践力、高度医療対応力のある訪問看護師の育成 

④ 新卒訪問看護師育成研修 

○訪問看護相談支援事業 

 訪問看護ステーションの情報提供に係る窓口運営、出張相談、交流会の開催を

通じ、保健師、助産師、看護師及び准看護師で未就業の者に対し就業を支援。 

○医療介護連携人財育成事業 

 地域包括ケアの要となり、高度医療に対応できる実践力のある訪問看護師の養

成や関係機関との連携のため、地域で活動する専門職との研修及びOJT開発・

検証等を支援。 

○看護人材連携支援事業 

 ① 認定看護師等派遣支援 

 ② 管理者交流会 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

訪問看護推進協議会 年１回 

○人材育成事業 

 ① 訪問看護未経験者のための訪問看護教育支援 研修参加者数100名 

 ② 訪問看護師養成基礎研修 研修参加者数120名 

③ 訪問看護スキルアップ研修 研修参加者数50名 

④ 新卒訪問看護師育成研修 研修参加者数９名 

○訪問看護相談支援事業 相談件数50件／年 

○医療介護連携人財育成事業 

 医療介護連携のための人材育成研修 研修参加者20名 

○看護人材連携支援事業 

 ① 派遣件数23件 

 ② 交流会開催３回／年 

アウトプット指

標（達成値） 

・訪問看護推進協議会 年１回 

・人材育成事業 

  …訪問看護未経験者のための訪問看護研修 参加者数延べ46名 
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…訪問看護師養成基礎研修参加者 53名 

…訪問看護師スキルアップ研修参加者 50名 

  …新卒訪問看護師育成研修 参加者数 ６名 

・訪問看護相談支援事業 相談件数 114件／年 

・医療介護連携人財育成事業 

医療介護連携のための人材育成研修参加者 225名 

・看護人材連携支援事業 

認定看護師等の派遣支援 ５件 

交流会開催 ３回／年 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

訪問看護ステーションに従事する看護職員数 813人(2022年) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務従

事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定と

なっている。 

（１）事業の有効性 

 訪問看護に従事する前の段階から管理者期まで､段階に応じた研修の実施によ

り､訪問看護人材の育成ができた｡また、医療機関に就業する看護師と訪問看護師

が交流を図り、それぞれの役割を相互理解することで、今後の連携を推進する体

制整備をすることができた。 

各研修の参加状況等、開催時期の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ

流行の影響もありアウトプット指標の目標値を達成していないものもあるが、受

講生からは実践に活かせる内容であると評価は高く、部分的受講を可能とし、受

講のハードルを下げるなど開催方法等の見直しをしながら継続していく。 

（２）事業の効率性 

 (公社)宮崎県看護協会への事業委託により､県内全域からの訪問看護に携わ

る看護師等の研修参加が促進し､効率的に事業ができた｡ 

その他 総事業費 

H30：17,204千円(基金17,204千円、その他0千円) 

R02：13,621千円(基金13,621千円、その他0千円) 

R03：14,043千円(基金14,000千円、その他43千円) 

R04：14,236千円(基金14,000千円、その他236千円) 

R05：14,780千円(基金14,000千円、その他780千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 

（介護施設等の整備に関する事業） 

【総事業費】 

 22，055 千円 

事業の対象となる区

域 

宮崎東諸県、都城北諸県 

事業の実施主体 町、医療法人 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

  

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 認知症対応型デイサービスセンター        

 当初計画の１カ所は平成 29 年度基金を活用 

 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換       12 床（1カ所） 

 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行
う。 

整備予定施設等 

 介護療養型医療施設からの転換       12 床（1 カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

【第７期介護保険事業支援計画／計画策定時 → 30 年度末】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換）  86 床（３カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成３０年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

〇介護医療院            12 床（１カ所） 
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事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 

用地不調の関係で、実施主体において翌年度に見送りとなったもの

もあるが、地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が地域に

おいて安心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２）事業の効率性 

実施主体（町及び医療法人）と密に情報共有しながら調達方法や手

続き等について一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効

率化が図られた。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直し

を行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進

していく。 

総事業費 H30：6,107 千円、R1:15,948 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

31,903千円  

事業の対象となる区

域 

県全域 

事業の実施主体 県（民間事業者（コールセンター）） 

事業の期間 平成30年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

不要不急の時間外受診を減らし、小児科医の負担を軽減するため、かか

りつけ医が診療を行っていない時間帯（夜間）における小児の急な病気や

怪我に対し、保護者が相談できる体制づくりが必要。 

アウトカム指標：小児救急医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科

医の負担軽減を図る。  

 休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 

 現況値(H27)：25,388人 → 目標値(R05)：23,000人以下 

事業の内容（当初計

画） 

小児救急患者の保護者等からの電話相談により、保護者の不安軽減と小児

救急医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科救急医の負担軽減を図

る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

相談受付日数 365日、相談件数 約8,900件 

アウトプット指標

（達成値） 

相談受付日数 365日、相談件数 9,155件 

※対応内容のうち「昼間の受診を勧めた」「何かあれば受診を勧めた」 

44.9％ 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 R5年度：15,958人 

（１）事業の有効性 

小児救急患者の保護者等からの電話相談対応を毎日実施することで､不

要不急の受診抑制や､小児科救急医の負担軽減が図られ､本来の小児救急

患者への対応に専念できる体制づくりを進めることができた｡ 

（２）事業の効率性 

２回線で対応し､準夜帯、深夜帯における電話相談体制を確保した｡ 

その他 総事業費 

H30：11,804千円(基金11,804千円、その他0千円) 

R4：10,560千円(基金10,560千円、その他0千円) 

R5： 9,539千円(基金9,539千円、 その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

小児救急医療拠点病院運営事業 

【総事業費】 

811,993千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 都城市郡医師会病院 

事業の期間 平成30年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

休日及び夜間に入院治療を必要とする小児重症救急患者の医療の確保が必

要で、特に、県内４つの医療圏のうち唯一県立病院のない県西部の小児救急医

療拠点病院を支援し、小児救急医療体制の確保を図ることが必要。 

アウトカム指標：県内の小児救急医療圏（４医療圏）の維持 

小児救急医療圏 現況値(H28)：４医療圏 → 目標値(R75)：４医療圏（維持） 

事業の内容（当初

計画） 

医師不足等により体制維持が困難な小児救急医療拠点病院の運営を支援す 

ることで、休日及び夜間における入院治療を必要とする小児重症救急患者の医

療を確保する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

小児救急拠点病院の運営支援医療機関数 １医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

小児救急拠点病院の運営支援医療機関数 １医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

県内の小児救急医療圏（４医療圏）の維持 

小児救急医療圏 直近値(R6.3)：４医療圏 

（１）事業の有効性 

 休日及び夜間に入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医療を確保す

る拠点病院に対して運営費を補助することにより､拠点病院としての機能が維

持されている。 

（２）事業の効率性 

県内４つの子ども医療圏において､唯一県立病院のない県西部の小児救急医

療拠点病院を支援することにより､県内小児救急医療体制の確保が図られてい

る｡ 

その他 総事業費 

R3：260,949千円(基金12,403千円、その他248,546千円) 

R4：267,722千円(基金12,403千円、その他255,319千円) 

R5：283,322千円(基金12,403千円、その他270,919千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

救急医負担軽減促進事業 

【総事業費】 

19,420千円  

事業の対象となる区

域 

県全域 

事業の実施主体 県医師会、地域団体 

事業の期間 平成30年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

医師の疲弊を防ぎ、救急医療体制を維持するためには、平日夜間・休日

などの安易な時間外受診を減らす必要がある。そのため、かかりつけ医を

持ち、安易な時間外受診を控えることなどについて、県民に普及啓発を図

る必要がある。 

アウトカム指標：休日夜間急患センター小児科の年間救急患者数の減少 

現況値（H27）：25,388人 → 目標値(R6)：23,000人以下 

事業の内容（当初計

画） 

県民に救急医療機関の適正受診を促すため、普及啓発を行う。 
・保育園、幼稚園における訪問救急教室の開催（県医師会に委託） 
・県民に対する普及啓発の取組を実施する団体への支援（団体への補助） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

保育園・幼稚園における訪問救急教室開催回数 20 回 

救急医療利用（かかりつけ医等）の普及啓発を実施する団体数  ３ 

アウトプット指標

（達成値） 

・保育園・幼稚園における訪問救急教室開催回数 12回 

・救急医療利用（かかりつけ医等）の普及啓発を実施する団体数 ７ 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 R5年度：15,958人 

（１）事業の有効性 

地域住民に対し､救急医療の正確な知識を提供し､適正受診を促すこと

により､救急医の負担軽減が図られた｡アウトプット指標は、訪問救急教室

の開催を予定していたものの新型コロナウイルス等の感染症の流行によ

り中止になったものもあり未達成となったが、今後は感染症流行期を避け

た時期での実施を検討するなど、より効率的・効果的な実施を進める。 
（２）事業の効率性 

 各地域の小児科医が保護者等に説明する場を設けることで､コンビニ受

診抑制や､小児科医への病状相談などにより地域の小児科医と地域の保護

者の関係が促進されるなど､効果的な事業が展開されている｡ 

その他 総事業費 

H30：3,610千円(基金2,572千円、その他1,038千円) 

R4：7,743千円(基金6,146千円、その他1,597千円) 

R5：8,067千円(基金6,307千円、その他1,760千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

災害拠点病院等人材強化事業 

【総事業費】 

24,205千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 災害拠点病院、ＤＭＡＴ指定医療機関 

事業の期間 平成30年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

災害発生時に各医療圏において災害拠点病院を中心とした災害医療提供体

制を確立するため、災害医療に対応可能な人材の確保が課題となっており、

医療施設や関係機関の知識・技能の習得及び連携の強化が必要である。 

アウトカム指標：現在の災害医療体制の維持 

 災害拠点病院数 11(H29.1)→12(R5) 

事業の内容（当初

計画） 

各医療圏において、保健所と災害拠点病院等が中心となって、災害医療に関

する訓練・研修を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

災害医療訓練・研修の実施数 32回(H30年度､R02年度､R03年度､R04年度) 

 

アウトプット指標

（達成値） 

災害医療訓練・研修の実施数 103回(H30年度､R02年度､R03年度､R04年度、R05

年度) 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

災害拠点病院数:12(R5)   

（１）事業の有効性 

 災害医療に係る訓練･研修や資機材等の購入を支援することで､災害拠点病

院の人材強化を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

災害拠点病院が企画する訓練､研修の実施により､人材強化と併せて､各二

次医療圏における災害医療関係者の､顔の見える関係構築も効率的に行うこ

とができた。 

その他 総事業費 

H30：5,291千円(基金5,291千円、その他0千円) 

R02：5,173千円(基金5,173千円、その他0千円) 

R03：3,416千円(基金3,416千円、その他0千円) 

R04：4,348千円(基金4,348千円、その他0千円) 

R05：5,977千円(基金5,595千円、その他382千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

専攻医受入体制整備事業 

【総事業費】 

8,976千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 県、宮崎大学医学部 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和７年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

平成３０年度から導入される新たな専門医制度について、当県においては

専攻医が３０名（１次登録）しか確保できず、全国最下位となった。このま

までは、県内に専攻医が不足し、地域への派遣など地域医療に多大な影響が

及ぶことが懸念されるため、特にへき地等の医療を支える総合診療科の専攻

医を確保する必要がある。 

アウトカム指標：  

 本県において総合診療科の専門研修を受ける医師数 

  ５名(2018年) → ９名(2024年) 

事業の内容（当初

計画） 

総合診療科の専攻医の研修環境整備推進を図るため、寄附講座を通じ、連

携医療機関等への短期研修などに係る必要経費を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

短期手技実習実施数     12回 

県外・海外研修への参加人数 ４人 

アウトプット指標

（達成値） 

短期手技実習実施数     ６回 

県外・海外研修への参加人数 13人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

本県において総合診療科の専門研修を受ける医師数 13名(2023年)  

（１） 事業の有効性 

 当該事業の実施により短期手技実習等の実施体制を整えることで、魅力的

かつ効果的な研修の実施を図ることができ、総合診療科の専攻医の確保を行

うことができた。短期手技実習実施数について、新型コロナの影響で研修実

施が制限を受けた時期以降、実施数を増加できておらず、目標値を達成でき

なかった。引き続き、専攻医が有意義な研修をより多く受けられるよう研修

実施を推進する。 

（２）事業の効率性 

 事業の実施にあたっては､地域内の医療機関や県外の関係機関にも協力し

てもらい､各人が十二分に学習できる環境を整備することで､効率的に実施す

ることができた。 

その他 総事業費 

R04：4,488千円(基金4,488千円、その他0千円) 

R05：4,488千円(基金4,488千円、その他0千円) 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

☑ 行った 
（実施状況） 
令和６年５月27日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において協議 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・看護師等養成所への運営支援については、教員への研修も必要ではないか。 

・新規の訪問看護ステーションが開設されても、人材が確保できず、閉所することもあ

ると聞いており、安定した経営が課題。経営や労務管理等も含め、一元的にサポートで

きる体制が必要ではないか。 

・「特定行為に係る看護師の研修制度推進事業」に関して、どの分野の特定行為の看護

師が不足しているのか、それに対してどのような支援・取組を実施しているのか。 

・「病床機能再編支援事業」について、地域の実情を踏まえて、ただ病床を減らすだけ

でなく、減らした分、別の病院に患者が流れ、体力のある一部の病院に患者が集中し、

病床数が不足している、また患者が集まらないところは閉院につながる、ということを

認識してほしい。日本では医療法人が合併した例がほとんどない。病床が減った分負担

が回ってきている病院があるという実情を踏まえて、目標や制度を見直していただける

と大変ありがたい。 

 

（介護施設等の整備分） 

・介護施設等の整備に関する意見はなし。 

 

（以上、令和６年５月27日 医療介護推進協議会・医療審議会意見）   
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量（()内は2017年の

数値） 

高度急性期  999床(  797床) 

急 性 期 3,356床(8,107床) 

回 復 期 4,017床(1,971床) 

慢 性 期 2,666床(4,073床) 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

    ○在宅医療・介護推進協議会数 

       平成25年度 ０   → 平成29年度 ７  

    ○在宅療養支援病院数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ８   → 平成29年度 ９ 

    ○在宅療養支援診療所数（宮崎県医療計画） 

        平成24年度 １１６ → 平成29年度 １５０ 

     ○在宅療養支援歯科診療所数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ６４  → 平成29年度 ９０ 

     ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ３９４ → 平成29年度 ４００ 

     ○訪問看護ステーション数 

        平成29年度 条件不利地域等に９箇所設置 
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 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６～８期介護保険事業支援計画等にお 

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

     ○臨床研修医受入数（宮崎県総合計画アクションプラン） 

      平成26年度 ４５  → 平成30年度 ６２ 

     ○へき地公立医療機関における常勤医師数（宮崎県医療計画） 

      平成24年度 ５７  → 平成29年度 ６９ 

     ○平成29年度県内看護学校卒業生の県内就職者数５４６人を目指す。 

     ○平成29年度に薬剤師の復職支援や県外薬剤師・薬学生へのＰＲなど県内薬剤師

確保対策の体制構築を目指す。 

 

２．計画期間 平成２７年度～令和７年度 

       平成２９年度～令和５年度 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2023) 

高度急性期   786床 

急性期   7,062床  

回復期   2,214床 

慢性期   3,096床 
 
２０２５年における病床数の必要量に到達することを目標に、 
・各地域における医療機関の役割分担等を協議・調整するための会議の開催、調

査研究への支援 
・遠隔診療支援システム導入のための設備整備を支援 
・救急医療の機能分化・連携のための設備整備を支援 
するなどし、回復期病床については増加傾向にある（目標の方向性どおり）。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

・在宅医療・介護に携わる多くの職種が連携するための研修等を実施することに

より、在宅医療に係る提供体制が強化された。 
 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
   ・市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を下 

回る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サー 
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ビス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備を 
進める必要がある。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
・宮崎大学「地域医療・総合診療医学講座」を支援することにより、地域医療実   

習を通して本県の医療の実情を把握するとともに地域医療の意識醸成を図り､

将来本県の地域医療を支える気概を持つ医学生を養成することができた。また､

講座の医局員が各地の医療機関に出向在籍することで､地域医療実習における

現場での教育活動を行いながら､実際に地域医療体制の確保を図ることができ

た｡ 

・看護師養成所の運営支援、ナースセンターの支援、新人看護職員卒後研修など、

看護師の確保、養成などに取り組んだ。 
 

・院内保育所運営支援、女性医師相談窓口運営支援、医療勤務環境改善支援センタ

ーの設置による医療従事者の就労環境改善や小児救急医療電話相談事業等によ

る医療従事者の負担軽減などについて取りくんだ。 
・重症心身障がい児に従事する医師・看護師等の資質向上や、障がい児者の歯科診

療の専門医の育成について取り組んだ。 
 

２）見解 ３）改善の方向性 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長して

平成２９年度基金を充当することにより成果を目指すこととしている。 

（介護施設等の整備分） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。なお、 

引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延 

長して平成29年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
２０２５年における病床数の必要量に到達することを目標に、各地域における医 

療機関の役割分担等を協議・調整するための会議の開催、調査研究に支援する等 
し、回復期病床については増加傾向にある。今後も引き続き支援を行い、地域医 

療構想の達成を目指す。 

 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている（医療分）。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない（介護分）。 
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３．事業の実施状況 

 
平成29年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【No.1-1】 

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費】 

283,903千円  
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関、宮崎大学 

事業の期間 平成29年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

人口減少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じる

ことから、将来の医療需要に対応した病床の機能分化・連携を促進す

る必要がある。 

また、将来の地域にふさわしい医療体制を構築していくことが課題と

なっており、当該課題を解決するためには、県内の医療資源の現状を正

確に把握することが必要である。 

アウトカム指標：宮崎県地域医療構想の必要病床数と病床機能報告の病 

床数との比較において不足する病床機能の充足 

区域名 
２０１４年度 
病床機能報告値 

２０２５年 
必要病床数 

宮崎東諸県 

高度急性期 ７３４床 
急性期 ３，１３１床 
回復期   ６０４床 
慢性期 １，３５５床 
（無回答） １４２床 
計    ５，９６６床 

高度急性期     ５５８床 
急性期       １，６０２床 
回復期     １，３２４床 
慢性期         ９６２床 
  計   ４，４４５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ６，５２３．８人／

都城北諸県 

高度急性期  １２床 
急性期 １，８７１床 
回復期   ２７６床 
慢性期   ５１６床 
（無回答）  ９２床 
計   ２，７６７床 

高度急性期  ２１８床 
急性期    ６７６床 
回復期    ７４０床 
慢性期    ２７９床 
計    １，９１１床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，１８４．４人／

延岡西臼杵 

高度急性期  ４２床 
急性期 １，１２０床 
回復期   １７０床 
慢性期    ４０３床 
（無回答）   ５０床 
計   １，７８５床 

高度急性期  １０８床 
急性期    ４１８床 
回復期    ５２２床 
慢性期    ３０９床 
 
計    １，３５７床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，０３３．５人／

日南串間 

高度急性期  ０床 
急性期  ７０７床 
回復期   ６８床 
慢性期  ５２８床 
（無回答）  ０床 
計  １，３０３床 

高度急性期  ３７床 
急性期   １６５床 
回復期   ２７０床 
慢性期   ４０７床 
 
計     ８７７床 
※在宅医療等の必要量（医療需要） ８５４．９人／

西諸 高度急性期  ０床 高度急性期  ２７床 
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急性期  ５６６床 
回復期  １７１床 
慢性期  ３５０床 
（無回答）  ０床 
計  １，０８７床 

急性期   １６４床 
回復期   ３９９床 
慢性期   ２０６床 
 
計     ７９５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  １，２７９．６人／日  

西都児湯 

高度急性期  ０床 
急性期   ５３０床 
回復期  １０７床 
慢性期   ４３３床 
（無回答）１００床 
計    １，１７０床 

高度急性期   １８床 
急性期      １５２床 
回復期    ４１６床 
慢性期      ３２４床 
 
計          ９０８床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）１，１８３．７人／日  

日向入郷 

高度急性期  ０床 
急性期  ６０９床 
回復期  １０８床 
慢性期  ３２６床 
（無回答）  ４２床 
計    １，０８５床 

高度急性期  ３６床 
急性期   １８１床 
回復期   ３４９床 
慢性期   １８１床 
 
計     ７４６床 
※在宅医療等の必要量 ８４４．６人／日 

 

事業の内容（当初

計画） 

① 病床機能転換等を図る医療機関や５疾病５事業等で中核的役割を

果たす医療機関の施設・設備整備費用の一部を補助するとともに、各

地域における医療機関の役割分担等を協議・調整するための会議の開

催、調査研修への支援等を行い、医療機能の分化・連携を促進する。 

② 医療的ケア児の高度急性期から在宅移行に向けた医療等を行う施

設設備整備の支援等を行う。 

③ 県内の医療資源の情報を収集し、データベースを構築して、それを

もとに医療機能の分析を行う事業を支援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・ 施設整備医療機関数   ６施設 

・ 設備整備医療機関数   ４施設 

・ 病床連携強化医療機関数 １施設 

・ 県内の医療資源に係るデータベースの構築 ６０施設 

アウトプット指標

（達成値） 

・ 施設整備医療機関数   ７施設 

・ 設備整備医療機関数   ５施設 

・ 病床連携強化医療機関数 １施設 

・ 県内の医療資源に係るデータベースの構築 ２８８施設 

・ 全ての構想区域（７区域）における調整会議に情報提供を行った。 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：宮崎県地域医療構想の必要病床

数と病床機能報告の病床数との比較において不足する病床機能の充足。 
 

病床機能 2014 2016 2021 2022 2023 
増減 

（2023-2014） 

高度急性期 788 780 795 811 786 -2 

急 性 期 8,534 8,270 7,435 7.217 7,062 －1,472 

回 復 期 1,504 1,855 2,235 2,272 2,214 +710 

慢 性 期 3,911 4,200 3,477 3,315 3,096 -815 

（１）事業の有効性 

 将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための
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整備費用であり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める上で必

須の事業となる｡ 

（２）事業の効率性 

 事前調査によりニーズを把握した上で､申請のあったもののうち､書

面ヒアリング等により効果が高いと判断したものに補助したため､効率

的に執行できたと考える｡ 

その他 総事業費 

H29： 27,648千円-28千円  

R03：  8,138千円（基金 8,138千円、その他      0千円） 

R04：133,583千円（基金70,125千円、その他 63,457千円） 

R05：283,903千円（基金92,811千円、その他191,092千円） 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【No.1-2】病床機能等分化・連携促進基盤整備事業（地域医

療体制分化・連携促進基盤整備事業） 

【総事業費】 

371,690千円  
事業の対象となる

区域 

日向入郷 

事業の実施主体 日向市立東郷診療所（旧：東郷病院） 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

日向市立東郷診療所は、昭和29年に開設、昭和37年に病院となり、日向市東

郷地域の中心的医療機関として、外科手術等の急性期医療の提供も行うなど大

きな柱として長年にわたって東郷地域住民の健康福祉を守るため、重要な役割

を担ってきた。 

一方で、人口構造の変化や人口減少により、医療需要の変化や地域医療体制

の維持が危惧される状況を踏まえ、地域の医療・福祉関係者や住民代表、学識

経験者等からなる「日向市立東郷病院の在り方検討委員会」において、将来の

計画・役割等について議論が行われてきた。 

この委員会での議論を踏まえ、東郷地域における良質で持続可能な医療を確

保するため、同所は無床化し、地域住民のかかりつけ医療機関として他の医療

機関と連携の上、日向市街地の医療機関が入院機能を担うとともに、東郷地域

の地域包括ケアシステムの充実を図るため在宅医療やリハビリ機能を強化す

ることとし、令和４年度から新たな診療所を整備することとしている。人口減

少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じることから、将来

の医療需要に対応した病床の機能分化・連携を促進する必要がある。 

また、将来の地域にふさわしい医療体制を構築していくことが課題となって

おり、当該課題を解決するためには、県内の医療資源の現状を正確に把握する

ことが必要である。 

 

○地域医療構想に沿った病床の機能転換（日向入郷地区） 

（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

2016年病床機能報告値 ⇒ 2025年病床数 

高度急性期    0床        0床 

急性期      30床        0床 

回復期      0床        0床 

慢性期      0床        0床 

（日向入郷地区） 

2016年病床機能報告値 ⇒ 2025年病床数の必要量 

高度急性期    0床       36床 

急性期     499床      181床 

回復期     220床      349床 

慢性期     346床      181床 

（休棟等）     79床 

計        1,144床      746床 

○紹介率（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 平成30年度 5.1％ ⇒ 令和７年度（目標）10.4％ 

○外来リハビリ患者受入件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 平成30年度 2,566人 ⇒ 令和７年度（目標）3,120人 
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○在宅療養支援診療所数（県内） 

 令和２年度 112か所 ⇒ 令和７年度（目標）122か所 

〇在宅診療件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 平成30年度 21件 ⇒ 令和７年度（目標）108件 

〇訪問看護件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 平成30年度 927件 ⇒ 令和７年度（目標）1,240件 

 ※令和3年10月から24時間体制を開始 

〇見守り訪問件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 平成30年度 5件 ⇒ 令和７年度（目標）50件 

 ※診療所独自で行っている事業であり、服薬管理ができていない患者等の自

宅へ看護師が訪問し、その生活環境を見ながら、面談や指導等を行っているも

の。必要に応じて、地域包括支援センターとの連携も図っている。 

事業の内容（当初

計画） 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小に伴う建物の建替に要す

る費用の一部を補助する。 

②建物や医療機器の処分に係る損失の一部を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

施設整備等の支援 １か所 

アウトプット指標

（達成値） 

施設整備等の支援 １か所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

○地域医療構想に沿った病床の機能転換（日向入郷地区） 

（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

2025年病床数 

高度急性期    0床 

急性期       0床 

回復期      0床 

慢性期      0床 

（日向入郷地区） 

 2025年病床数の必要量 

高度急性期   36床 

急性期     181床 

回復期     349床 

慢性期     181床 

計          746床 

○紹介率（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 令和６年度（４～11月）4.8％ 

○外来リハビリ患者受入件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 令和６年度（４～11月）1,142人 

○在宅療養支援診療所数（県内） 

 令和６年度（12月1日時点）106か所 

〇在宅診療件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 令和６年度（４～11月）10件 

〇訪問看護件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 令和６年度（４～11月）86件 

 ※令和3年10月から24時間体制を開始 

〇見守り訪問件数（東郷診療所（旧：東郷病院）） 

 令和６年度（４～11月）16件 

（１） 事業の有効性  
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 本事業は東郷診療所が日向入郷地域において、将来必要となる医療機能を有

するための整備費用であり､地域にふさわしい機能分化･連携を進める上で重

要な事業となった。 

 当該地域では人口減少や高齢化が加速し、今後必要となる病床機能に変化

が生じることが予測されることから、地域医療構想調整会議において協議を

行いながら、将来の医療需要に対応した病床の機能分化・連携をさらに推進

する必要がある。引き続き、当該地域に必要な医療提供体制を維持できるよ

う支援していく。 

 

（２）事業の効率性 

 事前調査によりニーズを把握した上で､ヒアリング等により効果が高いと判

断した上で補助したため､効率的に執行できたと考える｡ 

その他 総事業費 

R05：371,690千円（基金46,593千円、その他325,097千円） 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No.2】 

脳卒中連携体制構築支援事業  

【総事業費】 

44,294千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎大学 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

当県においては、救急搬送される疾患の割合の上位に脳疾患があるものの、

脳神経外科等の医師不足のため、脳卒中の専門治療に対応できる医療施設が限

られている状況にある。脳卒中患者に対して早期に適切な治療が行わなけれ

ば、後遺症により寝たきりとなる可能性が高いことから、患者を社会復帰させ

るために、急性期から回復期へのスムーズな移行ができるよう、早期に治療で

きる体制の整備が求められている。 

アウトカム指標：地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較

において不足するとされる県全域の回復期機能病床について、令和７年度まで

に不足の解消を図るための転換等を行う。 

 （回復期機能病床数） 

  ２０１４年病床機能報告数（Ａ） １，５０４床 

  ２０２５年必要病床数  （Ｂ） ４，０１７床 

     不足（Ｂ）－（Ａ）          ２，５１３床 

事業の内容（当初

計画） 

宮崎大学医学部附属病院救命センター及び県立延岡病院と専門医がいない主に

中山間地域の拠点病院間のネットワークシステム（画像伝送）を構築し、画像

診断の有効性と急性期血栓溶解療法の実施・普及等を図るとともに、将来的な

急性期、回復期リハ、在宅支援の病床の機能分化・連携のための検討を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

遠隔診療支援システムを活用した脳血栓溶解療法実施体制整備数 ３医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

遠隔診療支援システムを活用した脳血栓溶解療法実施体制整備数 ８医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較において不足する

とされる県全域の回復期機能病床について、令和７年度までに不足の解消を図

るための転換等を行う。  

 （回復期機能病床数） 

  ２０１４年病床機能報告数（Ａ） １，５０４床 

  ２０２３年病床機能報告数（Ｂ） ２，２１４床 

     増減（Ｂ）－（Ａ）              ７１０床 

  ※ 遠隔診療支援システムを構築した延岡西臼杵医療圏、日向入郷医療圏、

宮崎東諸県医療圏、西諸医療圏、日南串間医療圏、の回復期機能病床数 

２０１４年病床機能報告数（Ａ）  ７１２床 

  ２０２３年病床機能報告数（Ｂ）１，７０６床 

     増減（Ｂ）－（Ａ）            ９９４床 
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（１）事業の有効性 

 中山間地域に勤務する医師が脳卒中等の重症患者を診療するに当たり､大学

等の拠点病院に相談できるｼｽﾃﾑを構築することにより､迅速かつ的確な処置を

行うことができ､救命率向上と後遺症軽減が図られた｡ 

（２）事業の効率性 

Hub施設が宮崎大学と県立延岡病院の２拠点となり、中山間地域の拠点病院を

Spoke施設とするhub and spoke体制が完成したため、Spoke施設が相談しやすい

体制が構築でき､中山間地域に勤務する医師等の安心感・負担軽減に繋げること

ができた。 

その他 総事業費 

H29：13,594千円（基金13,594千円、その他0千円)  

R03： 8,024千円（基金8,024千円、その他0千円) 

R04： 8,770千円（基金8,700千円、その他70千円） 

R05：13,906千円（基金13,905千円、その他1千円） 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No.3】 

救急医療体制における機能分化・連携推進事業 

【総事業費】 

144,036千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 関係医療機関 

事業の期間 平成２９年８月１０日～令和８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

当県においては、県央地区に医療資源が集中していることから、二次救急や

循環器疾患等で他の医療圏（構想区域）をカバーする医療機関や各医療圏にお

ける急性期医療機能の強化を図る必要がある。その強化を図ることで、今後、

地域医療構想調整会議等において、具体的な急性期医療に係る病床の機能の分

化及び連携など協議が進み、急性期から回復期への転換を促進することが求め

られる。 

アウトカム指標：地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較

において不足するとされる県全域の回復期機能病床について、平成３７年度ま

でに不足の解消を図るための転換等を行う。 

 （回復期機能病床数） 

  ２０１４年病床機能報告数（Ａ） １，５０４床 

  ２０２５年必要病床数  （Ｂ） ４，０１７床 

     不足（Ｂ）－（Ａ）          ２，５１３床 

事業の内容（当初

計画） 

二次医療圏を超えた脳卒中や急性心筋梗塞の救急拠点の機能強化を図るた

め、高度急性期医療に必要な医療機器の整備や、二次救急医療体制の維持に必

要な脳梗塞、消化管出血輪番病院の機能充実に要する医療機器の整備。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

整備施設数  23ヶ所 

アウトプット指標

（達成値） 

整備施設数  10ヶ所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較において不足する

とされる県全域の回復期機能病床について、令和７年度までに不足の解消を図

るための転換等を行う。 

 （回復期機能病床数） 

  ２０１４年病床機能報告数（Ａ） １，５０４床 

  ２０２３年病床機能報告数（Ｂ） ２，２１４床 

       （Ｂ）－（Ａ）              ７１０床 

  ※ 平成２９年度に整備した宮崎東諸県医療圏及び西諸医療圏の回復期機

能病床数 

  ２０１４年病床機能報告数（Ａ）   ７７５床 

  ２０２３年病床機能報告数（Ｂ） １，０９３床 

       （Ｂ）－（Ａ）              ３１８床 
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（１）事業の有効性 

 二次医療圏を超えて救急医療の拠点となっている医療機関等の機能強化を図

るために必要な設備を整備することで､地域医療構想を踏まえた救急医療体制

の構築を図ることができた｡ 

 アウトプット指標は現状未達成だがいまだ事業期間途中のため、引き続き必

要な医療機関の支援にあたりたい。 

（２）事業の効率性 

当該事業の実施により､県内の救急医療提供体制の機能強化･維持が図られる

ため､医療資源が効率的に活用されることとなり､地域医療構想における各医療

圏の必要な病床の機能分化及び連携の促進が期待される｡ 

その他 総事業費 

H29：46,778千円（基金23,389千円－30千円、その他23,419千円） 

R03：51,675千円（基金24,347千円、その他27,328千円) 

R04：10,000千円（基金5,000千円、その他5,000千円） 

R05：35,583千円 (基金17,791千円、その他17,792千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 

    （介護施設等の整備に関する事業） 

【総事業費】 

710,388 千円 

事業の対象となる区

域 

宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西都児湯、日向入郷、延岡 

事業の実施主体 市町、社会福祉法人 

事業の期間 （当初）平成 29年４月 1日～令和６年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初計

画） 

 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム          68 床（2カ所） 

 地域密着型特別養護老人ホーム     27 床（1カ所） 

認知症高齢者グループホーム      63 床（6カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所     45 床（5カ所） 

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所  45 床（5カ所） 

 介護療養型医療施設からの転換        

              当初計画の１カ所は整備見送り 

 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を
行う。 

整備予定施設等 

プライバシー改修（特別養護老人ホーム）     2 カ所 

看取り環境の整備                12 カ所 

宿舎施設整備                  2 カ所 

 

④簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費に対して支援を行う。 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム      27 床（1カ所） 

 認知症高齢者グループホーム       54 床（6カ所） 

  小規模多機能型居宅介護事業所         45 床（5カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   45 床（5カ所） 

認知症対応型デイサービスセンター       １カ所 
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整備予定施設等 

設置予定施設等         簡易陰圧装置 219 カ所 

                   換気設備  5 カ所 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第六期介護保険事業支援計画等

において予定している地域密着型サービス施設等の整備等を支援する 

【現況値 → 令和２年度末】 

○特別養護老人ホーム 5,570 床（95 カ所）→ 5,673 床（96 カ所） 

○地域密着型特別養護老人ホーム 

280 床（11 カ所）→ 338 床（13カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 

2,485 床（183 カ所）→ 2,665 床（197 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  計 63 カ所 → 計 82 カ所 

○認知症対応型デイサービスセンター 計 35 カ所 → 計 38 カ所 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成 29年度】 

○特別養護老人ホーム 

5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス 38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム  

 2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 63 カ所 → 64 カ所 

 

【平成 30年度】 

○特別養護老人ホーム 

5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス 38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

○認知症対応型デイサービス   32 カ所 → 33 カ所 

 

【令和２年度】 

○プライバシー改修 特別養護老人ホーム ２カ所 

○看取り環境の整備 特別養護老人ホーム等 12 カ所 

○介護予防拠点 ２市（22 カ所） 

○大規模改修に伴うロボット・ICT の導入 

認知症高齢者グループホーム 1カ所 

○介護職員の宿舎整備 ２カ所 

○簡易陰圧装置の設置 特別養護老人ホーム等 105 カ所 

○換気設備の設置 特別養護老人ホーム等 ５カ所 

 

【令和３年度】 

○プライバシー改修 特別養護老人ホーム ４カ所 
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○看取り環境の整備 特別養護老人ホーム ３カ所 

○介護予防拠点 １市（19 カ所） 

○簡易陰圧装置の設置 特別養護老人ホーム等 114 カ所 

 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 

地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域において安

心して生活できる体制整備が進んでいる。 

（２）事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について一

定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られた。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直

しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促

進していく。 

総事業費 H29:154,737 千円、H30: 12,068 千円、 

R1: 27,398 千円、 R2:235,782 千円 

R3:280,403 千円 

 



   

 

 

 

 

 

平成28年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

宮崎県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和６年５月２７日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において

議論 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 
・介護施設等の整備に関する意見はなし。 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 
そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６～８期介護保険事業支援計画等に

おいて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
      
２．計画期間 平成２８年度～令和５年度 

 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

○地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

○居宅等における医療の提供に関する目標 
 
○医療従事者の確保に関する目標 
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   ○介護施設等の整備に関する目標 
市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を 

下回る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サ 
ービス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備 

を進める必要がある。 
    

○介護従事者の確保に関する目標 
 

 ２）見解 

（介護施設等の整備分） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。なお、

引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延

長して平成28度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

 ３）目標の継続状況 

  □ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成28年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1（介護分）】 

宮崎県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
352,131 千円 

事業の対象区域 宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西都児湯、日向入郷 

事業の実施主体 市町村、社会福祉法人 

事業の期間 平成 28 年４月 1日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増に 

より介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初

計画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

【宮崎東諸県】 

 ○宮崎市     以下３施設で定員・宿泊定員 計４５床(計５カ所） 

  認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

○国富町 

認知症高齢者グループホーム               ９床（１カ所） 

【日南串間】 

 ○日南市 

認知症高齢者グループホーム               ９床（１カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所             ９床（１カ所） 

認知症対応型デイサービスセンター         １カ所 

【都城北諸県】 

○都城市 

小規模多機能型居宅介護事業所             18 床（２カ所） 

【西都児湯】 

○都農町 

認知症高齢者グループホーム         ９床(１カ所) 
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②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

【宮崎東諸県】 

○国富町 

認知症高齢者グループホーム         ２床（１カ所） 

【日南串間】 

○日南市 

  小規模多機能型居宅介護事業所             ９床（１カ所） 

【日向入郷】 

○椎葉村 

特別養護老人ホーム              10 床（１カ所） 

 

③介護施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必 

要な経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

ゾーニング環境等の整備               33 カ所 

  

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を

行う。 

整備予定施設等 

プライバシー改修（特別養護老人ホーム）      １カ所 

 

 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第六期介護保険事業支援計画等

において予定している地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 
【第六期介護保険事業支援計画／計画策定時 → 28 年度末】 
○特別養護老人ホーム 5,672 床（102 カ所）→ 5,844 床（104 カ所） 
○認知症対応型デイサービス      39,900 回／年 → 46,572 回／年 
○認知症高齢者グループホーム     27,096 人／年 → 29,208 人／年 

○小規模多機能型居宅介護         10,620 人／年 → 15,324 人／年 
○看護小規模多機能型居宅介護    420 人／年 →   864 人／年 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成 28 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,736 床（101 カ所）→ 5,775 床（102 カ所） 
○認知症対応型デイサービス   31 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

2,447 床（182 カ所）→ 2,494 床（185 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護    63 カ所 → 64 カ所 
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【平成 29 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス    38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

  2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護   63 カ所 → 64 カ所 

 

【平成 30 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス    38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

  2,512 床（188 カ所）→ 2,482 床（184 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護   64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和３年度】 

〇 ゾーニング環境等の整備 33 カ所 

 

【令和５年度】 

〇特別養護老人ホーム 6,043 床（107 カ所）→ 6,122 床（108 カ所） 

 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 
地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域において安

心して生活できる体制整備が進んでいる。 
（２）事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について一 
定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られた。 

 

 

事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査し、当計画の見直しを

行い、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進していく。 

総事業費 H28:151,099 千円､H30:32,000 千円、R3:94,972 千円、 

     R5:74,060 千円 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

平成27年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

宮崎県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和６年５月２７日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において

議論 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護施設等の整備に関する意見はなし。 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 
そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６～８期介護保険事業支援計画等に

おいて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

  
④ 医療従事者の確保に関する目標 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
 
２．計画期間 平成２７年度～令和５年度 
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■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

○地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

○居宅等における医療の提供に関する目標 
 
○医療従事者の確保に関する目標 

    
   ○介護施設等の整備に関する目標 
    ・事業者の公募・選定等の手続きに時間を要した関係で、大半が実施主体（市

町）において翌年度に繰越しとなったが、地域密着型サービス施設等の整備

により、高齢者が地域において安心して生活できる体制の構築が進みつつあ

る。 
    

○介護従事者の確保に関する目標 
  

 ２）見解 

（介護施設等の整備分） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた介護施設等の整備が一定程度進んだ。なお、

引き続き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延

長して平成27年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

 ３）目標の継続状況 

  □ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  ☑ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 

平成27年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況

を記載。 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1（介護分）】 

宮崎県介護施設等整備事業 

（介護施設等の整備に関する事業）  

【総事業費】 
1,865,653 千円 

事業の対象となる区域 宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西諸、西都児湯、日向

入郷、延岡西臼杵 

事業の実施主体 市町、社会福祉法人 

事業の期間 平成 27 年７月１日～令和６年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じ

た介護サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定

員数の増により介護サービス提供体制の充

実・強化を図る。 

事業の内容（当初計画）  

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 （地域密着型）特別養護老人ホーム      56 床（２カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所 

 認知症高齢者グループホーム        27 床（２カ所） 

 地域包括支援センター           １カ所 

【平成 27 年度補正分】 

 （地域密着型）特別養護老人ホーム   ３床（１カ所） 

 認知症高齢者グループホーム     81 床（７カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   ５カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  １カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム         30 床（１カ所） 



   

5 
 

 地域密着型特別養護老人ホーム       56 床（２カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所    ５カ所 

 認知症高齢者グループホーム         54 床（５カ所） 

【平成 27 年度補正分】 

 地域密着型特別養護老人ホーム    58 床（２カ所） 

 認知症高齢者グループホーム     72 床（５カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   ５カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  １カ所 

 大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT の導

入 15 カ所 

 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対 

して支援を行う。 

整備予定施設等 

看取り環境の整備             ７カ所 

【平成 27 年度補正分】 

宿舎施設整備               ４カ所 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた

介護サービス提供体制の整備を促進する。 

○地域密着型特別養護老人ホーム 

224 床（9カ所）→ 280 床（11 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 

2,418 床（179 カ所）→ 2,483 床（185 カ所） 

○小規模多機能型居宅介護事業所 

10,620 人／年（54 カ所）→ 12,780 人／年（60 カ所） 

○看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 420 人／年 → 864 人／年 

○地域包括支援センター 

 69 施設 → 70 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

【平成 27 年度】 

○特別養護老人ホーム 

5,672 床（101 カ所）→ 5,736 床（101 カ所） 

○認知症対応型デイサービス  30 カ所 → 31 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,418 床（179 カ所）→ 2,447 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 60 カ所 → 62 カ所 
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【平成 28 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,736 床（101 カ所）→ 5,775 床（102

カ所） 

○認知症対応型デイサービス  31 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,447 床（182 カ所）→ 2,494 床（185 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 62 カ所 → 63 カ所 

 

【平成 29 年度】 

○特別養護老人ホーム 

5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 63 カ所 → 64 カ所 

 

【平成 30 年度】 

○特別養護老人ホーム 

5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,491 床 （182 カ所）→ 2,536 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所 → 66 カ所 

 

【令和２年度】 

○特別養護老人ホーム 

 5,931 床（103 カ所）→ 6,001 床（107 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,491 床（182 カ所）→ 2,536 床（183 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 66 カ所 → 75 カ所 

 

【令和３年度】 
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○特別養護老人ホーム 

 6,001 床（107 カ所）→ 6,022 床（107 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,536 床（183 カ所）→ 2,572 床（184 カ所） 

〇介護職員の宿舎整備 １カ所 

〇大規模改修に伴うロボット・ICT の導入 ５カ所 

 

【令和４年度】 

○特別養護老人ホーム 

 6,022 床（107 カ所）→ 6,043 床（107 カ所） 

〇介護職員の宿舎整備 １カ所 

〇看取り環境の整備 ３カ所 

〇大規模改修に伴うロボット・ICT の導入 ９カ所 

 

【令和５年度】 

〇特別養護老人ホーム 

 6,043 床（107 カ所）→ 6,122 床（108 カ所） 

〇認知症高齢者グループホーム 

 2,572 床（184 カ所）→2,563 床（182 カ所） 

〇看取り環境の整備 ４カ所 

〇介護職員の宿舎整備 ２カ所 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標事業実施状況等を踏ま

え、当計画の見直しを行い、事業を継続しているため、現段

階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 
地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域

において安心して生活できる体制整備が進んでいる。 
（２） 事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等

について一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、

調達の効率化が図られた。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当

計画の見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備を促進していく。 

総事業費 H27:354,880 千円、H28: 87,046 千円、 

     H29: 5,589 千円、H30:107,993 千円、 
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R1:306,972 千円、 R2:147,840 千円 

R3:224,618 千円、 R4:263,412 千円 

R5:367,303 千円 

 

 

 

 

 


